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(57)【要約】
　複数の無線ビームによってセルが空間分離されている
場合に、無線リソース管理を簡単にする。基地局装置（
８００）によって構成されるセル（８１１）は、基地局
装置（８００）の配下にある複数の無線ビーム（８０４
～８１０）によって、空間分離されている。基地局装置
（８００）は、通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Ra
dio Resource Control）パラメータを、該複数の無線ビ
ーム（８０４～８１０）のうちの２つ以上で共有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末装置と、
　前記通信端末装置と無線ビームを介して無線通信を行う基地局装置と
を備え、
　前記基地局装置によって構成されるセルは、前記基地局装置の配下にある複数の無線ビ
ームによって、空間分離されており、
　前記基地局装置は、前記通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control
）パラメータを、前記複数の無線ビームのうちの２つ以上で共有する、
通信システム。
【請求項２】
　通信端末装置と、
　前記通信端末装置と無線ビームを介して無線通信を行う基地局装置と
を備え、
　前記基地局装置によって構成されるセルは、前記基地局装置の配下にある複数の無線ビ
ームによって、空間分離されており、
　前記通信端末装置が第１の無線ビームの圏内から第２の無線ビームの圏内に移動する場
合、前記基地局装置は、前記通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Contr
ol）パラメータを、前記第１の無線ビーム用の第１のＲＲＣパラメータから、前記第２の
無線ビーム用の第２のＲＲＣパラメータに変更する、
通信システム。
【請求項３】
　前記基地局装置は、
　　前記複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤＵ（Distributed Unit）と、
　　前記少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）と
を含み、
　前記ＣＵがＭＡＣ（Medium Access Control）機能を有しており、
　前記ＣＵは、
　　前記第２のＲＲＣパラメータを前記通信端末装置に通知することと、
　　前記第１の無線ビームから前記第２の無線ビームへの切り替え指示を、前記第１の無
線ビームによって、前記通信端末装置に通知することと、
を行う、請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記基地局装置は、
　　前記複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤＵ（Distributed Unit）と、
　　前記少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）と
を含み、
　前記ＣＵがＭＡＣ（Medium Access Control）機能を有しており、
　前記ＣＵは、
　　前記第２のＲＲＣパラメータを、前記第２の無線ビームによって、前記通信端末装置
に通知することと、
　　前記第１の無線ビームから前記第２の無線ビームへの切り替え指示を、前記第１の無
線ビームによって、前記通信端末装置に通知することと、
を行う、請求項２に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記基地局装置は、
　　前記複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤＵ（Distributed Unit）と、
　　前記少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）と
を含み、
　前記少なくとも１つのＤＵがＭＡＣ（Medium Access Control）機能を有しており、
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　前記ＣＵは、
　　前記第２のＲＲＣパラメータを、前記第１の無線ビームによって、Ｌ１／Ｌ２シグナ
リングまたはＭＡＣシグナリングを用いて、前記通信端末装置に通知することと、
　　前記第１の無線ビームから前記第２の無線ビームへの切り替え指示を、前記第１の無
線ビームによって、Ｌ１／Ｌ２シグナリングまたはＭＡＣシグナリングを用いて、前記通
信端末装置に通知することと、
を行う、請求項２に記載の通信システム。
【請求項６】
　前記基地局装置は、
　　前記複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤＵ（Distributed Unit）と、
　　前記少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）と
を含み、
　前記少なくとも１つのＤＵがＭＡＣ（Medium Access Control）機能を有しており、
　前記基地局装置は、
　　前記第２のＲＲＣパラメータを、前記第２の無線ビームによって、Ｌ１／Ｌ２シグナ
リングまたはＭＡＣシグナリングを用いて、前記通信端末装置に通知することと、
　　前記第１の無線ビームから前記第２の無線ビームへの切り替え指示を、前記第１の無
線ビームによって、Ｌ１／Ｌ２シグナリングまたはＭＡＣシグナリングを用いて、前記通
信端末装置に通知することと、
を行う、請求項２に記載の通信システム。
【請求項７】
　通信端末装置と、
　前記通信端末装置と無線ビームを介して無線通信を行う基地局装置と
を備え、
　前記基地局装置によって構成されるセルは、前記基地局装置の配下にある複数の無線ビ
ームによって、空間分離されており、
　前記基地局装置は、無線ビーム単位で、キャリアアグリケーションを設定する、
通信システム。
【請求項８】
　通信端末装置と、
　前記通信端末装置と無線通信可能に接続される複数の基地局装置と、
　前記通信端末装置と各基地局装置との通信を管理するコアネットワークと
を備え、
　前記通信端末装置と接続されている第１の基地局装置が、第２の基地局装置に対して、
前記通信端末装置用のベアラを設定するように要求する場合、前記第１の基地局装置は、
前記コアネットワークからＰＤＵセッションについて取得したＱｏＳ（Quality of Servi
ce）に関する情報を、前記第２の基地局装置に通知し、前記第２の基地局装置は、通知さ
れたＱｏＳに関する情報に基づいて、前記通信端末装置用の前記ベアラを設定する、
通信システム。
【請求項９】
　通信端末装置と、
　前記通信端末装置と無線通信可能に接続される複数の基地局装置と、
　前記通信端末装置と各基地局装置との通信を管理するコアネットワークと
を備え、
　前記通信端末装置と接続されている第１の基地局装置が、第２の基地局装置に対して、
前記通信端末装置用のベアラを設定するように要求する場合、前記第１の基地局装置は、
前記コアネットワークからＰＤＵセッションについて取得したＱｏＳ（Quality of Servi
ce）に基づいて、前記通信端末装置用の前記ベアラを設定し、設定したベアラに関する情
報を前記第２の基地局装置に通知する、
通信システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末装置などの通信端末装置と基地局装置との間で無線通信を行う通信
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システムの規格化団体である３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Proje
ct）において、無線区間についてはロングタームエボリューション（Long Term Evolutio
n：ＬＴＥ）と称し、コアネットワークおよび無線アクセスネットワーク（以下、まとめ
て、ネットワークとも称する）を含めたシステム全体構成については、システムアーキテ
クチャエボリューション（System Architecture Evolution：ＳＡＥ）と称される通信方
式が検討されている（例えば、非特許文献１～５）。この通信方式は３．９Ｇ（3.9 Gene
ration）システムとも呼ばれる。
【０００３】
　ＬＴＥのアクセス方式としては、下り方向はＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Divisio
n Multiplexing）、上り方向はＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Mu
ltiple Access）が用いられる。また、ＬＴＥは、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Divisio
n Multiple Access）とは異なり、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
【０００４】
　非特許文献１（５章）に記載される、３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるフレーム
構成に関する決定事項について、図１を用いて説明する。図１は、ＬＴＥ方式の通信シス
テムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図１において、１つの無線フ
レーム（Radio frame）は１０ｍｓである。無線フレームは１０個の等しい大きさのサブ
フレーム（Subframe）に分割される。サブフレームは、２個の等しい大きさのスロット（
slot）に分割される。無線フレーム毎に１番目および６番目のサブフレームに下り同期信
号（Downlink Synchronization Signal）が含まれる。同期信号には、第一同期信号（Pri
mary Synchronization Signal：Ｐ－ＳＳ）と、第二同期信号（Secondary Synchronizati
on Signal：Ｓ－ＳＳ）とがある。
【０００５】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献
１（５章）に記載されている。ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルにおいてもｎｏ
ｎ－ＣＳＧセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。
【０００６】
　物理報知チャネル（Physical Broadcast Channel：ＰＢＣＨ）は、基地局装置（以下、
単に「基地局」という場合がある）から移動端末装置（以下、単に「移動端末」という場
合がある）などの通信端末装置（以下、単に「通信端末」という場合がある）への下り送
信用のチャネルである。ＢＣＨトランスポートブロック（transport block）は、４０ｍ
ｓ間隔中の４個のサブフレームにマッピングされる。４０ｍｓタイミングの明白なシグナ
リングはない。
【０００７】
　物理制御フォーマットインジケータチャネル（Physical Control Format Indicator Ch
annel：ＰＣＦＩＣＨ）は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。ＰＣ
ＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨｓのために用いるＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Mu
ltiplexing）シンボルの数を、基地局から通信端末へ通知する。ＰＣＦＩＣＨは、サブフ
レーム毎に送信される。
【０００８】
　物理下り制御チャネル（Physical Downlink Control Channel：ＰＤＣＣＨ）は、基地
局から通信端末への下り送信用のチャネルである。ＰＤＣＣＨは、後述のトランスポート
チャネルの１つである下り共有チャネル（Downlink Shared Channel：ＤＬ－ＳＣＨ）の
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リソース割り当て（allocation）情報、後述のトランスポートチャネルの１つであるペー
ジングチャネル（Paging Channel：ＰＣＨ）のリソース割り当て（allocation）情報、Ｄ
Ｌ－ＳＣＨに関するＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）情報を通知する。Ｐ
ＤＣＣＨは、上りスケジューリンググラント（Uplink Scheduling Grant）を運ぶ。ＰＤ
ＣＣＨは、上り送信に対する応答信号であるＡｃｋ（Acknowledgement）／Ｎａｃｋ（Neg
ative Acknowledgement）を運ぶ。ＰＤＣＣＨは、Ｌ１／Ｌ２制御信号とも呼ばれる。
【０００９】
　物理下り共有チャネル（Physical Downlink Shared Channel：ＰＤＳＣＨ）は、基地局
から通信端末への下り送信用のチャネルである。ＰＤＳＣＨには、トランスポートチャネ
ルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）、およびトランスポートチャネルであるＰＣ
Ｈがマッピングされている。
【００１０】
　物理マルチキャストチャネル（Physical Multicast Channel：ＰＭＣＨ）は、基地局か
ら通信端末への下り送信用のチャネルである。ＰＭＣＨには、トランスポートチャネルで
あるマルチキャストチャネル（Multicast Channel：ＭＣＨ）がマッピングされている。
【００１１】
　物理上り制御チャネル（Physical Uplink Control Channel：ＰＵＣＣＨ）は、通信端
末から基地局への上り送信用のチャネルである。ＰＵＣＣＨは、下り送信に対する応答信
号（response signal）であるＡｃｋ／Ｎａｃｋを運ぶ。ＰＵＣＣＨは、ＣＱＩ（Channel
 Quality Indicator）レポートを運ぶ。ＣＱＩとは、受信したデータの品質、もしくは通
信路品質を示す品質情報である。またＰＵＣＣＨは、スケジューリングリクエスト（Sche
duling Request：ＳＲ）を運ぶ。
【００１２】
　物理上り共有チャネル（Physical Uplink Shared Channel：ＰＵＳＣＨ）は、通信端末
から基地局への上り送信用のチャネルである。ＰＵＳＣＨには、トランスポートチャネル
の１つである上り共有チャネル（Uplink Shared Channel：ＵＬ－ＳＣＨ）がマッピング
されている。
【００１３】
　物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（Physical Hybrid ARQ Indicator Channel：ＰＨ
ＩＣＨ）は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。ＰＨＩＣＨは、上り
送信に対する応答信号であるＡｃｋ／Ｎａｃｋを運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル（
Physical Random Access Channel：ＰＲＡＣＨ）は、通信端末から基地局への上り送信用
のチャネルである。ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブル（random access prea
mble）を運ぶ。
【００１４】
　下り参照信号（リファレンスシグナル（Reference Signal）：ＲＳ）は、ＬＴＥ方式の
通信システムとして既知のシンボルである。以下の５種類の下りリファレンスシグナルが
定義されている。セル固有参照信号（Cell-specific Reference Signal：ＣＲＳ）、ＭＢ
ＳＦＮ参照信号（MBSFN Reference Signal）、ＵＥ固有参照信号（UE-specific Referenc
e Signal）であるデータ復調用参照信号（Demodulation Reference Signal：ＤＭ－ＲＳ
）、位置決定参照信号（Positioning Reference Signal：ＰＲＳ）、チャネル状態情報参
照信号（Channel State Information Reference Signal：ＣＳＩ－ＲＳ）。通信端末の物
理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力（Reference Signal Received 
Power：ＲＳＲＰ）測定がある。
【００１５】
　非特許文献１（５章）に記載されるトランスポートチャネル（Transport channel）に
ついて、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル（Broadcast Chan
nel：ＢＣＨ）は、その基地局（セル）のカバレッジ全体に報知される。ＢＣＨは、物理
報知チャネル（ＰＢＣＨ）にマッピングされる。
【００１６】
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　下り共有チャネル（Downlink Shared Channel：ＤＬ－ＳＣＨ）には、ＨＡＲＱ（Hybri
d ARQ）による再送制御が適用される。ＤＬ－ＳＣＨは、基地局（セル）のカバレッジ全
体への報知が可能である。ＤＬ－ＳＣＨは、ダイナミックあるいは準静的（Semi-static
）なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントス
ケジューリング（Persistent Scheduling）ともいわれる。ＤＬ－ＳＣＨは、通信端末の
低消費電力化のために通信端末の間欠受信（Discontinuous reception：ＤＲＸ）をサポ
ートする。ＤＬ－ＳＣＨは、物理下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）へマッピングされる。
【００１７】
　ページングチャネル（Paging Channel：ＰＣＨ）は、通信端末の低消費電力を可能とす
るために通信端末のＤＲＸをサポートする。ＰＣＨは、基地局（セル）のカバレッジ全体
への報知が要求される。ＰＣＨは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）のような物理リソースへマッピングされる。
【００１８】
　マルチキャストチャネル（Multicast Channel：ＭＣＨ）は、基地局（セル）のカバレ
ッジ全体への報知に使用される。ＭＣＨは、マルチセル送信におけるＭＢＭＳ（Multimed
ia Broadcast Multicast Service）サービス（ＭＴＣＨとＭＣＣＨ）のＳＦＮ合成をサポ
ートする。ＭＣＨは、準静的なリソース割り当てをサポートする。ＭＣＨは、ＰＭＣＨへ
マッピングされる。
【００１９】
　上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル（Uplink Shared Channel：Ｕ
Ｌ－ＳＣＨ）には、ＨＡＲＱ（Hybrid ARQ）による再送制御が適用される。ＵＬ－ＳＣＨ
は、ダイナミックあるいは準静的（Semi-static）なリソース割り当てをサポートする。
ＵＬ－ＳＣＨは、物理上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２０】
　ランダムアクセスチャネル（Random Access Channel：ＲＡＣＨ）は、制御情報に限ら
れている。ＲＡＣＨは、衝突のリスクがある。ＲＡＣＨは、物理ランダムアクセスチャネ
ル（ＰＲＡＣＨ）へマッピングされる。
【００２１】
　ＨＡＲＱについて説明する。ＨＡＲＱとは、自動再送要求（Automatic Repeat reQuest
：ＡＲＱ）と誤り訂正（Forward Error Correction）との組合せによって、伝送路の通信
品質を向上させる技術である。ＨＡＲＱには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再
送によって誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受
信結果と再送の受信結果との合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である
。
【００２２】
　再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった
場合、換言すればＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）エラーが発生した場合（ＣＲＣ＝
ＮＧ）、受信側から送信側へ「Ｎａｃｋ」を送信する。「Ｎａｃｋ」を受信した送信側は
、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すれば
ＣＲＣエラーが発生しない場合（ＣＲＣ＝ＯＫ）、受信側から送信側へ「Ａｃｋ」を送信
する。「Ａｃｋ」を受信した送信側は次のデータを送信する。
【００２３】
　非特許文献１（６章）に記載される論理チャネル（ロジカルチャネル：Logical channe
l）について、説明する。報知制御チャネル（Broadcast Control Channel：ＢＣＣＨ）は
、報知システム制御情報のための下りチャネルである。論理チャネルであるＢＣＣＨは、
トランスポートチャネルである報知チャネル（ＢＣＨ）、あるいは下り共有チャネル（Ｄ
Ｌ－ＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２４】
　ページング制御チャネル（Paging Control Channel：ＰＣＣＨ）は、ページング情報（
Paging Information）およびシステム情報（System Information）の変更を送信するため
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の下りチャネルである。ＰＣＣＨは、通信端末のセルロケーションをネットワークが知ら
ない場合に用いられる。論理チャネルであるＰＣＣＨは、トランスポートチャネルである
ページングチャネル（ＰＣＨ）へマッピングされる。
【００２５】
　共有制御チャネル（Common Control Channel：ＣＣＣＨ）は、通信端末と基地局との間
の送信制御情報のためのチャネルである。ＣＣＣＨは、通信端末がネットワークとの間で
ＲＲＣ接続（connection）を有していない場合に用いられる。下り方向では、ＣＣＣＨは
、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピングされる
。上り方向では、ＣＣＣＨは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル（ＵＬ－
ＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２６】
　マルチキャスト制御チャネル（Multicast Control Channel：ＭＣＣＨ）は、１対多の
送信のための下りチャネルである。ＭＣＣＨは、ネットワークから通信端末への１つある
いはいくつかのＭＴＣＨ用のＭＢＭＳ制御情報の送信のために用いられる。ＭＣＣＨは、
ＭＢＭＳ受信中の通信端末のみに用いられる。ＭＣＣＨは、トランスポートチャネルであ
るマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）へマッピングされる。
【００２７】
　個別制御チャネル（Dedicated Control Channel：ＤＣＣＨ）は、１対１にて、通信端
末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。ＤＣＣＨは、通信端
末がＲＲＣ接続（connection）である場合に用いられる。ＤＣＣＨは、上りでは上り共有
チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ
）にマッピングされる。
【００２８】
　個別トラフィックチャネル（Dedicated Traffic Channel：ＤＴＣＨ）は、ユーザ情報
の送信のための個別通信端末への１対１通信のチャネルである。ＤＴＣＨは、上りおよび
下りともに存在する。ＤＴＣＨは、上りでは上り共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）へマッピ
ングされ、下りでは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２９】
　マルチキャストトラフィックチャネル（Multicast Traffic channel：ＭＴＣＨ）は、
ネットワークから通信端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。Ｍ
ＴＣＨは、ＭＢＭＳ受信中の通信端末のみに用いられるチャネルである。ＭＴＣＨは、マ
ルチキャストチャネル（ＭＣＨ）へマッピングされる。
【００３０】
　ＣＧＩとは、セルグローバル識別子（Cell Global Identifier）のことである。ＥＣＧ
Ｉとは、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルグローバル識別子（E-UTRAN Cell Global Identifier）のこ
とである。ＬＴＥ、後述のＬＴＥ－Ａ（Long Term Evolution Advanced）およびＵＭＴＳ
（Universal Mobile Telecommunication System）において、ＣＳＧ（Closed Subscriber
 Group）セルが導入される。
【００３１】
　ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルとは、利用可能な加入者をオペレータが特定
しているセル（以下「特定加入者用セル」という場合がある）である。特定された加入者
は、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Network）の１つ以上のセルにアクセスすることが許
可される。特定された加入者がアクセスを許可されている１つ以上のセルを「ＣＳＧセル
（ＣＳＧ　ｃｅｌｌ（ｓ））」と呼ぶ。ただし、ＰＬＭＮにはアクセス制限がある。
【００３２】
　ＣＳＧセルは、固有のＣＳＧアイデンティティ（CSG identity：ＣＳＧ　ＩＤ）を報知
し、ＣＳＧインジケーション（CSG Indication）にて「ＴＲＵＥ」を報知するＰＬＭＮの
一部である。予め利用登録し、許可された加入者グループのメンバーは、アクセス許可情
報であるところのＣＳＧ　ＩＤを用いてＣＳＧセルにアクセスする。
【００３３】
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　ＣＳＧ　ＩＤは、ＣＳＧセルまたはセルによって報知される。ＬＴＥ方式の通信システ
ムにＣＳＧ　ＩＤは複数存在する。そして、ＣＳＧ　ＩＤは、ＣＳＧ関連のメンバーのア
クセスを容易にするために、通信端末（ＵＥ）によって使用される。
【００３４】
　通信端末の位置追跡は、１つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、
待受け状態であっても通信端末の位置を追跡し、通信端末を呼び出す、換言すれば通信端
末が着呼することを可能にするために行われる。この通信端末の位置追跡のための区域を
トラッキングエリアと呼ぶ。
【００３５】
　３ＧＰＰにおいて、Ｈｏｍｅ－ＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ＮＢ；ＨＮＢ）、Ｈｏｍｅ－ｅ
ＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ；ＨｅＮＢ）と称される基地局が検討されている。ＵＴＲ
ＡＮにおけるＨＮＢ、およびＥ－ＵＴＲＡＮにおけるＨｅＮＢは、例えば家庭、法人、商
業用のアクセスサービス向けの基地局である。非特許文献２には、ＨｅＮＢおよびＨＮＢ
へのアクセスの３つの異なるモードが開示されている。具体的には、オープンアクセスモ
ード（Open access mode）と、クローズドアクセスモード（Closed access mode）と、ハ
イブリッドアクセスモード（Hybrid access mode）とが開示されている。
【００３６】
　また３ＧＰＰでは、リリース１０として、ロングタームエボリューションアドヴァンス
ド（Long Term Evolution Advanced：ＬＴＥ－Ａ）の規格策定が進められている（非特許
文献３、非特許文献４参照）。ＬＴＥ－Ａは、ＬＴＥの無線区間通信方式を基本とし、そ
れにいくつかの新技術を加えて構成される。
【００３７】
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、１００ＭＨｚまでのより広い周波数帯域幅（transmission b
andwidths）をサポートするために、二つ以上のコンポーネントキャリア（Component Car
rier：ＣＣ）を集約する（「アグリゲーション（aggregation）する」とも称する）、キ
ャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation：ＣＡ）が検討されている。ＣＡについ
ては、非特許文献１に記載されている。
【００３８】
　ＣＡが構成される場合、ＵＥはネットワーク（Network：ＮＷ）と唯一つのＲＲＣ接続
（RRC connection）を有する。ＲＲＣ接続において、一つのサービングセルがＮＡＳモビ
リティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル（Primary Cell：Ｐ
Ｃｅｌｌ）と呼ぶ。下りリンクで、ＰＣｅｌｌに対応するキャリアは、下りプライマリコ
ンポーネントキャリア（Downlink Primary Component Carrier：ＤＬ　ＰＣＣ）である。
上りリンクで、ＰＣｅｌｌに対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリ
ア（Uplink Primary Component Carrier：ＵＬ　ＰＣＣ）である。
【００３９】
　ＵＥの能力（ケーパビリティ（capability））に応じて、セカンダリセル（Secondary 
Cell：ＳＣｅｌｌ）が、ＰＣｅｌｌとともに、サービングセルの組を形成するために構成
される。下りリンクで、ＳＣｅｌｌに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネン
トキャリア（Downlink Secondary Component Carrier：ＤＬ　ＳＣＣ）である。上りリン
クで、ＳＣｅｌｌに対応するキャリアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア（Upli
nk Secondary Component Carrier：ＵＬ　ＳＣＣ）である。
【００４０】
　一つのＰＣｅｌｌと一つ以上のＳＣｅｌｌとからなるサービングセルの組が、一つのＵ
Ｅに対して構成される。
【００４１】
　また、ＬＴＥ－Ａでの新技術としては、より広い帯域をサポートする技術（Wider band
width extension）、および多地点協調送受信（Coordinated Multiple Point transmissi
on and reception：ＣｏＭＰ）技術などがある。３ＧＰＰでＬＴＥ－Ａのために検討され
ているＣｏＭＰについては、非特許文献１に記載されている。
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【００４２】
　また、３ＧＰＰにおいて、将来の膨大なトラフィックに対応するために、スモールセル
を構成するスモールｅＮＢ（以下「小規模基地局装置」という場合がある）を用いること
が検討されている。例えば、多数のスモールｅＮＢを設置して、多数のスモールセルを構
成することによって、周波数利用効率を高めて、通信容量の増大を図る技術などが検討さ
れている。具体的には、ＵＥが２つのｅＮＢと接続して通信を行うデュアルコネクティビ
ティ（Dual Connectivity；略称：ＤＣ）などがある。ＤＣについては、非特許文献１に
記載されている。
【００４３】
　デュアルコネクティビティ（ＤＣ）を行うｅＮＢのうち、一方を「マスターｅＮＢ（略
称：ＭｅＮＢ）」といい、他方を「セカンダリｅＮＢ（略称：ＳｅＮＢ）」という場合が
ある。
【００４４】
　モバイルネットワークのトラフィック量は、増加傾向にあり、通信速度も高速化が進ん
でいる。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａが本格的に運用を開始されると、更に通信速度が高速化
されることが見込まれる。
【００４５】
　さらに、高度化する移動体通信に対して、２０２０年以降にサービスを開始することを
目標とした第５世代（以下「５Ｇ」という場合がある）無線アクセスシステムが検討され
ている。例えば、欧州では、ＭＥＴＩＳという団体で５Ｇの要求事項がまとめられている
（非特許文献５参照）。
【００４６】
　５Ｇ無線アクセスシステムでは、ＬＴＥシステムに対して、システム容量は１０００倍
、データの伝送速度は１００倍、データの処理遅延は１０分の１（１／１０）、通信端末
の同時接続数は１００倍として、更なる低消費電力化、および装置の低コスト化を実現す
ることが要件として挙げられている。
【００４７】
　このような要求を満たすために、３ＧＰＰでは、リリース１４として、５Ｇの規格検討
が進められている（非特許文献６～１０参照）。５Ｇの無線区間の技術は、「New Radio
（略称：ＮＲ） Access Technology」と称され、いくつかの新たな技術が検討されている
（非特許文献１１～１４参照）。例えば、ＲＲＣを伴わないモビリティ、アナログビーム
フォーミングやハイブリッドビームフォーミングによるマルチビームフォーミング（ＭＢ
Ｆ）、ネットワークスライシングなどが検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００４８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００　Ｖ１４．０．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　Ｓ１－０８３４６１
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１４　Ｖ９．０．０
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．９１２　Ｖ１３．０．０
【非特許文献５】“Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless sy
stem”、［online］、平成２５（２０１３）年４月３０日、ＩＣＴ－３１７６６９－ＭＥ
ＴＩＳ／Ｄ１．１、［平成２８年１２月８日検索］、インターネット<https://www.metis
2020.com/documents/deliverables/>
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．７９９　Ｖ１．１．０
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＲ　３８．８０１　Ｖ０．４．０
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＲ　３８．８０２　Ｖ１．０．０
【非特許文献９】３ＧＰＰ　ＴＲ　３８．８０４　Ｖ０．４．０
【非特許文献１０】３ＧＰＰ　ＴＲ　３８．９１２　Ｖ０．０．２
【非特許文献１１】３ＧＰＰ　Ｒ２－１６４６７０
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【非特許文献１２】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　Ｖ１４．０．０
【非特許文献１３】３ＧＰＰ　Ｒ１－１６５３６４
【非特許文献１４】３ＧＰＰ　Ｒ２－１６５５４２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４９】
　ＮＲでは、ＲＲＣを伴わないモビリティが検討されている。ＬＴＥに比べて高い周波数
を用いるＮＲでは、ビームを形成して狭い範囲に電力を集中させ、１つまたは複数のビー
ムを用いることによって、必要なカバレッジをカバーする。ＵＥの移動にともなってビー
ムの移動が頻繁に発生するので、ＲＲＣを伴わないモビリティによって、ビーム間移動に
伴うシグナリングを少なくする。
【００５０】
　ＮＲにおける、複数のビーム、あるいは複数のＴＲＰ（Transmission/Reception Point
）を用いた通信においては、各ビーム、あるいは各ＴＲＰによって、通信可能な空間が分
離されている。このような場合についてＲＲＣのパラメータをどのように扱うかは、開示
されていない。そのため、通信可能な空間がセル内で分離されても、セル内に収容可能な
ＵＥ数を増加させることができない。
【００５１】
　また、通信用の無線リソースとして複数のキャリアを集めて使用するキャリアアグリゲ
ーション（ＣＡ）をＮＲに適用する場合、セルのどのビームをアグリゲーションしたらよ
いかが不明となってしまうので、ｇＮＢはＵＥに対してＣＡを設定できない。そのため、
多くの無線リソースを使用できなくなり、ＵＥに対して、高速、大容量の通信サービスを
提供できなくなってしまう。
【００５２】
　また、ＬＴＥにおいて、高速および大容量の通信サービスを提供するための技術として
用いられているＤＣ（Dual Connectivity）では、マスター基地局（Master eNB：ＭｅＮ
Ｂ）からセカンダリ基地局（Secondary eNB：ＳｅＮＢ）のベアラ設定を要求していた。
このベアラ設定要求には、Ｅ－ＲＡＢパラメータを用いていた。ところが、５Ｇにおいて
は、ネットワークスライシングを用いるので、ＣＮ－ＲＡＮ間ではフローベース制御を用
い、ＲＡＮではベアラベース制御を用いることが議論されている。このことにより、Ｅ－
ＲＡＢがなくなるので、ＭｇＮＢ（Master gNB）からＳｇＮＢ（Secondary gNB）へのベ
アラ設定要求方法が不明となってしまう。したがって、５Ｇにおいては、ＤＣを使用でき
ず、無線リソースの使用効率を大きく減少させる。
【００５３】
　本発明の目的は、ＮＲにおいて、ＵＥの収容数を増加させるとともに、ＵＥにおいて高
速および大容量の通信を可能とする通信システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００５４】
　本発明の第１の通信システムは、通信端末装置と、前記通信端末装置と無線ビームを介
して無線通信を行う基地局装置とを含み、前記基地局装置によって構成されるセルは、前
記基地局装置の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、前記基地局
装置は、前記通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control）パラメータ
を、前記複数の無線ビームのうちの２つ以上で共有する。
【００５５】
　本発明の第２の通信システムは、通信端末装置と、前記通信端末装置と無線ビームを介
して無線通信を行う基地局装置とを含み、前記基地局装置によって構成されるセルは、前
記基地局装置の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、前記通信端
末装置が第１の無線ビームの圏内から第２の無線ビームの圏内に移動する場合、前記基地
局装置は、前記通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control）パラメー
タを、前記第１の無線ビーム用の第１のＲＲＣパラメータから、前記第２の無線ビーム用
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の第２のＲＲＣパラメータに変更する。
【００５６】
　本発明の第３の通信システムは、通信端末装置と、前記通信端末装置と無線ビームを介
して無線通信を行う基地局装置とを含み、前記基地局装置によって構成されるセルは、前
記基地局装置の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、前記基地局
装置は、無線ビーム単位で、キャリアアグリケーションを設定する。
【００５７】
　本発明の第４の通信システムは、通信端末装置と、前記通信端末装置と無線通信可能に
接続される複数の基地局装置と、前記通信端末装置と各基地局装置との通信を管理するコ
アネットワークとを含み、前記通信端末装置と接続されている第１の基地局装置が、第２
の基地局装置に対して、前記通信端末装置用のベアラを設定するように要求する場合、前
記第１の基地局装置は、前記コアネットワークからＰＤＵセッションについて取得したＱ
ｏＳ（Quality of Service）に関する情報を、前記第２の基地局装置に通知し、前記第２
の基地局装置は、通知されたＱｏＳに関する情報に基づいて、前記通信端末装置用の前記
ベアラを設定する。
【００５８】
　本発明の第５の通信システムは、通信端末装置と、前記通信端末装置と無線通信可能に
接続される複数の基地局装置と、前記通信端末装置と各基地局装置との通信を管理するコ
アネットワークとを含み、前記通信端末装置と接続されている第１の基地局装置が、第２
の基地局装置に対して、前記通信端末装置用のベアラを設定するように要求する場合、前
記第１の基地局装置は、前記コアネットワークからＰＤＵセッションについて取得したＱ
ｏＳ（Quality of Service）に基づいて、前記通信端末装置用の前記ベアラを設定し、設
定したベアラに関する情報を前記第２の基地局装置に通知する。
【発明の効果】
【００５９】
　本発明の第１の通信システムによれば、通信端末装置に対して用いるＲＲＣパラメータ
を、基地局装置によって構成されるセルを空間分離する複数の無線ビームのうちの２つ以
上で共有する。このため、無線リソース管理を簡単にすることができる。
【００６０】
　本発明の第２の通信システムによれば、通信端末装置に対して用いる無線ビームの変更
に応じて、通信端末装置に対して用いるＲＲＣパラメータを変更する。このため、通信端
末装置の収容数を増加させることができる。
【００６１】
　本発明の第３の通信システムによれば、無線ビーム単位でキャリアアグリケーションが
設定される。このため、ビームフォーミングがサポートされるセルをキャリアアグリゲー
ションに用いるセルとすることが可能となり、使用する無線リソースを増大することがで
きる。それにより、高速および大容量の通信サービスを提供可能となる。
【００６２】
　本発明の第４の通信システムによれば、第１の基地局装置は、コアネットワークからＰ
ＤＵセッションについて取得したＱｏＳに関する情報を、第２の基地局装置に通知し、第
２の基地局装置は、通知されたＱｏＳに関する情報に基づいて、通信端末装置用のベアラ
を設定する。このため、第５世代（５Ｇ）無線アクセスシステムについて、デュアルコネ
クティビティ（ＤＣ）を設定可能となる。
【００６３】
　本発明の第５の通信システムによれば、第１の基地局装置は、コアネットワークからＰ
ＤＵセッションについて取得したＱｏＳ（Quality of Service）に基づいて、通信端末装
置用のベアラを設定し、設定したベアラに関する情報を第２の基地局装置に通知する。こ
のため、第５世代（５Ｇ）無線アクセスシステムについて、デュアルコネクティビティ（
ＤＣ）を設定可能となる。
【００６４】
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　本発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、
より明白となる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である
。
【図２】３ＧＰＰにおいて議論されているＬＴＥ方式の通信システム２００の全体的な構
成を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る通信端末である図２に示す移動端末２０２の構成を示すブロック図
である。
【図４】本発明に係る基地局である図２に示す基地局２０３の構成を示すブロック図であ
る。
【図５】本発明に係るＭＭＥの構成を示すブロック図である。
【図６】ＬＴＥ方式の通信システムにおいて通信端末（ＵＥ）が行うセルサーチから待ち
受け動作までの概略を示すフローチャートである。
【図７】マクロｅＮＢとスモールｅＮＢとが混在する場合のセルの構成の概念を示す図で
ある。
【図８】実施の形態１について、複数のビームあるいはＴＲＰによる通信可能な空間の分
離を示す図である。
【図９】実施の形態２について、ビーム／ＴＲＰ切り替えをＭＡＣシグナリングを用いて
行う場合のシーケンス図である。
【図１０】実施の形態３について、ビーム／ＴＲＰ切り替えをＭＡＣシグナリングを用い
て行う場合のシーケンス図である。
【図１１】実施の形態４について、ビーム／ＴＲＰ切り替えをＭＡＣシグナリングを用い
て行う場合のシーケンス図である。
【図１２】実施の形態６について、ｇＮＢにおいてビーム単位で設定するＣＡのアーキテ
クチャを説明する図である。
【図１３】実施の形態６について、ＲＲＣシグナリングを用いたビーム単位のＣＡの設定
シーケンスの一例を示す図である。
【図１４】実施の形態６について、ＲＲＣシグナリングを用いたビーム単位のＣＡの設定
シーケンスの一例を示す図である。
【図１５】実施の形態６の変形例１について、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報のＭＡＣ
　ＣＥの一例を示す図である。
【図１６】実施の形態６の変形例１について、ＭＡＣシグナリングを用いたビーム単位の
ＣＡの設定シーケンスの一例を示す図である。
【図１７】実施の形態６の変形例１について、ＭＡＣシグナリングを用いたビーム単位の
ＣＡの設定シーケンスの一例を示す図である。
【図１８】実施の形態６の変形例２について、Ｌ１／Ｌ２制御信号を用いたビーム単位の
ＣＡの設定シーケンスの一例を示す図である。
【図１９】実施の形態６の変形例２について、Ｌ１／Ｌ２制御信号を用いたビーム単位の
ＣＡの設定シーケンスの一例を示す図である。
【図２０】実施の形態６の変形例２について、Ｌ１／Ｌ２制御信号を用いたビーム単位の
ＣＡの設定シーケンスの一例を示す図である。
【図２１】実施の形態７について、ＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定方法を説明する図である。
【図２２】実施の形態７について、ＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を説明する図であ
る。
【図２３】実施の形態７について、ＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定シーケンスの一例を示す図
である。
【図２４】実施の形態７について、ＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定シーケンスの一例を示す図
である。
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【図２５】実施の形態７の変形例１について、ＰＤＵセッション毎のＤＣ（ＳＣＧベアラ
）設定方法を説明する図である。
【図２６】実施の形態７の変形例１について、ＰＤＵセッション毎のＤＣ（ＳＣＧベアラ
）設定方法を説明する図である。
【図２７】実施の形態７の変形例１について、ＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を説明
する図である。
【図２８】実施の形態７の変形例１について、他のＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を
説明する図である。
【図２９】実施の形態７の変形例１について、他のＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を
説明する図である。
【図３０】実施の形態７の変形例２について、ＰＤＵセッション毎のＤＣ（ＳＣＧベアラ
）設定方法を説明する図である。
【図３１】実施の形態７の変形例２について、ＰＤＵセッション毎のＤＣ（スプリットベ
アラ）設定方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　実施の形態１．
　図２は、３ＧＰＰにおいて議論されているＬＴＥ方式の通信システム２００の全体的な
構成を示すブロック図である。図２について説明する。無線アクセスネットワークは、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ（Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network）２０１と称され
る。通信端末装置である移動端末装置（以下「移動端末（User Equipment：ＵＥ）」とい
う）２０２は、基地局装置（以下「基地局（E-UTRAN NodeB：ｅＮＢ）」という）２０３
と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。
【００６７】
　ここで、「通信端末装置」とは、移動可能な携帯電話端末装置などの移動端末装置だけ
でなく、センサなどの移動しないデバイスも含んでいる。以下の説明では、「通信端末装
置」を、単に「通信端末」という場合がある。
【００６８】
　移動端末２０２に対する制御プロトコル、例えばＲＲＣ（Radio Resource Control）と
、ユーザプレイン、例えばＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）、ＲＬＣ（Ra
dio Link Control）、ＭＡＣ（Medium Access Control）、ＰＨＹ（Physical layer）と
が基地局２０３で終端するならば、Ｅ－ＵＴＲＡＮは１つあるいは複数の基地局２０３に
よって構成される。
【００６９】
　移動端末２０２と基地局２０３との間の制御プロトコルＲＲＣ（Radio Resource Contr
ol）は、報知（Broadcast）、ページング（paging）、ＲＲＣ接続マネージメント（RRC c
onnection management）などを行う。ＲＲＣにおける基地局２０３と移動端末２０２との
状態として、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥと、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤとがある。
【００７０】
　ＲＲＣ＿ＩＤＬＥでは、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Network）選択、システム情報
（System Information：ＳＩ）の報知、ページング（paging）、セル再選択（cell re-se
lection）、モビリティなどが行われる。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤでは、移動端末は
ＲＲＣ接続（connection）を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる
。またＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤでは、ハンドオーバ（Handover：ＨＯ）、隣接セル（
Neighbour cell）の測定（メジャメント（measurement））などが行われる。
【００７１】
　基地局２０３は、ｅＮＢ２０７と、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２０６とに分類される。通信シス
テム２００は、複数のｅＮＢ２０７を含むｅＮＢ群２０３－１と、複数のＨｏｍｅ－ｅＮ
Ｂ２０６を含むＨｏｍｅ－ｅＮＢ群２０３－２とを備える。またコアネットワークである
ＥＰＣ（Evolved Packet Core）と、無線アクセスネットワークであるＥ－ＵＴＲＡＮ２
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０１とで構成されるシステムは、ＥＰＳ（Evolved Packet System）と称される。コアネ
ットワークであるＥＰＣと、無線アクセスネットワークであるＥ－ＵＴＲＡＮ２０１とを
合わせて、「ネットワーク」という場合がある。
【００７２】
　ｅＮＢ２０７は、移動管理エンティティ（Mobility Management Entity：ＭＭＥ）、あ
るいはＳ－ＧＷ（Serving Gateway）、あるいはＭＭＥおよびＳ－ＧＷを含むＭＭＥ／Ｓ
－ＧＷ部（以下「ＭＭＥ部」という場合がある）２０４とＳ１インタフェースにより接続
され、ｅＮＢ２０７とＭＭＥ部２０４との間で制御情報が通信される。一つのｅＮＢ２０
７に対して、複数のＭＭＥ部２０４が接続されてもよい。ｅＮＢ２０７間は、Ｘ２インタ
フェースにより接続され、ｅＮＢ２０７間で制御情報が通信される。
【００７３】
　Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２０６は、ＭＭＥ部２０４とＳ１インタフェースにより接続され、Ｈ
ｏｍｅ－ｅＮＢ２０６とＭＭＥ部２０４との間で制御情報が通信される。一つのＭＭＥ部
２０４に対して、複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ２０６が接続される。あるいは、Ｈｏｍｅ－ｅ
ＮＢ２０６は、ＨｅＮＢＧＷ（Home-eNB GateWay）２０５を介してＭＭＥ部２０４と接続
される。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２０６とＨｅＮＢＧＷ２０５とは、Ｓ１インタフェースにより
接続され、ＨｅＮＢＧＷ２０５とＭＭＥ部２０４とはＳ１インタフェースを介して接続さ
れる。
【００７４】
　一つまたは複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ２０６が一つのＨｅＮＢＧＷ２０５と接続され、Ｓ
１インタフェースを通して情報が通信される。ＨｅＮＢＧＷ２０５は、一つまたは複数の
ＭＭＥ部２０４と接続され、Ｓ１インタフェースを通して情報が通信される。
【００７５】
　ＭＭＥ部２０４およびＨｅＮＢＧＷ２０５は、上位装置、具体的には上位ノードであり
、基地局であるｅＮＢ２０７およびＨｏｍｅ－ｅＮＢ２０６と、移動端末（ＵＥ）２０２
との接続を制御する。ＭＭＥ部２０４は、コアネットワークであるＥＰＣを構成する。基
地局２０３およびＨｅＮＢＧＷ２０５は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ２０１を構成する。
【００７６】
　さらに３ＧＰＰでは、以下のような構成が検討されている。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２０６間
のＸ２インタフェースはサポートされる。すなわち、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２０６間は、Ｘ２
インタフェースにより接続され、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２０６間で制御情報が通信される。Ｍ
ＭＥ部２０４からは、ＨｅＮＢＧＷ２０５はＨｏｍｅ－ｅＮＢ２０６として見える。Ｈｏ
ｍｅ－ｅＮＢ２０６からは、ＨｅＮＢＧＷ２０５はＭＭＥ部２０４として見える。
【００７７】
　Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２０６が、ＨｅＮＢＧＷ２０５を介してＭＭＥ部２０４に接続される
場合および直接ＭＭＥ部２０４に接続される場合のいずれの場合も、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ２
０６とＭＭＥ部２０４との間のインタフェースは、Ｓ１インタフェースで同じである。
【００７８】
　基地局２０３は、１つのセルを構成してもよいし、複数のセルを構成してもよい。各セ
ルは、移動端末２０２と通信可能な範囲であるカバレッジとして予め定める範囲を有し、
カバレッジ内で移動端末２０２と無線通信を行う。１つの基地局２０３が複数のセルを構
成する場合、１つ１つのセルが、移動端末２０２と通信可能に構成される。
【００７９】
　図３は、本発明に係る通信端末である図２に示す移動端末２０２の構成を示すブロック
図である。図３に示す移動端末２０２の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部３
０１からの制御データ、およびアプリケーション部３０２からのユーザデータが、送信デ
ータバッファ部３０３へ保存される。送信データバッファ部３０３に保存されたデータは
、エンコーダー部３０４へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコー
ド処理を施さずに、送信データバッファ部３０３から変調部３０５へ直接出力されるデー
タが存在してもよい。エンコーダー部３０４でエンコード処理されたデータは、変調部３
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０５にて変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、
周波数変換部３０６へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ３０７
から基地局２０３に送信信号が送信される。
【００８０】
　また、移動端末２０２の受信処理は、以下のように実行される。基地局２０３からの無
線信号がアンテナ３０７により受信される。受信信号は、周波数変換部３０６にて無線受
信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部３０８において復調処理が行われる。
復調後のデータは、デコーダー部３０９へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われ
る。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部３０１へ渡され、ユー
ザデータはアプリケーション部３０２へ渡される。移動端末２０２の一連の処理は、制御
部３１０によって制御される。よって制御部３１０は、図３では省略しているが、各部３
０１～３０９と接続している。
【００８１】
　図４は、本発明に係る基地局である図２に示す基地局２０３の構成を示すブロック図で
ある。図４に示す基地局２０３の送信処理を説明する。ＥＰＣ通信部４０１は、基地局２
０３とＥＰＣ（ＭＭＥ部２０４など）、ＨｅＮＢＧＷ２０５などとの間のデータの送受信
を行う。他基地局通信部４０２は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。ＥＰＣ通
信部４０１および他基地局通信部４０２は、それぞれプロトコル処理部４０３と情報の受
け渡しを行う。プロトコル処理部４０３からの制御データ、ならびにＥＰＣ通信部４０１
および他基地局通信部４０２からのユーザデータおよび制御データは、送信データバッフ
ァ部４０４へ保存される。
【００８２】
　送信データバッファ部４０４に保存されたデータは、エンコーダー部４０５へ渡され、
誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッ
ファ部４０４から変調部４０６へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードさ
れたデータは、変調部４０６にて変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバン
ド信号に変換された後、周波数変換部４０７へ出力され、無線送信周波数に変換される。
その後、アンテナ４０８より一つもしくは複数の移動端末２０２に対して送信信号が送信
される。
【００８３】
　また、基地局２０３の受信処理は以下のように実行される。一つもしくは複数の移動端
末２０２からの無線信号が、アンテナ４０８により受信される。受信信号は、周波数変換
部４０７にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部４０９で復調処理
が行われる。復調されたデータは、デコーダー部４１０へ渡され、誤り訂正などのデコー
ド処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部４０３
あるいはＥＰＣ通信部４０１、他基地局通信部４０２へ渡され、ユーザデータはＥＰＣ通
信部４０１および他基地局通信部４０２へ渡される。基地局２０３の一連の処理は、制御
部４１１によって制御される。よって制御部４１１は、図４では省略しているが、各部４
０１～４１０と接続している。
【００８４】
　図５は、本発明に係るＭＭＥの構成を示すブロック図である。図５では、前述の図２に
示すＭＭＥ部２０４に含まれるＭＭＥ２０４ａの構成を示す。ＰＤＮ　ＧＷ通信部５０１
は、ＭＭＥ２０４ａとＰＤＮ　ＧＷとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部５０２
は、ＭＭＥ２０４ａと基地局２０３との間のＳ１インタフェースによるデータの送受信を
行う。ＰＤＮ　ＧＷから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、
ＰＤＮ　ＧＷ通信部５０１から、ユーザプレイン通信部５０３経由で基地局通信部５０２
に渡され、１つあるいは複数の基地局２０３へ送信される。基地局２０３から受信したデ
ータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部５０２から、ユーザプ
レイン通信部５０３経由でＰＤＮ　ＧＷ通信部５０１に渡され、ＰＤＮ　ＧＷへ送信され
る。
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【００８５】
　ＰＤＮ　ＧＷから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、ＰＤＮ　
ＧＷ通信部５０１から制御プレイン制御部５０５へ渡される。基地局２０３から受信した
データが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部５０２から制御プレイン
制御部５０５へ渡される。
【００８６】
　ＨｅＮＢＧＷ通信部５０４は、ＨｅＮＢＧＷ２０５が存在する場合に設けられ、情報種
別によって、ＭＭＥ２０４ａとＨｅＮＢＧＷ２０５との間のインタフェース（ＩＦ）によ
るデータの送受信を行う。ＨｅＮＢＧＷ通信部５０４から受信した制御データは、ＨｅＮ
ＢＧＷ通信部５０４から制御プレイン制御部５０５へ渡される。制御プレイン制御部５０
５での処理の結果は、ＰＤＮ　ＧＷ通信部５０１経由でＰＤＮ　ＧＷへ送信される。また
、制御プレイン制御部５０５で処理された結果は、基地局通信部５０２経由でＳ１インタ
フェースにより１つあるいは複数の基地局２０３へ送信され、またＨｅＮＢＧＷ通信部５
０４経由で１つあるいは複数のＨｅＮＢＧＷ２０５へ送信される。
【００８７】
　制御プレイン制御部５０５には、ＮＡＳセキュリティ部５０５－１、ＳＡＥベアラコン
トロール部５０５－２、アイドルステート（Idle State）モビリティ管理部５０５－３な
どが含まれ、制御プレインに対する処理全般を行う。ＮＡＳセキュリティ部５０５－１は
、ＮＡＳ（Non-Access Stratum）メッセージのセキュリティなどを行う。ＳＡＥベアラコ
ントロール部５０５－２は、ＳＡＥ（System Architecture Evolution）のベアラの管理
などを行う。アイドルステートモビリティ管理部５０５－３は、待受け状態（アイドルス
テート（Idle State）；ＬＴＥ－ＩＤＬＥ状態、または、単にアイドルとも称される）の
モビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の１つあるいは
複数の移動端末２０２のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエ
リアリスト管理などを行う。
【００８８】
　ＭＭＥ２０４ａは、１つまたは複数の基地局２０３に対して、ページング信号の分配を
行う。また、ＭＭＥ２０４ａは、待受け状態（Idle State）のモビリティ制御（Mobility
 control）を行う。ＭＭＥ２０４ａは、移動端末が待ち受け状態のとき、および、アクテ
ィブ状態（Active State）のときに、トラッキングエリア（Tracking Area）リストの管
理を行う。ＭＭＥ２０４ａは、ＵＥが登録されている（registered）追跡領域（トラッキ
ングエリア：Tracking Area）に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで
、ページングプロトコルに着手する。ＭＭＥ２０４ａに接続されるＨｏｍｅ－ｅＮＢ２０
６のＣＳＧの管理、ＣＳＧ　ＩＤの管理、およびホワイトリストの管理は、アイドルステ
ートモビリティ管理部５０５－３で行われてもよい。
【００８９】
　次に通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図６は、ＬＴＥ方式の通信シ
ステムにおいて通信端末（ＵＥ）が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフ
ローチャートである。通信端末は、セルサーチを開始すると、ステップＳＴ６０１で、周
辺の基地局から送信される第一同期信号（Ｐ－ＳＳ）、および第二同期信号（Ｓ－ＳＳ）
を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
【００９０】
　Ｐ－ＳＳとＳ－ＳＳとを合わせて、同期信号（Synchronization Signal：ＳＳ）という
。同期信号（ＳＳ）には、セル毎に割り当てられたＰＣＩに１対１に対応するシンクロナ
イゼーションコードが割り当てられている。ＰＣＩの数は５０４通りが検討されている。
この５０４通りのＰＣＩを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのＰＣＩを検出
（特定）する。
【００９１】
　次に同期がとれたセルに対して、ステップＳＴ６０２で、基地局からセル毎に送信され
る参照信号（リファレンスシグナル：ＲＳ）であるセル固有参照信号（Cell-specific Re
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ference Signal：ＣＲＳ）を検出し、ＲＳの受信電力（Reference Signal Received Powe
r：ＲＳＲＰ）の測定を行う。参照信号（ＲＳ）には、ＰＣＩと１対１に対応したコード
が用いられている。そのコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ステップ
ＳＴ６０１で特定したＰＣＩから、該セルのＲＳ用のコードを導出することによって、Ｒ
Ｓを検出し、ＲＳの受信電力を測定することが可能となる。
【００９２】
　次にステップＳＴ６０３で、ステップＳＴ６０２までで検出された一つ以上のセルの中
から、ＲＳの受信品質が最もよいセル、例えば、ＲＳの受信電力が最も高いセル、つまり
ベストセルを選択する。
【００９３】
　次にステップＳＴ６０４で、ベストセルのＰＢＣＨを受信して、報知情報であるＢＣＣ
Ｈを得る。ＰＢＣＨ上のＢＣＣＨには、セル構成情報が含まれるＭＩＢ（Master Informa
tion Block）がマッピングされる。したがって、ＰＢＣＨを受信してＢＣＣＨを得ること
で、ＭＩＢが得られる。ＭＩＢの情報としては、例えば、ＤＬ（ダウンリンク）システム
帯域幅（送信帯域幅設定（transmission bandwidth configuration：dl-bandwidth）とも
呼ばれる）、送信アンテナ数、ＳＦＮ（System Frame Number）などがある。
【００９４】
　次にステップＳＴ６０５で、ＭＩＢのセル構成情報をもとに該セルのＤＬ－ＳＣＨを受
信して、報知情報ＢＣＣＨの中のＳＩＢ（System Information Block）１を得る。ＳＩＢ
１には、該セルへのアクセスに関する情報、セルセレクションに関する情報、他のＳＩＢ
（ＳＩＢｋ；ｋ≧２の整数）のスケジューリング情報が含まれる。また、ＳＩＢ１には、
トラッキングエリアコード（Tracking Area Code：ＴＡＣ）が含まれる。
【００９５】
　次にステップＳＴ６０６で、通信端末は、ステップＳＴ６０５で受信したＳＩＢ１のＴ
ＡＣと、通信端末が既に保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア
識別子（Tracking Area Identity：ＴＡＩ）のＴＡＣ部分とを比較する。トラッキングエ
リアリストは、ＴＡＩリスト（TAI list）とも称される。ＴＡＩはトラッキングエリアを
識別するための識別情報であり、ＭＣＣ（Mobile Country Code）と、ＭＮＣ（Mobile Ne
twork Code）と、ＴＡＣ（Tracking Area Code）とによって構成される。ＭＣＣは国コー
ドである。ＭＮＣはネットワークコードである。ＴＡＣはトラッキングエリアのコード番
号である。
【００９６】
　通信端末は、ステップＳＴ６０６で比較した結果、ステップＳＴ６０５で受信したＴＡ
Ｃがトラッキングエリアリスト内に含まれるＴＡＣと同じならば、該セルで待ち受け動作
に入る。比較して、ステップＳＴ６０５で受信したＴＡＣがトラッキングエリアリスト内
に含まれなければ、通信端末は、該セルを通して、ＭＭＥなどが含まれるコアネットワー
ク（Core Network，ＥＰＣ）へ、ＴＡＵ（Tracking Area Update）を行うためにトラッキ
ングエリアの変更を要求する。
【００９７】
　コアネットワークを構成する装置（以下「コアネットワーク側装置」という場合がある
）は、ＴＡＵ要求信号とともに通信端末から送られてくる該通信端末の識別番号（ＵＥ－
ＩＤなど）をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置
は、通信端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。通信端末は、受信したト
ラッキングエリアリストに基づいて、通信端末が保有するＴＡＣリストを書き換える（更
新する）。その後、通信端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
【００９８】
　スマートフォンおよびタブレット型端末装置の普及によって、セルラー系無線通信によ
るトラフィックが爆発的に増大しており、世界中で無線リソースの不足が懸念されている
。これに対応して周波数利用効率を高めるために、小セル化し、空間分離を進めることが
検討されている。



(18) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40

50

【００９９】
　従来のセルの構成では、ｅＮＢによって構成されるセルは、比較的広い範囲のカバレッ
ジを有する。従来は、複数のｅＮＢによって構成される複数のセルの比較的広い範囲のカ
バレッジによって、あるエリアを覆うように、セルが構成されている。
【０１００】
　小セル化された場合、ｅＮＢによって構成されるセルは、従来のｅＮＢによって構成さ
れるセルのカバレッジに比べて範囲が狭いカバレッジを有する。したがって、従来と同様
に、あるエリアを覆うためには、従来のｅＮＢに比べて、多数の小セル化されたｅＮＢが
必要となる。
【０１０１】
　以下の説明では、従来のｅＮＢによって構成されるセルのように、カバレッジが比較的
大きいセルを「マクロセル」といい、マクロセルを構成するｅＮＢを「マクロｅＮＢ」と
いう。また、小セル化されたセルのように、カバレッジが比較的小さいセルを「スモール
セル」といい、スモールセルを構成するｅＮＢを「スモールｅＮＢ」という。
【０１０２】
　マクロｅＮＢは、例えば、非特許文献７に記載される「ワイドエリア基地局（Wide Are
a Base Station）」であってもよい。
【０１０３】
　スモールｅＮＢは、例えば、ローパワーノード、ローカルエリアノード、ホットスポッ
トなどであってもよい。また、スモールｅＮＢは、ピコセルを構成するピコｅＮＢ、フェ
ムトセルを構成するフェムトｅＮＢ、ＨｅＮＢ、ＲＲＨ（Remote Radio Head）、ＲＲＵ
（Remote Radio Unit）、ＲＲＥ（Remote Radio Equipment）またはＲＮ（Relay Node）
であってもよい。また、スモールｅＮＢは、非特許文献７に記載される「ローカルエリア
基地局（Local Area Base Station）」または「ホーム基地局（Home Base Station）」で
あってもよい。
【０１０４】
　図７は、マクロｅＮＢとスモールｅＮＢとが混在する場合のセルの構成の概念を示す図
である。マクロｅＮＢによって構成されるマクロセルは、比較的広い範囲のカバレッジ７
０１を有する。スモールｅＮＢによって構成されるスモールセルは、マクロｅＮＢ（マク
ロセル）のカバレッジ７０１に比べて範囲が小さいカバレッジ７０２を有する。
【０１０５】
　複数のｅＮＢが混在する場合、あるｅＮＢによって構成されるセルのカバレッジが、他
のｅＮＢによって構成されるセルのカバレッジ内に含まれる場合がある。図７に示すセル
の構成では、参照符号「７０４」または「７０５」で示されるように、スモールｅＮＢに
よって構成されるスモールセルのカバレッジ７０２が、マクロｅＮＢによって構成される
マクロセルのカバレッジ７０１内に含まれる場合がある。
【０１０６】
　また、参照符号「７０５」で示されるように、複数、例えば２つのスモールセルのカバ
レッジ７０２が、１つのマクロセルのカバレッジ７０１内に含まれる場合もある。移動端
末（ＵＥ）７０３は、例えばスモールセルのカバレッジ７０２内に含まれ、スモールセル
を介して通信を行う。
【０１０７】
　また図７に示すセルの構成では、参照符号「７０６」で示されるように、マクロｅＮＢ
によって構成されるマクロセルのカバレッジ７０１と、スモールｅＮＢによって構成され
るスモールセルのカバレッジ７０２とが複雑に重複する場合が生じる。
【０１０８】
　また、参照符号「７０７」で示されるように、マクロｅＮＢによって構成されるマクロ
セルのカバレッジ７０１と、スモールｅＮＢによって構成されるスモールセルのカバレッ
ジ７０２とが重複しない場合も生じる。
【０１０９】
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　さらには、参照符号「７０８」で示されるように、多数のスモールｅＮＢによって構成
される多数のスモールセルのカバレッジ７０２が、１つのマクロｅＮＢによって構成され
る１つのマクロセルのカバレッジ７０１内に構成される場合も生じる。
【０１１０】
　ＬＴＥのハンドオーバにおいて、移動先にてＵＥが用いるパラメータ（例えば、セルＩ
Ｄなど）を移動先セルが生成し、生成されたパラメータは移動元のセルからＵＥに対して
ＲＲＣシグナリングとして通知される（非特許文献１参照）。
【０１１１】
　ＮＲにおいては、ビームを用いた通信が検討されている。ＮＲにおいては、ＵＥの移動
によってＵＥが帰属するビームが頻繁に切り替わることから、ＵＥのビーム間移動におい
て、ＲＲＣを用いないモビリティが検討されている（非特許文献１１参照）。
【０１１２】
　また、３ＧＰＰでは、ｇＮＢが二つのユニットに分離されることが提案されている（非
特許文献７参照）。当該二つのユニットを各々ＣＵ（Central Unit）とＤＵ（Distribute
d Unit）と称する。ＣＵに複数のＤＵが接続される。例えば、ＣＵはＰＤＣＰ、ＲＬＣ、
ＭＡＣおよびＨ－ＰＨＹを有することが提案されている。ＤＵはＬ－ＰＨＹを有すること
が提案されている。他の方法として、ＣＵがＰＤＣＰを有し、ＤＵがＲＬＣ、ＭＡＣ、Ｐ
ＨＹを有すること、あるいは、ＣＵがＰＤＣＰおよびＨ－ＲＬＣを有し、ＤＵがＬ－ＲＬ
Ｃ、ＭＡＣおよびＰＨＹを有することが提案されている。ＴＲＰはＤＵと同じ機能を有し
てもよい。ＤＵあるいはＴＲＰは一つまたは複数のビームを構成する。
【０１１３】
　また、ＵＥのビームあるいはＴＲＰ（Transmission/Reception Point）間の移動におい
ては、ＴＲＰがレイヤ２の機能を持つ場合について、セル間モビリティ、すなわち、ＲＲ
Ｃシグナリングを用いたモビリティを行い、また、ＴＲＰがレイヤ２の機能を持たない場
合について、ビーム間モビリティ、すなわち、ＲＲＣシグナリングを用いないモビリティ
を行うことが検討されている（３ＧＰＰ　Ｒ２－１６７０２４（以下「参考文献１」とい
う）参照）。
【０１１４】
　ＮＲにおける、複数のビーム、あるいは複数のＴＲＰを用いた通信においては、各ビー
ム、あるいは各ＴＲＰによって、通信可能な空間が分離されている。
【０１１５】
　図８は、複数のビームあるいはＴＲＰによる、通信可能な空間の分離を示す図である。
図８において、ｇＮＢ８００は、１つのＣＵ（Central Unit）および２つのＤＵ（Distri
buted Unit）により構成される。ＤＵ＃１　８０１およびＤＵ＃２　８０２はそれぞれＣ
Ｕ８０３に接続されている。ＤＵは、ＴＲＰであってもよい。
【０１１６】
　図８において、ＤＵ＃１はビーム＃１　８０４、ビーム＃２　８０５およびビーム＃３
　８０６を持ち、ＤＵ＃２はビーム＃４　８０７、ビーム＃５　８０８、ビーム＃６　８
０９およびビーム＃７　８１０を持つ。セル８１１、すなわち、ｇＮＢが通信可能な空間
は、ビーム＃１　８０４～ビーム＃７　８１０によって互いに分離されている。
【０１１７】
　図８において、１つのＤＵが用いられてもよいし、複数のＤＵが用いられてもよい。ま
た、ＣＵとＤＵとが分離されておらず、１つの装置として構成されていてもよい。
【０１１８】
　ところが、前述のように、１つのセルが各ビームあるいは各ＴＲＰによって空間分離さ
れている場合について、ＲＲＣのパラメータをどのように扱うかは、開示されていない。
【０１１９】
　本実施の形態１では、このような問題を解決する方法を開示する。
【０１２０】
　一つのセルに属するビーム、あるいはＴＲＰ内では、１つのＵＥに対して同じＲＲＣパ
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ラメータを共有する。ＲＲＣパラメータは、非特許文献１２の６．３．２節に示すもので
あってもよい。ＲＲＣパラメータは、例えば、ＳＲに関するものであってもよいし、Ａｃ
ｋ／Ｎａｃｋレペティション（repetition）に関するものであってもよいし、サウンディ
ング参照信号（Sounding Reference Signal：ＳＲＳ）に関するものでもよいし、ＣＱＩ
／ＣＳＩに関するものでもよい。
【０１２１】
　ＲＲＣパラメータの共有にあたり、ｇＮＢのＣＵは、該セル内の各ＴＲＰにＲＲＣパラ
メータを通知するとよい。この通知は、特に、物理レイヤに関するＲＲＣパラメータにつ
いて行ってもよい。物理レイヤに関するＲＲＣパラメータは、例えば、ＳＲＳの周波数リ
ソースを示すものであってもよい。このようにすることで、各ＴＲＰにおける変調および
復調を容易にすることができる。
【０１２２】
　あるいは、一つのセルに属するビーム、またはＴＲＰ内でビームスイーピングに必要な
パラメータを共有してもよい。ビームスイーピングに必要なパラメータとしては、例えば
、ビームスイーピングの周期であってもよいし、ビームスイーピング１回あたりの継続時
間であってもよいし、１つのビームに要する時間であってもよい。前述のパラメータを、
新たなＲＲＣパラメータとして設けてもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／Ｔ
ＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号受信を容易にすることができる。
【０１２３】
　ＣＵは、該セル内の各ＴＲＰに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知しても
よい。このようにすることで、各ＴＲＰにおけるビームスイーピング信号の送信を容易に
することができる。
【０１２４】
　前述において、ＣＵからＴＲＰへのＲＲＣパラメータ通知には、例えば、ＣＰＲＩ（Co
mmon public radio interface）の制御ワードの領域を用いてもよい。該制御ワードは、
ＣＵ－ＤＵ間インタフェースにＣＰＲＩを用いているときに使用するとよい。このことに
よって、ＣＰＲＩ上でＣＵとＤＵを流れるユーザデータの帯域を圧迫せずに、ＲＲＣパラ
メータを通知することができる。
【０１２５】
　前述において、ＣＵからＴＲＰへのＲＲＣパラメータ通知には、ＡＳＮ．１（Abstract
 Syntax Notation One）のフォーマットを用いてもよいし、他のフォーマットを用いても
よい。ＡＳＮ．１を用いることによって、ＤＵは、ＲＲＣシグナリングと同じフォーマッ
トでＴＲＰにパラメータを通知できるので、ＤＵのＴＲＰへのＲＲＣパラメータ通知の処
理が簡単になる。
【０１２６】
　本実施の形態１によって、１つのセル内に複数のビームあるいはＴＲＰが存在するとき
においても、ＣＵにおいてＲＲＣパラメータを管理することができる。また、セル内のビ
ーム間、あるいはＴＲＰ間で同じＲＲＣパラメータを共有することによって、ＣＵにおけ
る無線リソース管理を簡単にすることができる。
【０１２７】
　実施の形態１によれば、例えば、通信端末装置と、通信端末装置と無線ビームを用いて
無線通信を行う基地局装置とを含み、基地局装置によって構成されるセルは、基地局装置
の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、基地局装置は、通信端末
装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control）パラメータを、同じセルに属する
複数の無線ビームで共有する、通信システムが提供される。なお、複数の無線ビームは、
図８に例示したように複数のＤＵ（言い換えるとＴＲＰ）によって形成されてもよいし、
１つのＤＵによって形成されてもよい。
【０１２８】
　この構成によれば、通信端末装置に対して用いるＲＲＣパラメータを、基地局装置によ
って構成されるセルを空間分離する複数の無線ビームのうちの２つ以上で共有する。この
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ため、前述のように、無線リソース管理を簡単にすることができる。ここで、上記構成は
、前述のように、様々に変形することが可能である。また、実施の形態１では同じセルに
属する全ての無線ビームでＲＲＣパラメータを共有する例を述べたが、上記構成はこの例
に限定されるものではない（例えば、後述の実施の形態８およびその変形例を参照）。
【０１２９】
　実施の形態２．
　実施の形態１においては、セル内の異なるビーム間あるいは異なるＴＲＰ間でＲＲＣパ
ラメータを共有することを示したが、ＲＲＣパラメータを共有しないこととしてもよい。
ＲＲＣパラメータは、実施の形態１と同様のものであってもよい。このことによって、異
なるビームあるいは異なるＴＲＰの圏内に存在する異なるＵＥが、同じＲＲＣパラメータ
を競合せずに用いることができるようになるので、セルにおけるＵＥ収容数を増やすこと
ができる。
【０１３０】
　ところが、実施の形態１に記載のＣＵとＤＵの分離において、例えばＣＵがＰＤＣＰ、
ＲＬＣ、ＭＡＣおよびＨ－ＰＨＹを有する場合、セル内のビーム間移動あるいはＴＲＰ間
移動においては、実施の形態１に記載のように、ＲＲＣシグナリングを使用することがで
きない。そのため、ＲＲＣパラメータをｇＮＢからＵＥに通知することができない。ＣＵ
とＤＵとが分離されていない基地局装置においても同様に、セル内のビーム間移動におい
て、ＲＲＣパラメータをｇＮＢからＵＥに通知することができない。このことにより、セ
ルにおけるＵＥ収容数を増やすことができないという問題が生じる。
【０１３１】
　本実施の形態２では、このような問題を解決する方法を開示する。
【０１３２】
　ＣＵからＵＥに対し、予めセル内のビームあるいはＴＲＰ（以下、ビーム／ＴＲＰと記
載することがある）で使用するＲＲＣパラメータを通知する。ＣＵは該通知を、ＲＲＣシ
グナリングで行うとよい。ＣＵは該通知を、ＵＥのＲＲＣ接続開始時に行ってもよいし、
ＲＲＣパラメータ変更時に行ってもよい。
【０１３３】
　ＣＵは、ビーム／ＴＲＰの切り替えにおいて、ＵＥにビーム／ＴＲＰ切り替え指示を通
知する。該切り替え指示に、移動先ビーム／ＴＲＰを表す識別子を含めるとよい。ＣＵは
ＵＥに、該切り替え指示を、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで通知してもよいし、ＭＡＣシグナ
リングで通知してもよい。
【０１３４】
　このようにすることによって、ＣＵは、ビーム／ＴＲＰの切り替えに伴うパラメータ変
更を少ないシグナリング量で実現することが可能となる。
【０１３５】
　前述におけるＲＲＣパラメータの通知は、ＵＥの近傍のビーム／ＴＲＰにおいて用いる
ＲＲＣパラメータのみで構成されてもよい。前述の近傍のビーム／ＴＲＰは、ＵＥが存在
するビーム／ＴＲＰに隣接するビーム／ＴＲＰを含んでもよい。また、該通知に含まれる
ＲＲＣパラメータは、ＵＥが存在するビーム／ＴＲＰにて使用するパラメータと異なるパ
ラメータのみで構成されてもよい。このようにすることで、該通知のサイズを小さくする
ことができる。
【０１３６】
　他の方法を開示する。ビームあるいはＴＲＰの切り替えにおいて、ＣＵは、ＵＥに、移
動先ビーム／ＴＲＰで用いるＲＲＣパラメータを通知する。該通知は、移動元ビーム／Ｔ
ＲＰを介して行ってもよい。ＲＲＣパラメータは、実施の形態１と同様、非特許文献１２
の６．３．２節に示すものであってもよい。ＲＲＣパラメータは、例えば、ＳＲに関する
ものであってもよいし、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティション（repetition）に関するもので
あってもよいし、サウンディング参照信号（Sounding Reference Signal：ＳＲＳ）に関
するものでもよいし、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するものでもよい。
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【０１３７】
　このようにすることによって、前述におけるＣＵからＵＥへのＲＲＣシグナリングが不
要となるため、ビーム／ＴＲＰの切り替えを少ないシグナリング量で実現することが可能
となる。
【０１３８】
　ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知してもよい。ビームスイ
ーピングに必要なパラメータは、実施の形態１に示すものとしてもよい。該通知は、移動
元ビーム／ＴＲＰを介して行ってもよい。ビームスイーピングに必要なパラメータは、移
動先ビーム／ＴＲＰにおけるパラメータとしてもよい。このようにすることで、ＵＥはビ
ーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号の受信を容易にすることができる。
【０１３９】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、ビームスイーピングに必要なパラメータを迅速に通知することが可能となる。
【０１４０】
　ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰを介して、ＵＥに、ビーム／ＴＲＰの切り替え指示（以
下、単に「切り替え指示」という場合がある）を通知する。切り替え指示には、移動先ビ
ーム／ＴＲＰを示す識別子を含めてもよい。また、切り替え指示には、ビーム／ＴＲＰを
切り替えるタイミングを示す情報を含めてもよい。
【０１４１】
　前述において、移動先ビーム／ＴＲＰをＣＵが決定するにあたり、ＵＥからＣＵに通知
されるビーム測定結果を用いてもよい。該測定結果は、例えば、ビーム受信強度であって
もよいし、ビーム受信品質であってもよい。
【０１４２】
　切り替え指示には、移動先ビーム／ＴＲＰを示す識別子を含めなくてもよい。ＣＵおよ
びＵＥは、ビーム／ＴＲＰの測定結果によって自動的に移動先ビーム／ＴＲＰを決めても
よい。ビーム／ＴＲＰの測定結果は、例えば、各ビームの受信強度であってもよいし、受
信品質であってもよい。このようにすることで、切り替え指示のシグナリング量を削減す
ることができる。
【０１４３】
　前述における、ＳＲに関するＲＲＣパラメータとして、以下の（１）～（３）を示す。
【０１４４】
　（１）ＳＲのＲＢ（Resource Block）およびコードを決めるパラメータ。例えば、非特
許文献１２に記載のｓｒ－ＰＵＣＣＨ－ＲｅｓｏｕｒｃｅＩｎｄｅｘ。
【０１４５】
　（２）ＳＲの送信周期およびサブフレームオフセット。例えば、非特許文献１２に記載
のｓｒ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ。
【０１４６】
　（３）前述の（１）、（２）の組み合わせ。
【０１４７】
　前述の（１）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＳＲに用いるＲＢの位置
が他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ数
を増やすことができる。
【０１４８】
　前述の（２）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＳＲ送信タイミングが他
のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ数を増
やすことができる。
【０１４９】
　前述の（２）において、ＳＲ送信のサブフレームオフセットのみを変更してもよい。ま
た、サブフレームオフセットの変更において、サブフレームオフセットの情報のみを通知
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してもよい。このようにすることで、移動先ビーム／ＴＲＰにおける複数のＵＥのＳＲ送
信について、ＵＥ間の競合回避のための、ＣＵによる調整が容易になる。また、サブフレ
ームのオフセットの情報のみの通知によって、ＣＵからＵＥに送信するビット量を削減す
ることができる。
【０１５０】
　前述の（１）～（３）として通知されるパラメータは、値そのものであってもよいし、
あるいは、値の変更量であってもよい。値そのものを用いることで、ＣＵからＵＥへのパ
ラメータ通知の処理が容易になる。また、値の変更量を用いることで、パラメータ通知に
要するビット数を削減することができる。
【０１５１】
　ＣＵは、ＵＥに対し、前述の（１）～（３）を含むＲＲＣパラメータのうちで、複数の
パラメータを同時に通知してもよい。このことによって、通知に要するシグナリングの量
を削減することができる。
【０１５２】
　また、ＣＵは、ＵＥに対し、前述の（１）～（３）を含むＲＲＣパラメータを別々に通
知してもよい。このことによって、少ない送信リソースにおいてもパラメータを通知する
ことが可能となる。
【０１５３】
　ＣＵはＵＥに対し、ＳＲに関するＲＲＣパラメータとして、ＳＲの最大再送回数を示す
パラメータを通知してもよいし、通知しなくてもよい。最大再送回数を示すパラメータは
、例えば、非特許文献１２に記載のｄｓｒ－ＴｒａｎｓＭａｘであってもよい。パラメー
タを通知することによって、例えば、伝搬環境が悪いときにパラメータを小さな値に変更
することによって、ＵＥは、ＳＲ再送回数超過後のランダムアクセス処理に早く移行する
ことができる。これにより、ビーム／ＴＲＰの移動の処理を早く完了させることができる
。
【０１５４】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に、ＴＲＰ／ビーム切り替えによるパラメー
タ切り替えであることを示す識別子を含めてもよい。ＵＥは、変更前のＲＲＣパラメータ
を保持してもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＴＲＰ／ビーム切り替え前にＲＲＣ
パラメータが変更されることを防ぐことができるため、例えば、ＳＲ送信において、前述
のパラメータ変更による移動元ＴＲＰ／ビームへのＳＲ不達を防ぐことができる。
【０１５５】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータの通知について、移動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を
用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このようにすることで、パラメータ通知に
よるシグナリング量を削減することができる。
【０１５６】
　ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＲＲＣパラメータの値を初期
値に戻してもよい。初期値への変更は、例えば、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへのパラ
メータの通知が失敗したときに行ってもよい。初期値は、規格で定めてもよいし、ＣＵか
らＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通知してもよい。このようにすることで、移動元ビー
ム／ＴＲＰからＵＥへのパラメータ通知が失敗したときにおいても、ＵＥは初期値を用い
てＣＵと通信を継続することが可能となる。
【０１５７】
　あるいは、前述において、ＣＵおよびＵＥは、パラメータの値を保持してもよい。パラ
メータ値の保持は、例えば、ＣＵからＵＥへのパラメータの通知が失敗したときに行って
もよい。このようにすることで、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへのパラメータ通知が失
敗したときにおいても、ＵＥは変更前のＲＲＣパラメータを用いることができる。このた
め、例えば、移動先ビーム／ＴＲＰにおいて移動元ビーム／ＴＲＰと同じＲＲＣパラメー
タを用いている場合において、ＵＥは移動先ビーム／ＴＲＰへのＳＲ不達を防ぐことがで
きる。
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【０１５８】
　前述において、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を初期値に戻すか、
あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよ
い。その通知には、ＲＲＣシグナリングを用いてもよい。あるいは、初期値に戻すか、あ
るいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知してもよ
い。このようにすることで、ＣＵは、配下のＵＥのＲＲＣパラメータの使用状況に応じて
、柔軟にパラメータを設定することが可能となる。
【０１５９】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータと切り替え指示とを一緒にＵＥに通知してもよい。このこと
により、ビーム／ＴＲＰ切り替えにおけるシグナリング量を削減することができる。
【０１６０】
　あるいは、ＣＵは、ＲＲＣパラメータの通知後に、切り替え指示をＵＥに通知してもよ
い。このことにより、ＣＵは、ＲＲＣパラメータの送達確認後に、切り替え指示をＵＥに
通知することができる。このため、例えば、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの不達による
、ＵＥからのＳＲ不達および再送回数超過によるランダムアクセスの実行を回避すること
ができる。
【０１６１】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、ＲＲＣパラメータをＵＥに通知しても
よい。この場合において、ＣＵは、切り替え指示と併せて切り替えタイミングをＵＥに通
知するとよい。このことにより、ＵＥにおいて通信先のビーム／ＴＲＰを切り替える処理
に時間を要する場合についても、円滑な切り替えを可能とする。
【０１６２】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてＵＥに通知してもよい
。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行うことができる。
【０１６３】
　あるいは、ＣＵは、ＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメータを少ないシンボル数で通知で
きる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の信頼性が向上する。ま
た、ＣＵはパラメータの送達確認後に切り替え指示をＵＥに通知可能となるので、例えば
、パラメータの不達によるＵＥからのＳＲ不達およびＳＲ再送回数超過によるランダムア
クセスの実行を回避することができる。
【０１６４】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータを移動先ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。実施の形態１と
同様、該通知には、例えば、ＣＰＲＩの制御ワードの領域を用いてもよいし、ＡＳＮ．１
のフォーマットを用いてもよいし、他のフォーマットを用いてもよい。このことによって
、実施の形態１と同様の効果に加え、例えば、ビーム／ＴＲＰへの切り替え直後において
、移動先ビーム／ＴＲＰはＵＥからのＳＲのデコードを迅速に行うことができる。
【０１６５】
　ＣＵは、切り替え指示を、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてＵＥに通知してもよい。こ
のことにより、ＵＥへのビーム／ＴＲＰ切り替え通知を迅速に行うことができる。
【０１６６】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい。Ｃ
Ｕは、自身が用いるビーム／ＴＲＰの切り替えを、切り替え指示に対するＵＥからのＡｃ
ｋ受信後に行ってもよい。ＵＥは、通信先ビーム／ＴＲＰの切り替えを、切り替え指示に
対するＡｃｋ送信後に行ってもよい。このことにより、ＣＵからＵＥへの切り替え指示の
通知の信頼性が向上し、ＵＥが、ｇＮＢとのリンク喪失によって、ＲＬＦ（Radio Link F
ailure）となる可能性を低下させることができる。
【０１６７】
　前述の、ＭＡＣシグナリングを用いた切り替え指示の通知において、ＣＵは、移動元ビ
ーム／ＴＲＰからＵＥへの切り替え指示のＨＡＲＱ再送回数超過時に、ビーム／ＴＲＰを



(25) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40

50

切り替えてもよい。ビーム／ＴＲＰの切り替えは、切り替え指示に対するＵＥからのＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋが判別不能である場合に行うとよい。このことによって、移動元ビーム／Ｔ
ＲＰが切り替え指示に対するＵＥからのＡｃｋ信号を受信し損ねた場合について、ＵＥに
おける通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えとともにｇＮＢにおいてもビーム／ＴＲＰを切り替
えることができる。それにより、ＵＥにおけるｇＮＢとのリンク喪失を防ぐことができる
。
【０１６８】
　あるいは、前述において、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへの切り替え指示の
ＨＡＲＱ再送回数超過時に、ビーム／ＴＲＰを切り替えなくてもよい。この場合において
、ＵＥは、ｇＮＢとのリンク喪失によるＲＬＦから復旧した後に、再度移動元ビーム／Ｔ
ＲＰと通信を行うこととしてもよい。このことにより、ＣＵにおけるビーム切り替え制御
が簡単になる。
【０１６９】
　図９は、ＣＵから移動元ビーム／ＴＲＰを介してＳＲに関するパラメータを通知する場
合のビーム／ＴＲＰ切り替えを表すシーケンス図である。図９は、ＣＵからＵＥへ、ＳＲ
に関するパラメータおよび切り替え指示を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知する例につ
いて示す。また、図９において、ＣＵ配下の移動元ビーム／ＴＲＰをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲ
Ｐと表記し、ＣＵ配下の移動先ビーム／ＴＲＰをＴ－ｂｅａｍ／ＴＲＰと表記している。
また、図９において、矢印の中にある黒丸は通信に用いられるビーム／ＴＲＰを示してい
る。
【０１７０】
　図９によれば、ビーム／ＴＲＰの切り替え前のステップＳＴ９０１において、ＵＥは、
Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して、ＣＵとユーザデータを送受信する。
【０１７１】
　図９のステップＳＴ９０２において、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して、ＵＥに
ＳＲパラメータを通知する。この通知には、ＭＡＣシグナリングを用いる。Ｌ１／Ｌ２シ
グナリングを用いてもよい。また、ＳＲパラメータは、非特許文献１２に示すｓｒ－ＰＵ
ＣＣＨ－ＲｅｓｏｕｒｃｅＩｎｄｅｘを含んでもよいし、非特許文献１２に示すｓｒ－Ｃ
ｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘを含んでもよい。ステップＳＴ９０３において、ＵＥは、ＳＲパラ
メータの通知に対するＡｃｋをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介してＣＵに通知する。ＵＥから
の受信結果がＮａｃｋであった場合、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介してＳＲパラメ
ータを再送してもよい。
【０１７２】
　図９のステップＳＴ９０４において、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して、ＵＥに
切り替え指示を通知する。切り替え指示の通知には、ＭＡＣシグナリングを用いる。Ｌ１
／Ｌ２シグナリングを用いてもよい。ＣＵは、切り替え指示に、Ｔ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを
示す情報を含めてもよい。ステップＳＴ９０５において、ＵＥは、切り替え指示に対する
ＡｃｋをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介してＣＵに通知する。ＵＥからの受信結果がＮａｃｋ
であった場合、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して切り替え指示を再送してもよい。
【０１７３】
　図９のステップＳＴ９０６において、ＵＥは、通信先のビーム／ＴＲＰをＳ－ｂｅａｍ
／ＴＲＰからＴ－ｂｅａｍ／ＴＲＰに切り替える。ステップＳＴ９０７において、ＣＵは
、ビーム／ＴＲＰをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰからＴ－ｂｅａｍ／ＴＲＰに切り替える。ステ
ップＳＴ９０８において、ＣＵは、Ｔ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して、ＵＥとユーザデータ
を通信する。
【０１７４】
　ＵＥは、上り信号を移動元のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。上り信号は、ＣＵから
のＲＲＣパラメータの通知のＬ１／Ｌ２シグナリングに対する応答であってもよい。また
、上り信号は、ＣＵからの切り替え指示のＬ１／Ｌ２シグナリングに対する応答であって
もよい。上り信号として、応答用のＬ１／Ｌ２シグナリングを新たに設けてもよい。前述
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の応答として、新しい上り制御情報（ＵＣＩ）を設けてもよい。このことによって、ＣＵ
からのＲＲＣパラメータの通知あるいは切り替え指示にＬ１／Ｌ２シグナリングを用いて
いても、ＣＵはＵＥへの送達確認を行うことができる。それにより、前述のＬ１／Ｌ２シ
グナリングの信頼性を向上させることができる。
【０１７５】
　あるいは、ＵＥは、上り信号を移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。上り信号は
、ＵＥにおけるビーム／ＴＲＰ切り替えの確認用の信号としてもよい。確認用の信号を、
ＳＲの周波数リソースを用いて送信してもよい。あるいは、ＳＲを、確認用の信号として
送信してもよい。このことにより、上り信号のための周波数リソースを節約することがで
きる。
【０１７６】
　あるいは、新しいＵＣＩを送信してもよい。新しいＵＣＩのリソースとして、ＣＵがＵ
Ｅ毎に割り当ててもよい。ＣＵは、ＵＥからの応答が必要な通知に、該ＵＣＩリソースの
情報を含めてもよい。応答が必要な通知としては、例えば、切り替え通知であってもよい
し、パラメータ変更通知であってもよい。このようにすることによって、ＣＵは、リソー
スの空き状況に応じて柔軟に新しいＵＣＩのリソースをＵＥに割り当てることが可能とな
る。
【０１７７】
　新しいＵＣＩのリソースの他の例として、セル内のＵＥが共通に使用するための共通リ
ソースを用意してもよい。該共通リソースは、例えば、ＰＲＡＣＨを用いてもよいし、Ｓ
Ｒ用共通リソースを用意してもよいし、他の共通リソースを設けてもよい。このことによ
り、ＣＵは、新しいＵＣＩのリソースについての情報をＵＥに通知する必要がなくなるた
め、シグナリング量を少なくすることができる。
【０１７８】
　前述の上り信号として、ＵＥは移動先のビーム／ＴＲＰに、ＳＲを最小の周期で送信し
てもよい。このことにより、ＵＥが通信先のビーム／ＴＲＰを切り替えたことの確認を低
遅延で行うことができる。
【０１７９】
　前述において、ＣＵは、同じビーム／ＴＲＰの圏内に存在しているＵＥが共通して使用
するためのＳＲ用共通リソースを確保してもよい。ＵＥは、ＳＲの送信を、ＳＲ用共通リ
ソースを用いて行ってもよい。ＳＲ用共通リソースは、ＵＥ同士の競合を許容するもの（
contention-based）であってもよい。ＳＲ用共通リソースの位置は、予め規格で定めても
よいし、ＣＵが配下のＵＥに通知してもよい。この通知は、報知であってもよいし、ＵＥ
個別の通知であってもよい。前述における、ＵＥ個別の通知は、ＲＲＣ個別シグナリング
であってもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＲＲＣパラメータ受信失敗時において
も、ＣＵに対してビーム／ＴＲＰ切り替えを行ったことを通知することが可能となる。
【０１８０】
　ＵＥは、ＳＲ共通リソースとして、通信先ビーム／ＴＲＰ切り替え時におけるＳＲに関
するＲＲＣパラメータの初期値を用いてもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＲＲＣ
パラメータ受信失敗時においても、ＣＵに対してビーム／ＴＲＰ切り替えを行ったことを
通知することが可能となる。
【０１８１】
　前述において、ＵＥは、ＳＲＳを移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。ＳＲＳは
、非周期的（Aperiodic）なものであってもよいし、周期的（Periodic）なものであって
もよい。ＵＥは、ＳＲＳを予め定める回数分、移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい
。この送信回数は、規格で定めてもよいし、予めＣＵからＵＥに通知してもよい。前述の
通知はＲＲＣシグナリングを用いて行ってもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＣＵ
に送信する上りユーザデータがない場合においても、ＣＵに通信先ビーム／ＴＲＰ切り替
えをしたことを通知することが可能となる。
【０１８２】
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　ＣＵは、ＵＥにおける通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えの有無を、前述のＳＲを用いて判
断してもよい。例えば、ＣＵは、ＵＥからＳＲ通知がない場合に、ＵＥが通信先ビーム／
ＴＲＰを切り替えていないと判断してもよい。ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰから、ＲＲ
Ｃパラメータおよび切り替え指示を再度通知してもよい。この再度の通知は、前述の判断
結果を用いて行ってもよい。このことによって、例えば、ＵＥがＳＲに関するパラメータ
あるいは切り替え指示を受信し損ねることによって発生するＲＬＦあるいはランダムアク
セス処理を防ぐことができる。それにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えの時間を短縮するこ
とができる。
【０１８３】
　ＣＵは、ＵＥへの上り信号の送信の要求有無を、ＵＥに通知してもよい。該要求有無は
、移動元ビーム／ＴＲＰへの上り信号と、移動先ビーム／ＴＲＰへの上り信号とのそれぞ
れに対するものであってもよい。該要求有無は、ＣＵからＵＥへの切り替え指示に含めて
もよい。このようにすることによって、例えば、通信品質が良いときにＵＥからの応答を
不要とすることができるので、シグナリング量を削減可能となる。
【０１８４】
　ＣＵは、ＵＥへのＲＲＣパラメータの通知を、複数回行ってもよい。このことにより、
パラメータ通知の信頼性を向上させることができる。この通知回数は、規格で定めてもよ
いし、予めｇＮＢからＵＥに通知してもよい。前述の通知は、ＲＲＣシグナリングを用い
て行ってもよい。
【０１８５】
　ＣＵは、ＵＥへのＲＲＣパラメータの通知の送信電力を増加させてもよい。このことに
より、パラメータ通知の信頼性向上を少ない通知回数で実現させることができる。電力の
増加量については、規格で定めてもよいし、予めＣＵよりＵＥに通知してもよい。前述の
通知は、ＲＲＣシグナリングを用いて行ってもよい。
【０１８６】
　ＵＥへの切り替え指示通知についても、ＲＲＣパラメータの通知と同様、複数回送信し
てもよいし、電力を増加させてもよい。このことにより、切り替え指示通知の信頼性を向
上させることができる。
【０１８７】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＲＲＣパラメータの通知を用いて、通信先
のビーム／ＴＲＰの切り替えを行ってもよい。ビーム／ＴＲＰの切り替えは、ビームスイ
ーピングおよびランダムアクセスを伴ってもよい。ビーム／ＴＲＰの切り替えは、ＲＲＣ
パラメータのうち１つ以上の受信を用いて行ってもよい。ビーム／ＴＲＰの切り替えは、
ＵＥが前述のパラメータを１つ以上受信してから、予め定める時間が経過してから行って
もよい。前述の予め定める時間は、規格で定めてもよいし、予めＣＵよりＵＥに通知して
もよい。この通知は、ＲＲＣシグナリングを用いて行ってもよい。このことによって、Ｃ
ＵからＵＥへの切り替え指示をＵＥが正しく受信できない場合においても、ＵＥは通信先
のビーム／ＴＲＰを切り替えることが可能となる。また、ＣＵからＵＥへの切り替え通知
の再送に要する時間が不要となる。
【０１８８】
　前述において、ＣＵは、パラメータの通知に移動先ビーム／ＴＲＰを示す情報を含めて
もよい。このようにすることで、ＣＵからＵＥへの切り替え指示をＵＥが正しく受信でき
ない場合におけるＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替えにおいて、ＵＥが切り替え先のビーム／
ＴＲＰを探す時間を短縮することが可能となる。
【０１８９】
　ＵＥからのＳＲ送信について、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＳＲを無効
としてもよい。ＣＵは、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＳＲ受信と上りスケジューリンググラ
ント送信との間に発生するときに、ＳＲを無効としてもよい。前述において、ＵＥは、移
動先ビーム／ＴＲＰにＳＲを再送してもよい。このことによって、ＵＥにおけるＳＲ送信
処理の実装を容易にすることができる。
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【０１９０】
　あるいは、前述の、ＵＥからのＳＲ送信後のビーム／ＴＲＰ切り替えについて、ＣＵは
、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＳＲを有効としてもよい。ＣＵは、ＳＲに対する上
りスケジューリンググラントを、移動先ビーム／ＴＲＰよりＵＥに送信してもよい。この
ことによって、ビーム／ＴＲＰ切り替え発生時における上りデータ通信を円滑に行うこと
ができる。
【０１９１】
　前述におけるＳＲを有効とするかどうかを、規格で定めてもよい。あるいは、ＣＵから
ＵＥに通知してもよい。この通知は、予めＲＲＣシグナリングで行ってもよいし、ＭＡＣ
シグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで行ってもよい。この通知は、
ＭＡＣシグナリングあるいはＬ１／Ｌ２シグナリングで行う例では、切り替え通知と併せ
て行ってもよい。このことによって、ＣＵにおける上りデータ通信のスケジューリングを
柔軟に行うことができる。
【０１９２】
　ＣＵからＵＥへの上りスケジューリンググラント通知について、ＣＵおよびＵＥは、移
動元ビーム／ＴＲＰから送信された上りスケジューリンググラントを無効としてもよい。
ＣＵおよびＵＥは、ビーム／ＴＲＰ切り替えが上りスケジューリンググラントと上りユー
ザデータとの間に発生するときに、上りスケジューリンググラントを無効としてもよい。
前述において、ＣＵは、移動先ビーム／ＴＲＰから、上りスケジューリンググラントを再
送してもよい。あるいは、ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰに対し、ＳＲ送信からやり直し
てもよい。前述において、ＵＥがＳＲ送信からやり直すかどうかについて、規格で定めて
もよい。あるいは、ｇＮＢからＵＥに通知してもよい。前述の通知は、予めＲＲＣシグナ
リングで行ってもよいし、ＭＡＣシグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２シグナリン
グで行ってもよい。前述の通知は、ＭＡＣシグナリングあるいはＬ１／Ｌ２シグナリング
で行う例では、切り替え通知と併せて行ってもよい。このことにより、ｇＮＢは移動先ビ
ーム／ＴＲＰにおける上りリソース使用状況に応じたスケジューリングを行うことが可能
となる。
【０１９３】
　あるいは、前述の、ＣＵからＵＥへの上りスケジューリンググラント通知後のビーム／
ＴＲＰ切り替えについて、ＣＵおよびＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから送信された上り
スケジューリンググラントを有効としてもよい。ＵＥは、上りスケジューリンググラント
を用いて、移動先ビーム／ＴＲＰに上りユーザデータを送信してもよい。このことにより
、ＣＵ、ＵＥ間のシグナリング量を削減することができる。
【０１９４】
　前述における上りスケジューリンググラントを有効とするかどうかを、規格で定めても
よいし、あるいは、ＣＵからＵＥに通知してもよい。ＣＵからＵＥへの通知は、予めＲＲ
Ｃシグナリングで行ってもよいし、ＭＡＣシグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２シ
グナリングで行ってもよい。上りスケジューリンググラントを有効にする場合の例として
、スケジューリンググラントにて示される上りリソースを、移動先ビーム／ＴＲＰが該Ｕ
Ｅに対して使用可能である場合としてもよい。前述の通知は、ＭＡＣシグナリングあるい
はＬ１／Ｌ２シグナリングで行う例では、切り替え通知と併せて行ってもよい。このこと
により、ＣＵは、移動先ビーム／ＴＲＰにおける上りリソース使用状況に応じたスケジュ
ーリングを、少ないシグナリングで行うことが可能となる。
【０１９５】
　ＵＥからＣＵへの上りユーザデータ送信について、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて
ＵＥより受信した上りユーザデータに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを移動先ビーム／ＴＲＰか
らＵＥに送信してもよい。前述における移動先ビーム／ＴＲＰからのＡｃｋ／Ｎａｃｋ送
信は、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＵＥからの上りユーザデータ送信とＣＵからのＡｃｋ／
Ｎａｃｋ通知との間に発生するときに行ってもよい。このことによって、上りユーザデー
タ送信後のビーム／ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことができる。
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【０１９６】
　本実施の形態２により、セル内のビーム／ＴＲＰ間移動においてＲＲＣパラメータをＣ
ＵからＵＥに通知することを可能とし、ビーム／ＴＲＰによって空間分離がされているセ
ルにおけるＵＥ収容数を増加させることができる。また、ＲＲＣシグナリングによる通知
に比べて、パラメータを迅速に通知することが可能となる。
【０１９７】
　実施の形態２において、ＣＵとＤＵが分離されている基地局装置を例として示したが、
ＣＵとＤＵが分離されていない基地局装置について適用してもよい。該基地局装置は、ビ
ーム間でＲＲＣパラメータを共有しない基地局装置であってもよい。実施の形態２を該基
地局装置に適用するにあたり、ＣＵをｇＮＢに読み替えてもよい。このようにすることで
、セル内のビーム間移動においてＲＲＣパラメータをｇＮＢから移動元ビームを介してＵ
Ｅに通知することを可能とし、ビームによって空間分離がされているセルにおけるＵＥ収
容数を増加させることができる。また、ｇＮＢからＵＥにパラメータを迅速に通知するこ
とが可能となる。
【０１９８】
　また、実施の形態２において、移動元ビーム／ＴＲＰよりＲＲＣパラメータをＵＥに通
知する基地局装置を例として示したが、他のビーム／ＴＲＰよりＲＲＣパラメータを通知
してもよい。前述の、他のビーム／ＴＲＰは、例えば、制御情報送信用のビーム／ＴＲＰ
であってもよい。このようにすることで、例えば、ユーザデータ送受信用と制御情報送受
信用のビーム／ＴＲＰが存在する基地局装置において、ＲＲＣパラメータを少ないシグナ
リング量で通知することが可能となる。このため、ビーム移動におけるＲＲＣパラメータ
通知を迅速に行うことが可能となる。
【０１９９】
　実施の形態２によれば、例えば、通信端末装置と、通信端末装置と無線ビームを用いて
無線通信を行う基地局装置とを含み、基地局装置によって構成されるセルは、基地局装置
の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、通信端末装置が第１の無
線ビームの圏内から第２の無線ビームの圏内に移動する場合、基地局装置は、通信端末装
置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control）パラメータを、第１の無線ビーム用
の第１のＲＲＣパラメータから、第２の無線ビーム用の第２のＲＲＣパラメータに変更す
る、通信システムが提供される。なお、複数の無線ビームは、図８に例示したように複数
のＤＵ（言い換えるとＴＲＰ）によって形成されてもよいし、１つのＤＵによって形成さ
れてもよいし、あるいは、ＣＵとＤＵが統合された基地局装置によって形成されてもよい
。
【０２００】
　この構成によれば、通信端末装置に対して用いる無線ビームの変更に応じて、通信端末
装置に対して用いるＲＲＣパラメータを変更する。このため、前述のように、通信端末装
置の収容数を増加させることができる。
【０２０１】
　ここで、上記構成は、前述のように、様々に変形することが可能である。例えば、基地
局装置は、複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤＵ（Distributed Unit）と、
少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）とを含み、ＣＵがＭＡＣ（Medium
 Access Control）機能を有しており、ＣＵは、第２のＲＲＣパラメータを通信端末装置
に通知することと、第１の無線ビームから第２の無線ビームへの切り替え指示を、第１の
無線ビームによって、通信端末装置に通知することと、を行う、通信システムが提供され
る。あるいは、基地局装置は、複数の無線ビームを出力する機能およびＭＡＣ機能を有し
ており、基地局装置は、第２のＲＲＣパラメータを通信端末装置に通知することと、第１
の無線ビームから第２の無線ビームへの切り替え指示を、第１の無線ビームによって、通
信端末装置に通知することと、を行う、通信システムが提供される。
【０２０２】
　また、以下の変形例１～３で述べるように、様々な変形が提供される。
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【０２０３】
　実施の形態２の変形例１．
　実施の形態２においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０２０４】
　前述における、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータとして、以
下の（１）～（３）を示す。
【０２０５】
　（１）ＵＥからのＡｃｋ／Ｎａｃｋの反復回数。例えば、非特許文献１２に記載のｒｅ
ｐｅｔｉｔｉｏｎＦａｃｔｏｒ。
【０２０６】
　（２）Ａｃｋ／Ｎａｃｋ反復送信のＲＢを決めるパラメータ。例えば、非特許文献１２
に記載のｎ１ＰＵＣＣＨ－ＡＮ－Ｒｅｐ。
【０２０７】
　（３）前述の（１）、（２）の組み合わせ。
【０２０８】
　前述の（１）によれば、伝搬状況に応じてＡｃｋ／Ｎａｃｋの反復回数を変えることで
、特に、伝搬環境が悪い状況下において、ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知の信頼
性を高めることができる。
【０２０９】
　前述の（２）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペテ
ィションに用いるＲＢが他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲ
Ｐにおける収容ＵＥ数を増やすことができる。
【０２１０】
　前述の（１）～（３）として通知されるパラメータは、値そのものであってもよいし、
あるいは、値の変更量であってもよい。
【０２１１】
　本変形例１において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態２と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラ
メータ通知の方法は、実施の形態２に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用して
もよい。
【０２１２】
　ＣＵはＵＥに対し、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータとして
、再送データのバンドリング有無を示すパラメータを通知してもよいし、通知しなくても
よい。バンドリング有無を示すパラメータは、例えば、非特許文献１２に記載のｔｄｄ＿
ＡｃｋＮａｃｋＦｅｅｄｂａｃｋＭｏｄｅであってもよい。バンドリング有無を示すパラ
メータを通知すれば、例えば、伝搬環境が悪いときに、再送のバンドリングを無効とする
ことによって、ＣＵは、送達確認がとれたユーザデータの再送を抑えることができる。
【０２１３】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピ
ング信号の受信を容易にすることができる。
【０２１４】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。
【０２１５】
　ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に
、ＴＲＰ／ビーム切り替えによるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含めても
よい。ＵＥは、変更前のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータを保
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持してもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＴＲＰ／ビーム切り替え前のＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ送信において、パラメータ変更による移動元ＴＲＰ／ビームへのＡｃｋ／Ｎａｃｋ
送信の信頼性低下を防ぐことができる。
【０２１６】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメ
ータについて、移動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わ
ないでもよい。このようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減する
ことができる。
【０２１７】
　ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティシ
ョンに関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。ＲＲＣ
パラメータの初期値は、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリング
で通知してもよい。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻す
か、あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知して
もよい。あるいは、初期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵ
Ｅに切り替え指示と併せて通知してもよい。このことにより、移動元ビーム／ＴＲＰから
ＵＥへのパラメータ通知が失敗したときにおいても、ＵＥは初期値あるいは変更前のＲＲ
Ｃパラメータを用いることができる。このため、ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰへのＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋレペティションにおける信頼性を高めることができる。
【０２１８】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメ
ータと切り替え指示とを一緒にＵＥに通知してもよい。このことにより、ビーム／ＴＲＰ
切り替えにおけるシグナリング量を削減することができる。
【０２１９】
　あるいは、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータの通知
後に、切り替え指示をＵＥに通知してもよい。このことにより、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃ
ｋレペティションに関するＲＲＣパラメータの送達確認後に、切り替え指示をＵＥに通知
することができる。その結果、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメー
タの不達が、ＵＥからの反復Ａｃｋ／Ｎａｃｋ不達をもたらすこと、および、ＵＥからの
反復Ａｃｋ／Ｎａｃｋ不達がＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知の信頼性を低下させることを、回避す
ることができる。
【０２２０】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関
するＲＲＣパラメータをＵＥに通知してもよい。この場合において、ＣＵは、切り替え指
示と併せて、切り替えタイミングをＵＥに通知するとよい。このことにより、ＵＥにおい
て通信先のビーム／ＴＲＰを切り替える処理に時間を要する場合についても、円滑な切り
替えを可能とする。
【０２２１】
　ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／
Ｌ２シグナリングを用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ
通知を迅速に行うことができる。
【０２２２】
　あるいは、ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータ
を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能とな
るので、パラメータを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われ
るので、パラメータ通知の信頼性が向上する。また、ＣＵはパラメータの送達確認後に切
り替え指示をＵＥに通知可能となるので、パラメータの不達によるＵＥからの反復Ａｃｋ
／Ｎａｃｋ不達を回避し、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ送信の信頼性を高めることができる。
【０２２３】
　また、切り替え通知についても、実施の形態２と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
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２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
【０２２４】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示の
シーケンスの一例として、図９のステップＳＴ９０２におけるＳＲに関するパラメータを
、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメータに置き換えればよい。
【０２２５】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメ
ータの通知を、複数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへ
の切り替え指示についても同様である。
【０２２６】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからの下りユーザデータに対するＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋを、移動先ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。前述における、ＵＥから移動
先ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知は、下りユーザデータとＡｃｋ／Ｎａｃｋ
との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。このことにより、ＣＵ
およびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下りユーザデータ処理を
円滑に行うことができる。
【０２２７】
　ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションにおいて、ＣＵは、移動元ビーム／
ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋと、移動先ビーム／ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋとの両方を用いてもよいし、片方のみを用いてもよい。Ａｃｋ／Ｎａｃｋの利用は
、ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの間にビーム／ＴＲＰが切り替わっ
た時に行うとよい。前述において、どのビーム／ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋを
用いるかについて、予め規格で定めてもよいし、ＣＵにて適宜切り替えてもよい。前述に
おいて、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋと、移動先ビーム／ＴＲＰ
にて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋとの両方を用いることによって、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペテ
ィションの間にビーム／ＴＲＰが切り替わる場合においても、ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／
Ｎａｃｋ通知の信頼性を高めることができる。また、前述において、移動元ビーム／ＴＲ
Ｐにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋと、移動先ビーム／ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋとのうちの片方のみを用いることによって、ＣＵにおけるＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティシ
ョンの合成処理が不要となる。それにより、ＣＵにおけるＡｃｋ／Ｎａｃｋ受信処理が簡
単になる。
【０２２８】
　ＣＵは、ＵＥから移動元ビーム／ＴＲＰに送信されたＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティション
を用いた下りユーザデータのＵＥへの再送を、移動先ビーム／ＴＲＰを介して行ってもよ
い。該再送は、ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションと、ＣＵからＵＥへの
下りユーザデータの再送との間で、ビーム／ＴＲＰが切り替わった時に行ってもよい。こ
のことによって、ＣＵおよびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下
りユーザデータ再送処理を円滑に行うことができる。
【０２２９】
　本変形例１を用いることで、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメー
タのＵＥへの通知を可能とし、ビーム／ＴＲＰによって空間分離がされているセルにおけ
るＵＥ収容数を増加させることができる。また、ＲＲＣシグナリングによる通知に比べて
、パラメータを迅速に通知することが可能となる。
【０２３０】
　実施の形態２の変形例２．
　実施の形態２においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０２３１】
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　前述における、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータとして、以下の（１）～（７）を示す
。
【０２３２】
　（１）ＳＲＳに使用する帯域。例えば、非特許文献１２に記載のｓｒｓ－Ｂａｎｄｗｉ
ｄｔｈ。
【０２３３】
　（２）ＳＲＳの周波数ホッピングを行う帯域。例えば、非特許文献１２に記載のｓｒｓ
－ＨｏｐｐｉｎｇＢａｎｄｗｉｄｔｈ。
【０２３４】
　（３）ＳＲＳの周波数軸上における位置。例えば、非特許文献１２に記載のｆｒｅｑＤ
ｏｍａｉｎＰｏｓｉｔｉｏｎ。
【０２３５】
　（４）ＳＲＳの周期およびサブフレームオフセット。例えば、非特許文献１２に記載の
ｓｒｓ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ。
【０２３６】
　（５）ＳＲＳの送信におけるＣｏｍｂの位置。例えば、非特許文献１２に記載のｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｍｂ。
【０２３７】
　（６）ＳＲＳのサイクリックシフト。例えば、非特許文献１２に記載のｃｙｃｌｉｃＳ
ｈｉｆｔ。
【０２３８】
　（７）前述の（１）～（６）の組み合わせ。
【０２３９】
　前述の（１）によれば、ビーム／ＴＲＰ内のＵＥ数に応じてＳＲＳに使用する帯域を変
えることによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ数を増やすことができる。
【０２４０】
　前述の（２）によれば、ビーム／ＴＲＰ内のＵＥ数に応じてＳＲＳの周波数ホッピング
を行う帯域を柔軟に変更することによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ数を
増やすことができる。
【０２４１】
　前述の（３）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＳＲＳの周波数軸上の位
置が他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ
数を増やすことができる。
【０２４２】
　前述の（４）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＳＲＳ送信タイミングが
他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ数を
増やすことができる。
【０２４３】
　前述の（５）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＳＲＳのＣｏｍｂの位置
が他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ数
を増やすことができる。
【０２４４】
　前述の（６）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＳＲＳのサイクリックシ
フト量が他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容
ＵＥ数を増やすことができる。
【０２４５】
　前述の（４）において、ＳＲＳ送信のサブフレームオフセットのみを変更してもよい。
また、サブフレームオフセットの変更において、サブフレームオフセットの情報のみを通
知してもよい。このようにすることで、移動先ビーム／ＴＲＰにおける複数のＵＥのＳＲ
Ｓ送信について、ＵＥ間の競合回避のためのＣＵによる調整が容易になる。また、サブフ
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レームのオフセットの情報のみの通知によれば、ＣＵからＵＥに送信するビット量を削減
することができる。
【０２４６】
　前述の（１）～（７）として通知されるパラメータは、値そのものであってもよいし、
あるいは、値の変更量であってもよい。値そのものを用いることで、ＣＵからＵＥへのパ
ラメータ通知の処理が容易になる。また、値の変更量を用いることで、パラメータ通知に
要するビット数を削減することができる。
【０２４７】
　本変形例２において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態２と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータの通知方法は、実
施の形態２に記載のＲＲＣパラメータの通知と同じ方法を適用してもよい。
【０２４８】
　ＣＵはＵＥに対し、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータとして、ＳＲＳの連続送信の有無
を示すパラメータを通知してもよいし、通知しなくてもよい。連続送信の有無を示すパラ
メータは、例えば、非特許文献１２に記載のＤｕｒａｔｉｏｎであってもよい。前述のパ
ラメータを通知することによって、ＣＵは、ＳＲＳのリソースのＵＥへの割り当てを柔軟
に行うことができる。
【０２４９】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピ
ング信号の受信を容易にすることができる。
【０２５０】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。
【０２５１】
　ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に、ＴＲＰ／ビーム切り替え
によるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含めてもよい。ＵＥは、変更前のＳ
ＲＳに関するＲＲＣパラメータを保持してもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＴＲ
Ｐ／ビーム切り替え前のＳＲＳ送信において、パラメータ変更によるＣＵへのＳＲＳ不達
によって発生するランダムアクセス動作および上り通信レート低下を防ぐことができる。
【０２５２】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて、移動先ビー
ム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このように
することで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０２５３】
　ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメ
ータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。ＲＲＣパラメータの初期値は、規
格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通知してもよい。ＵＥの
ビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、あるいは保持するかに
ついて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは、初期値
に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて
通知してもよい。このことによって、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへのパラメータ通知
が失敗したときにおいても、ＵＥは初期値あるいは変更前のＲＲＣパラメータを用いるこ
とで、ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰへのＳＲＳ不達を防ぐことができる。
【０２５４】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータと切り替え指示とを一
緒にＵＥに通知してもよい。このことにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えにおけるシグナリ
ング量を削減することができる。
【０２５５】
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　あるいは、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータの通知後に、切り替え指示をＵＥ
に通知してもよい。このことにより、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータの送達確
認後に、切り替え指示をＵＥに通知することができる。その結果、ＳＲＳに関するＲＲＣ
パラメータの不達がもたらすＵＥからＣＵへのＳＲＳ不達を回避し、上り通信レートの低
下およびランダムアクセスの発生を回避することができる。
【０２５６】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータをＵ
Ｅに通知してもよい。この場合において、ＣＵは、切り替え指示と併せて切り替えタイミ
ングをＵＥに通知するとよい。このことにより、ＵＥにおいて通信先のビーム／ＴＲＰを
切り替える処理に時間を要する場合についても、円滑な切り替えを可能とする。
【０２５７】
　ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いて
ＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行うことがで
きる。
【０２５８】
　あるいは、ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナリングを
用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメータを少な
いシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の
信頼性が向上する。また、ＣＵはパラメータの送達確認後に切り替え指示をＵＥに通知可
能となるので、パラメータの不達によるＵＥからＣＵへのＳＲＳ不達を回避し、上り通信
レートの低下およびランダムアクセスの発生を回避することができる。
【０２５９】
　また、切り替え通知についても、実施の形態２と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことのより、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
【０２６０】
　ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示のシーケンスの一例として、
図９のステップＳＴ９０２におけるＳＲに関するパラメータを、ＳＲＳに関するパラメー
タに置き換えればよい。
【０２６１】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥへのＳＲＳに関するパラメータの通知を、複数回送っ
てもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、ＳＲＳに関するパラメータ
通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示についても同様であ
る。
【０２６２】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからのＳＲＳ送信指示に対するＳＲＳ
送信を、移動先ビーム／ＴＲＰによって行ってもよい。前述における、ＵＥから移動先ビ
ーム／ＴＲＰへのＳＲＳ送信は、ＳＲＳ送信指示とＳＲＳ送信との間にビーム／ＴＲＰ切
り替えが発生するときに行ってもよい。また、前述におけるＳＲＳ送信は、非周期的（Ap
eriodic）なＳＲＳ送信について行ってもよい。このことにより、ＣＵおよびＵＥにおい
て、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときのＳＲＳ送信処理を円滑に行うことができる
。
【０２６３】
　ＣＵは、ＵＥから移動元ビームに送信したＳＲＳを無効としてもよい。ＳＲＳを無効と
する動作は、ＳＲＳ送信の後にビーム／ＴＲＰが切り替わったときに行うとよい。ＣＵは
ＵＥに、ＳＲＳ送信指示を再送してもよい。ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰに対してＳＲ
Ｓを再送してもよい。このことによって、ＣＵは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状況
に適したスケジューリングを行うことができるようになる。
【０２６４】
　前述したＵＥからのＳＲＳ再送は、ＵＥが自律的に行ってもよい。このことによって、
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ＣＵはビーム／ＴＲＰ切り替え後のＳＲＳを迅速に取得できる。前述において、ＵＥが自
律的にＳＲＳを再送するかどうかは、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥにＲＲＣシグ
ナリングで予め通知してもよいし、ＣＵからＵＥへの切り替え指示通知と併せて通知して
もよい。
【０２６５】
　本変形例２を用いることで、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知を可能と
し、ビーム／ＴＲＰによって空間分離がされているセルにおけるＵＥ収容数を増加させる
ことができる。また、ＲＲＣシグナリングによる通知に比べて、パラメータを迅速に通知
することが可能となる。
【０２６６】
　実施の形態２の変形例３．
　実施の形態２においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０２６７】
　前述における、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータとして、以下の（１）～（５
）を示す。
【０２６８】
　（１）ＣＱＩのＲＢを決めるパラメータ。例えば、非特許文献１２に記載のｃｑｉ－Ｐ
ＵＣＣＨ－ＲｅｓｏｕｒｃｅＩｎｄｅｘ。
【０２６９】
　（２）ＣＱＩ、ＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）の周期およびサブフレームオフ
セット。例えば、非特許文献１２に記載のｃｑｉ－ｐｍｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ。
【０２７０】
　（３）ＲＩ（Rank Indicator）の周期およびサブフレームオフセット。例えば、非特許
文献１２に記載のｒｉ－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘ。
【０２７１】
　（４）Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩの同時送信の可否。例えば、非特許文献１２に記載の
ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓＡｃｋＮａｃｋＡｎｄＣＱＩ。
【０２７２】
　（５）前述の（１）～（４）の組み合わせ。
【０２７３】
　前述の（１）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＣＱＩに用いるＲＢの位
置が他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ
数を増やすことができる。
【０２７４】
　前述の（２）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＣＱＩ、ＰＭＩ送信タイ
ミングが他のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容
ＵＥ数を増やすことができる。
【０２７５】
　前述の（３）によれば、ＵＥのビーム／ＴＲＰ間移動による、ＲＩ送信タイミングが他
のＵＥと競合するのを防ぐことによって、１つのビーム／ＴＲＰにおける収容ＵＥ数を増
やすことができる。
【０２７６】
　前述の（４）によれば、移動先のビーム／ＴＲＰ間移動における上りデータスケジュー
リングの状況に応じて、Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩの同時送信の可否を柔軟に設定可能と
することによって、ＵＥがＡｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩを効率的にＣＵに送信することが可
能となる。
【０２７７】
　前述の（２）において、ＣＱＩ、ＰＭＩのサブフレームオフセットのみを変更してもよ
い。また、サブフレームオフセットの変更において、サブフレームオフセットの情報のみ
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を通知してもよい。このようにすることで、移動先ビーム／ＴＲＰにおける複数のＵＥの
ＣＱＩ／ＣＳＩ送信について、ＵＥ間の競合回避のためのＣＵによる調整が容易になる。
また、サブフレームのオフセットの情報のみの通知によれば、ＣＵからＵＥに送信するビ
ット量を削減することができる。
【０２７８】
　前述の（４）において、前述の（２）と同様、ＲＩのサブフレームオフセットのみを変
更してもよい。また、サブフレームオフセットの変更において、サブフレームオフセット
の情報のみを通知してもよい。このようにすることで、前述と同様の効果を得ることがで
きる。
【０２７９】
　前述の（１）～（５）として通知されるパラメータは、値そのものであってもよいし、
あるいは、値の変更量であってもよい。値そのものを用いることで、ＣＵからＵＥへのパ
ラメータ通知の処理が容易になる。また、値の変更量を用いることで、パラメータ通知に
要するビット数を削減することができる。
【０２８０】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピ
ング信号の受信を容易にすることができる。
【０２８１】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。
【０２８２】
　本変形例３において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態２と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータの通知方
法は、実施の形態２に記載のＲＲＣパラメータの通知と同じ方法を適用してもよい。
【０２８３】
　ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に、ＴＲＰ／ビーム
切り替えによるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含めてもよい。ＵＥは、変
更前のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを保持してもよい。このようにすること
で、ＵＥは、ＴＲＰ／ビーム切り替え前のＣＱＩ／ＣＳＩ送信において、パラメータ変更
によるＣＵへのＣＱＩ／ＣＳＩ不達によって発生する下り通信レート低下を防ぐことがで
きる。
【０２８４】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて、移
動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。こ
のようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０２８５】
　ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲ
Ｃパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。ＲＲＣパラメータの初期
値は、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通知してもよい
。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を初期値に戻すか、あるいは保持す
るかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは、
初期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と
併せて通知してもよい。このようにすることで、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへのパラ
メータ通知が失敗したときにおいても、ＵＥは初期値あるいは変更前のＲＲＣパラメータ
を用いることができる。このため、例えば、移動先ビーム／ＴＲＰにおいて移動元ビーム
／ＴＲＰと同じＲＲＣパラメータを用いている場合において、ＵＥは移動先ビーム／ＴＲ
ＰへのＣＱＩ／ＣＳＩ不達を防ぐことができる。
【０２８６】
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　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータと切り替え指
示とを一緒にＵＥに通知してもよい。このことにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えにおける
シグナリング量を削減することができる。
【０２８７】
　あるいは、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータの通知後に、切り替え指
示をＵＥに通知してもよい。このことにより、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパ
ラメータの送達確認後に、切り替え指示をＵＥに通知することができる。その結果、ＣＱ
Ｉ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータの不達がもたらすＵＥからＣＵへのＣＱＩ不達を回
避し、下り通信レートの低下を回避することができる。
【０２８８】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメ
ータをＵＥに通知してもよい。この場合において、ＣＵは、切り替え指示と併せて切り替
えタイミングをＵＥに通知するとよい。このことにより、ＵＥにおいて通信先のビーム／
ＴＲＰを切り替える処理に時間を要する場合についても、円滑な切り替えを可能とする。
【０２８９】
　ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリング
を用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行う
ことができる。
【０２９０】
　あるいは、ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナ
リングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメー
タを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメー
タ通知の信頼性が向上する。また、ＣＵはパラメータの送達確認後に切り替え指示をＵＥ
に通知可能となるので、パラメータの不達によるＵＥからＣＵへのＣＱＩ／ＣＳＩ不達を
回避し、下り通信レートの低下を回避することができる。
【０２９１】
　また、切り替え通知についても、実施の形態２と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことのより、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
【０２９２】
　ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示のシーケンスの一例
として、図９のステップＳＴ９０２におけるＳＲに関するパラメータを、ＣＱＩ／ＣＳＩ
に関するパラメータに置き換えればよい。
【０２９３】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥへのＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータの通知を、複
数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、ＣＱＩ／ＣＳＩに
関するパラメータ通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示に
ついても同様である。
【０２９４】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからのＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示に対す
るＣＱＩ／ＣＳＩ送信を、移動先ビーム／ＴＲＰによって行ってもよい。前述における、
ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰへのＣＱＩ／ＣＳＩ送信は、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示とＣ
ＱＩ／ＣＳＩ送信との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。また
、前述におけるＣＱＩ／ＣＳＩ送信は、非周期的（Aperiodic）なＣＱＩ／ＣＳＩ送信に
ついて行ってもよい。このことにより、ＣＵおよびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替
えが発生するときのＣＱＩ／ＣＳＩ送信処理を円滑に行うことができる。
【０２９５】
　ＣＵは、ＵＥから移動元ビームに送信したＣＱＩ／ＣＳＩを無効としてもよい。ＣＱＩ
／ＣＳＩを無効とする動作は、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信の後にビーム／ＴＲＰが切り替わった
ときに行うとよい。ＣＵはＵＥに、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示を再送してもよい。ＵＥは、
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移動先ビーム／ＴＲＰに対してＣＱＩ／ＣＳＩを再送してもよい。このことによって、Ｃ
Ｕは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状況に適したスケジューリングを行うことができ
るようになる。
【０２９６】
　前述したＵＥからのＣＱＩ／ＣＳＩ再送は、ＵＥが自律的に行ってもよい。このことに
よって、ＣＵはビーム／ＴＲＰ切り替え後のＣＱＩ／ＣＳＩを迅速に取得できる。前述に
おいて、ＵＥが自律的にＣＱＩ／ＣＳＩを再送するかどうかは、規格で定めてもよいし、
ＣＵからＵＥにＣＱＩ／ＣＳＩシグナリングで予め通知してもよいし、ＣＵからＵＥへの
切り替え指示通知と併せて通知してもよい。
【０２９７】
　本変形例３を用いることで、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知
を可能とし、ビーム／ＴＲＰによって空間分離がされているセルにおけるＵＥ収容数を増
加させることができる。また、ＲＲＣシグナリングによる通知に比べて、パラメータを迅
速に通知することが可能となる。
【０２９８】
　実施の形態３．
　実施の形態２においては、ｇＮＢが移動元ビーム／ＴＲＰからＲＲＣパラメータをＵＥ
に通知することを示した。ＮＲにおいては、広い周波数帯域を確保するため、ＬＴＥより
も高い周波数の使用が検討されている。高い周波数を用いる場合、障害物などの影響によ
り通信状況が急激に悪化することがある。このとき、ビーム／ＴＲＰ切り替えにおいて、
ＲＲＣパラメータ通知あるいは切り替え通知が間に合わなくなると、ｇＮＢとＵＥとの間
の無線リンクが喪失するという問題が生じる。
【０２９９】
　本実施の形態３では、このような問題を解決する方法を開示する。
【０３００】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータのＵＥへの通知を、移動先ビーム／ＴＲＰを介して行う。Ｃ
ＵからＵＥへの切り替え指示の通知は、移動元ビーム／ＴＲＰを介して行う。ＣＵからの
ＲＲＣパラメータ通知を移動先ビーム／ＴＲＰを介して行う点で、実施の形態２と異なる
。
【０３０１】
　ＣＵからＵＥへのＲＲＣパラメータの通知は、ＣＵからＵＥへの切り替え通知の後に行
うとよい。このようにすることで、ＵＥは通信先ビーム／ＴＲＰを切り替えた後で、前述
のＲＲＣパラメータを円滑に取得することが可能となる。
【０３０２】
　ＲＲＣパラメータは、実施の形態２と同様、非特許文献１２の６．３．２節に示すもの
であってもよい。ＲＲＣパラメータは、例えば、ＳＲに関するものであってもよいし、Ａ
ｃｋ／Ｎａｃｋレペティション（repetition）に関するものであってもよいし、サウンデ
ィング参照信号（Sounding Reference Signal：ＳＲＳ）に関するものでもよいし、ＣＱ
Ｉ／ＣＳＩに関するものでもよい。
【０３０３】
　ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知してもよい。ビームスイ
ーピングに必要なパラメータは、実施の形態１に示すものとしてもよい。ビームスイーピ
ングに必要なパラメータの通知は、移動元ビーム／ＴＲＰを介して行ってもよい。ビーム
スイーピングに必要なパラメータは、移動先ビーム／ＴＲＰにおけるパラメータとしても
よい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング
信号の受信を容易にすることができる。
【０３０４】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
実施の形態２と同様、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを
用いてもよい。このことにより、ビームスイーピングに必要なパラメータを迅速に通知す
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ることが可能となる。
【０３０５】
　前述における、ＳＲに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２において（１）～（３
）に示したものであってもよい。また、実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに対し、ＳＲに
関するＲＲＣパラメータとして、ＳＲの最大再送回数を示すパラメータを通知してもよい
し、通知しなくてもよい。このことによって、実施の形態２と同様の効果を得ることがで
きる。
【０３０６】
　ＣＵからＵＥに対するＲＲＣパラメータの通知には、実施の形態２と同様、Ｌ１／Ｌ２
シグナリングを用いてもよい。このようにすることによって、ＣＵからＵＥに対して迅速
な通知が可能となる。また、ｇＮＢのビーム／ＴＲＰの切り替えによってＵＥからＣＵへ
のＡｃｋ／Ｎａｃｋの応答に用いる周波数リソースが変わった場合においても、ＣＵから
ＵＥに対して前述のＲＲＣパラメータを通知することが可能となる。
【０３０７】
　あるいは、前述において、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このことにより、実施
の形態２と同様、前述のＲＲＣパラメータを少ないシンボル数で送ることが可能となると
ともに、パラメータ通知の信頼性が向上する。また、例えば、前述のパラメータの不達に
よる、ＵＥからのＳＲ不達および再送回数超過によるランダムアクセスの実行を回避する
ことができる。
【０３０８】
　あるいは前述において、ＲＲＣシグナリングを用いてもよい。このことにより、ＲＲＣ
パラメータを予めＣＵからＵＥに通知することが可能となるため、ビーム／ＴＲＰ切り替
え時におけるＲＲＣパラメータ通知が不要となる。これによりシグナリング量を少なくす
ることが可能となる。移動先ビーム／ＴＲＰからＵＥにＲＲＣパラメータを通知する点で
、前述の方法は非特許文献１と異なる。
【０３０９】
　ＣＵからＵＥに対する切り替え指示の通知の方法には、実施の形態２と同様、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いてもよい。あるいは、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、ＵＥへのビーム／ＴＲＰ切り替え通知を迅速に行うことができる。また、ＭＡ
Ｃシグナリングを用いることにより、前述の通知の信頼性を向上させることができる。
【０３１０】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータについて、移動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いる
パラメータの通知を行わないでもよい。このようにすることで、パラメータ通知によるシ
グナリング量を削減することができる。
【０３１１】
　実施の形態２と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＲＲＣ
パラメータの値を初期値に戻してもよいし、当該パラメータの値を保持してもよい。パラ
メータ値の保持は、例えば、ＣＵからＵＥへのパラメータの通知が失敗したときに行って
もよい。パラメータ値の初期値は、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシ
グナリングで通知してもよい。前述において、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメ
ータの値を初期値に戻すか、あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵ
からＵＥに予め通知してもよいし、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知してもよい
。このようにすることで、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへのパラメータ通知が失敗した
ときにおいても、ＵＥは変更前のＲＲＣパラメータを用いることができる。このため、例
えば、移動先ビーム／ＴＲＰにおいて移動元ビーム／ＴＲＰと同じＲＲＣパラメータを用
いている場合において、ＵＥは移動先ビーム／ＴＲＰへのＳＲ不達を防ぐことができる。
【０３１２】
　実施の形態２と同様、ｇＮＢは、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへの切り替え指示のＨ
ＡＲＱ再送回数超過時に、ビーム／ＴＲＰを切り替えてもよいし、切り替えなくてもよい
。それぞれの場合について、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
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【０３１３】
　図１０は、ＣＵから移動先ビーム／ＴＲＰを介してパラメータを通知する場合のビーム
／ＴＲＰ切り替えを表すシーケンス図である。図１０は、ＣＵからＵＥへ、パラメータお
よび切り替え指示を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知する例について示す。また、図１
０において、ＣＵ配下の移動元ビーム／ＴＲＰをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰと表記し、ＣＵ配
下の移動先ビーム／ＴＲＰをＴ－ｂｅａｍ／ＴＲＰと表記している。また、図１０におい
て、矢印の中にある黒丸は通信に用いられるビーム／ＴＲＰを示している。図９と同一の
ステップには同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０３１４】
　図１０において、ビーム／ＴＲＰ切り替え前は、ＵＥは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介し
てＣＵとユーザデータを送受信する（ステップＳＴ９０１）。
【０３１５】
　図１０のステップＳＴ２００１において、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して、Ｕ
Ｅに切り替え指示を通知する。切り替え指示の通知には、ＭＡＣシグナリングを用いる。
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよい。ＣＵは、切り替え指示に、Ｔ－ｂｅａｍ／ＴＲ
Ｐを示す情報を含めてもよい。ステップＳＴ２００２において、ＵＥは、切り替え指示に
対するＡｃｋをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介してＣＵに通知する。ＵＥからの受信結果がＮ
ａｃｋであった場合、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して切り替え指示を再送しても
よい。
【０３１６】
　図１０のステップＳＴ２００３において、ＣＵは、Ｔ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介して、Ｕ
ＥにＳＲパラメータを通知する。この通知には、ＭＡＣシグナリングを用いる。Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いてもよい。また、ＳＲパラメータは、非特許文献１２に示すｓｒ－
ＰＵＣＣＨ－ＲｅｓｏｕｒｃｅＩｎｄｅｘを含んでもよいし、非特許文献１２に示すｓｒ
－ＣｏｎｆｉｇＩｎｄｅｘを含んでもよい。ステップＳＴ２００４において、ＵＥは、Ｓ
Ｒパラメータの通知に対するＡｃｋをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介してＣＵに通知する。Ｕ
Ｅからの受信結果がＮａｃｋであった場合、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介してＳＲ
パラメータを再送してもよい。
【０３１７】
　ＵＥは、上り信号を移動元のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。上り信号は、ＣＵから
の切り替え指示のＬ１／Ｌ２シグナリングに対する応答であってもよい。上り信号として
、応答用のＬ１／Ｌ２シグナリングを新たに設けてもよい。前述の応答として、新しい上
り制御情報（ＵＣＩ）を設けてもよい。このことによって、ＣＵからの切り替え指示にＬ
１／Ｌ２シグナリングを用いていても、ＣＵはＵＥへの送達確認を行うことができる。そ
れにより、前述のＬ１／Ｌ２シグナリングの信頼性を向上させることができる。
【０３１８】
　新しいＵＣＩについては、実施の形態２と同様としてもよい。このことにより、実施の
形態２と同様の効果を得ることができる。
【０３１９】
　あるいは、ＵＥは、上り信号を移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。ＣＵおよび
ＵＥは、上り信号を、ＵＥにおけるビーム／ＴＲＰ切り替えの確認用の信号として用いて
もよい。上り信号は、ＣＵからのＲＲＣパラメータ通知のＭＡＣシグナリングに対する応
答であってもよい。あるいは、ＣＵからのＲＲＣパラメータ通知のＬ１／Ｌ２シグナリン
グに対する応答であってもよい。上り信号として、応答用のＬ１／Ｌ２シグナリングを新
たに設けてもよい。前述の応答として、新しい上り制御情報（ＵＣＩ）を設けてもよい。
このことによって、ＣＵからの切り替え指示にＬ１／Ｌ２シグナリングを用いていても、
ＣＵはＵＥへの送達確認を行うことができる。それにより、前述のＬ１／Ｌ２シグナリン
グの信頼性を向上させることができる。
【０３２０】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＵＥへの上り信号の送信の要求有無を、ＵＥに通知して
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もよい。該要求有無は、移動元ビーム／ＴＲＰへの上り信号と、移動先ビーム／ＴＲＰへ
の上り信号とのそれぞれに対するものであってもよい。該要求有無は、ＣＵからＵＥへの
切り替え指示に含めてもよい。このようにすることによって、例えば、通信品質が良いと
きにＵＥからの応答を不要とすることができるので、シグナリング量を削減可能となる。
【０３２１】
　ＵＥは、前述の確認用の信号を、ＳＲの周波数リソースを用いて送信してもよい。ある
いは、ＳＲを、前述の確認用の信号として送信してもよい。このことにより、上り信号の
ための周波数リソースを節約することができる。
【０３２２】
　実施の形態２と同様に、ＵＥは、前述のＳＲを、最小の周期で送信してもよい。このこ
とにより、ＵＥが通信先のビーム／ＴＲＰを切り替えたことの確認を低遅延で行うことが
できる。
【０３２３】
　実施の形態２と同様に、ＣＵは、同じビーム／ＴＲＰの圏内に存在しているＵＥが共通
して使用するためのＳＲ用共通リソースを確保してもよい。ＵＥは、ＳＲの送信を、ＳＲ
用共通リソースを用いて行ってもよい。ＳＲ用共通リソースは、ＵＥ同士の競合を許容す
るもの（contention-based）であってもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＲＲＣパ
ラメータ受信失敗時においても、ＣＵに対してビーム／ＴＲＰ切り替えを行ったことを通
知することが可能となる。
【０３２４】
　ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時における、ＳＲに関するＲＲＣパ
ラメータの初期値を、ＳＲ用共通リソースの位置としてもよい。ＵＥは、ＳＲを、ＳＲ用
共通リソースを用いて移動先ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。このことにより、ＵＥは
、通信先ビーム／ＴＲＰ切り替え後すぐにＣＵにＳＲを送信することができるので、通信
先ビーム／ＴＲＰ切り替え後すぐにＣＵに上りユーザデータを送信することができる。こ
のことにより、ビーム／ＴＲＰ切り替え時における上り通信の遅延を少なくすることがで
きる。
【０３２５】
　実施の形態２と同様に、ＵＥは、ＳＲＳを移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。
ＳＲＳは、非周期的（Aperiodic）なものであってもよいし、周期的（Periodic）なもの
であってもよい。ＵＥは、ＳＲＳを予め定める回数分、移動先のビーム／ＴＲＰに送信し
てもよい。この送信回数は、規格で定めてもよいし、予めＣＵからＵＥに通知してもよい
。このことにより、ＵＥは、ＣＵに送信する上りユーザデータがない場合においても、Ｃ
Ｕに通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えをしたことを通知することが可能となる。
【０３２６】
　実施の形態２と同様に、ＣＵは、ＵＥにおける通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えの有無を
、前述のＳＲを用いて判断してもよい。ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰから、ＳＲに関す
るパラメータおよび切り替え指示を再度通知してもよい。このことによって、ＵＥがＳＲ
に関するパラメータあるいは切り替え指示を受信し損ねることによって発生するＲＬＦあ
るいはランダムアクセスを防ぐことができる。それにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えの時
間を短縮することができる。
【０３２７】
　実施の形態２と同様に、ＣＵは、ＵＥへのパラメータの通知を、複数回行ってもよい。
また、ＣＵは、ＵＥへのパラメータの通知の送信電力を増加させてもよい。このことによ
り、パラメータ通知の信頼性を向上させることができる。
【０３２８】
　ＵＥからのＳＲ送信について、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＳＲを無効
としてもよい。ＣＵは、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＳＲ受信と上りスケジューリンググラ
ント送信との間に発生するときに、ＳＲを無効としてもよい。前述において、ＵＥは、移
動先ビーム／ＴＲＰにＳＲを再送してもよい。ＳＲの再送は、ＣＵからＵＥへのＲＲＣパ
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ラメータ通知を受信した後に行うとよい。このことによって、ＵＥからの再送ＳＲがＣＵ
にて不達となることを防ぐことができる。
【０３２９】
　あるいは、実施の形態２と同様、ＵＥからのＳＲ送信後のビーム／ＴＲＰ切り替えにつ
いて、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＳＲを有効としてもよい。このことに
よって、ビーム／ＴＲＰ切り替え発生時における上りデータ通信を円滑に行うことができ
る。
【０３３０】
　ＣＵからＵＥへの上りスケジューリンググラント通知について、実施の形態２と同様、
ＣＵおよびＵＥは、ビーム／ＴＲＰ切り替えが上りスケジューリンググラントと上りユー
ザデータとの間に発生するときに、上りスケジューリンググラントを無効としてもよい。
前述において、ＣＵは、移動先ビーム／ＴＲＰから、上りスケジューリンググラントを再
送してもよい。あるいは、ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰに対し、ＳＲ送信からやり直し
てもよい。ＳＲの再送は、ＣＵからＵＥへのＲＲＣパラメータ通知を受信した後に行うと
よい。このことによって、ＵＥからの再送ＳＲがＣＵにて不達となることを防ぐことがで
きる。
【０３３１】
　前述において、ＣＵおよびＵＥは、前述のグラントを有効としてもよい。グラントを有
効にする場合のＣＵおよびＵＥの動作は、実施の形態２と同様である。このことにより、
ＣＵ、ＵＥ間のシグナリング量を削減することができる。
【０３３２】
　前述における上りスケジューリンググラントを有効とするかどうかを、規格で定めても
よいし、あるいは、ＣＵからＵＥに通知してもよい。ｇＮＢからＵＥへの通知は、予めＲ
ＲＣシグナリングで行ってもよいし、ＭＡＣシグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２
シグナリングで行ってもよい。上りスケジューリンググラントを有効にする場合の例とし
て、スケジューリンググラントにて示される上りリソースを、移動先ビーム／ＴＲＰが該
ＵＥに対して使用可能である場合としてもよい。前述の通知は、ＭＡＣシグナリングある
いはＬ１／Ｌ２シグナリングで行う例では、切り替え通知と併せて行ってもよい。このこ
とにより、ＣＵは、移動先ビーム／ＴＲＰにおける上りリソース使用状況に応じたスケジ
ューリングを、少ないシグナリングで行うことが可能となる。
【０３３３】
　ＵＥからＣＵへの上りユーザデータ送信について、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて
ＵＥより受信した上りユーザデータに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを移動先ビーム／ＴＲＰか
らＵＥに送信してもよい。前述における移動先ビーム／ＴＲＰからのＡｃｋ／Ｎａｃｋ送
信は、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＵＥからの上りユーザデータ送信とｇＮＢからのＡｃｋ
／Ｎａｃｋ通知との間に発生するときに行ってもよい。ＵＥからのＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知
は、ＣＵからＵＥへのＲＲＣパラメータ通知の前に行ってもよいし、後に行ってもよい。
あるいは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ通知が、前述のパラメータ通知と、前述のパラメータ通知に
対するＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋ応答との間に行ってもよい。このことによって
、上りユーザデータ送信後のビーム／ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことができる。
【０３３４】
　本実施の形態３により、実施の形態２に示した効果に加えて、移動元ビーム／ＴＲＰと
ＵＥとの間の通信環境が急速に悪化する場合においても、ＣＵからＵＥに対するＲＲＣパ
ラメータ通知を行うことができる。その結果、例えば、ＳＲの不達によるＵＥのランダム
アクセス処理発生を抑えることができる。
【０３３５】
　実施の形態２と本実施の形態３とを組み合わせて用いてもよい。すなわち、ＣＵは、Ｒ
ＲＣパラメータを移動元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとのどちらから送信する
かを切り替えてもよい。このようにすることによって、ＣＵはＲＲＣパラメータを送信す
るビーム／ＴＲＰを通信環境に応じて柔軟に変えることが可能となる。
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【０３３６】
　ＲＲＣパラメータを移動元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとのどちらから送信
するかについて、ＣＵは予めＵＥに準静的に設定してもよい。該通知には、ＲＲＣシグナ
リングを用いてもよい。このことにより、伝搬状況に応じてＲＲＣパラメータの通知経路
を柔軟に設定することができる。
【０３３７】
　あるいは、ＣＵから動的に設定してもよい。例えば、ＣＵは、切り替え指示にＲＲＣパ
ラメータを移動元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとのどちらから送信するかを示
す情報を含めてＵＥに通知してもよい。ＵＥは、該通知を用いて、ＲＲＣパラメータを受
信してもよい。このようにすることによって、ＵＥは、ＲＲＣパラメータの受信先を明示
的に知ることが可能になるため、ＲＲＣパラメータ通知取得の信頼性を高めることができ
る。
【０３３８】
　あるいは、規格により暗黙的に決定してもよい。例えば、ＵＥは、切り替え指示受信前
は移動元ビーム／ＴＲＰよりＲＲＣパラメータを受信し、切り替え指示受信後は移動先ビ
ーム／ＴＲＰよりＲＲＣパラメータを受信するとしてもよい。このようにすることによっ
て、ＲＲＣパラメータを移動元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとのどちらから受
信するかを示す情報のＣＵからＵＥへの通知が不要になる。
【０３３９】
　実施の形態３において、ＣＵとＤＵが分離されている基地局装置を例として示したが、
ＣＵとＤＵが分離されていない基地局装置について適用してもよい。該基地局装置は、ビ
ーム間でＲＲＣパラメータを共有しない基地局装置であってもよい。実施の形態３を該基
地局装置に適用するにあたり、ＣＵをｇＮＢに読み替えてもよい。このようにすることで
、セル内のビーム間移動においてＲＲＣパラメータをｇＮＢから移動先ビームを介してＵ
Ｅに通知することを可能とし、ビームによって空間分離がされているセルにおけるＵＥ収
容数を増加させることができる。また、ｇＮＢからＵＥにパラメータを迅速に通知するこ
とが可能となる。
【０３４０】
　実施の形態３によれば、実施の形態２と同様に、例えば、通信端末装置と、通信端末装
置と無線ビームを用いて無線通信を行う基地局装置とを含み、基地局装置によって構成さ
れるセルは、基地局装置の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、
通信端末装置が第１の無線ビームの圏内から第２の無線ビームの圏内に移動する場合、基
地局装置は、通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control）パラメータ
を、第１の無線ビーム用の第１のＲＲＣパラメータから、第２の無線ビーム用の第２のＲ
ＲＣパラメータに変更する、通信システムが提供される。なお、複数の無線ビームは、図
８に例示したように複数のＤＵ（言い換えるとＴＲＰ）によって形成されてもよいし、１
つのＤＵによって形成されてもよいし、あるいは、ＣＵとＤＵが統合された基地局装置に
よって形成されてもよい。
【０３４１】
　この構成によれば、通信端末装置に対して用いる無線ビームの変更に応じて、通信端末
装置に対して用いるＲＲＣパラメータを変更する。このため、前述のように、通信端末装
置の収容数を増加させることができる。
【０３４２】
　ここで、上記構成は、前述のように、様々に変形することが可能である。特に実施の形
態３によれば、例えば、基地局装置は、複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤ
Ｕ（Distributed Unit）と、少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）とを
含み、ＣＵがＭＡＣ（Medium Access Control）機能を有しており、ＣＵは、第２のＲＲ
Ｃパラメータを、第２の無線ビームによって、通信端末装置に通知することと、第１の無
線ビームから第２の無線ビームへの切り替え指示を、第１の無線ビームによって、通信端
末装置に通知することと、を行う、通信システムが提供される。あるいは、基地局装置は
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、複数の無線ビームを出力する機能およびＭＡＣ機能を有しており、基地局装置は、第２
のＲＲＣパラメータを、第２の無線ビームによって、通信端末装置に通知することと、第
１の無線ビームから第２の無線ビームへの切り替え指示を、第１の無線ビームによって、
通信端末装置に通知することと、を行う、通信システムが提供される。
【０３４３】
　また、以下の変形例１～３で述べるように、様々な変形が提供される。
【０３４４】
　実施の形態３の変形例１．
　実施の形態３においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０３４５】
　前述における、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータは、実施の
形態２の変形例１と同じとしてもよい。
【０３４６】
　本変形例１において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態３と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動先ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラ
メータ通知の方法は、実施の形態３に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用して
もよい。このようにすることで、ＵＥは通信先ビーム／ＴＲＰを切り替えた後で、前述の
ＲＲＣパラメータを円滑に取得することが可能となる。
【０３４７】
　実施の形態３と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。パラメータの通知方法についても、実施の形態３と同様でよい。このようにす
ることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号の受信を容易に
することができる。
【０３４８】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３４９】
　実施の形態３と同様、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメ
ータについて、移動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わ
ないでもよい。このようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減する
ことができる。
【０３５０】
　実施の形態３と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保
持してもよい。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、
あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよ
い。あるいは、初期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに
切り替え指示と併せて通知してもよい。このことにより、実施の形態３と同様の効果を得
ることができる。
【０３５１】
　ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／
Ｌ２シグナリングを用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ
通知を迅速に行うことができる。
【０３５２】
　あるいは、ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータ
を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能とな
るので、パラメータを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われ
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るので、パラメータ通知の信頼性が向上する。
【０３５３】
　また、切り替え通知についても、実施の形態３と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３５４】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示の
シーケンスの一例として、図１０のステップＳＴ２００３におけるＳＲに関するパラメー
タを、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメータに置き換えればよい。
【０３５５】
　実施の形態３と同様、ＣＵはＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメ
ータの通知を、複数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへ
の切り替え指示についても同様である。
【０３５６】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからの下りユーザデータに対するＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋを、移動先ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。前述における、ＵＥから移動
先ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知は、下りユーザデータとＡｃｋ／Ｎａｃｋ
との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。このことにより、ＣＵ
およびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下りユーザデータ処理を
円滑に行うことができる。
【０３５７】
　前述において、ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知は、ＣＵか
らＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメータ通知を受信した後に、行
ってもよい。このことにより、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションによって設定さ
れる２回目以降のＡｃｋ／Ｎａｃｋを受信することが可能となるので、ＵＥからＣＵへの
Ａｃｋ／Ｎａｃｋ通知の信頼性を高めることができる。
【０３５８】
　ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションにおいて、ＣＵは、移動元ビーム／
ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋのみを用いてもよい。Ａｃｋ／Ｎａｃｋの利用は、
ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの間にビーム／ＴＲＰが切り替わった
時に行うとよい。このことによって、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの間にビーム／Ｔ
ＲＰが切り替わる場合について、ＣＵにおけるＡｃｋ／Ｎａｃｋ受信処理を円滑に行うこ
とができる。
【０３５９】
　あるいは、ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションにおいて、ＣＵは、移動
元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとの両方から受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋを有効
としてもよい。前述において、ＵＥは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣ
パラメータを受信した後で、移動先ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティション
送信を行うとよい。このことによって、ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知の信頼性
を高めることができる。
【０３６０】
　前述において、ＣＵが移動先ビーム／ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋを用いるか
について、予め規格で定めてもよいし、ＣＵにて適宜切り替えてもよい。このことによっ
て、例えば、伝搬環境に応じて柔軟に切り替えることで、効率的なＡｃｋ／Ｎａｃｋ受信
を可能とする。
【０３６１】
　前述において、ＣＵが移動先ビーム／ＴＲＰにて受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋを用いるか
について、ＣＵからＵＥに通知してもよい。該通知は、ＲＲＣシグナリングを用いてもよ
いし、ＣＵからＵＥへの切り替え通知と併せて通知してもよい。このことによって、例え
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ば、ＣＵが移動元ビーム／ＴＲＰのみを用いるときに、ビーム／ＴＲＰ切り替え後にＵＥ
はＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションを送信する必要がなくなるので、シグナリング量の削
減が可能となる。
【０３６２】
　ＣＵは、ＵＥから移動元ビーム／ＴＲＰに送信されたＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティション
を用いた下りユーザデータのＵＥへの再送を、移動先ビーム／ＴＲＰを介して行ってもよ
い。該再送は、ＵＥからＣＵへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションと、ＣＵからＵＥへの
下りユーザデータの再送との間で、ビーム／ＴＲＰが切り替わった時に行ってもよい。こ
のことによって、ＣＵおよびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下
りユーザデータ再送処理を円滑に行うことができる。
【０３６３】
　本変形例１を用いることで、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメー
タのＵＥへの通知に関して、実施の形態３と同じ効果を得ることができる。
【０３６４】
　実施の形態３の変形例２．
　実施の形態３においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０３６５】
　前述における、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２の変形例２と同じと
してもよい。
【０３６６】
　本変形例２において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態３と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動先ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＳＲＳに関するＲＲＣパラメータ通知の方法は、実施
の形態３に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このようにするこ
とで、ＵＥは通信先ビーム／ＴＲＰを切り替えた後で、前述のＲＲＣパラメータを円滑に
取得することが可能となる。
【０３６７】
　実施の形態３と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピ
ング信号の受信を容易にすることができる。
【０３６８】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３６９】
　実施の形態３と同様、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて、移動先ビー
ム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このように
することで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０３７０】
　実施の形態３と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＳＲＳ
に関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。ＵＥのビー
ム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、あるいは保持するかについ
て、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは、初期値に戻
すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知
してもよい。このことにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３７１】
　ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いて
ＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行うことがで
きる。
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【０３７２】
　あるいは、ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナリングを
用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメータを少な
いシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の
信頼性が向上する。
【０３７３】
　また、切り替え通知についても、実施の形態３と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３７４】
　ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示のシーケンスの一例として、
図１０のステップＳＴ２００３におけるＳＲに関するパラメータを、ＳＲＳに関するパラ
メータに置き換えればよい。
【０３７５】
　実施の形態３と同様、ＣＵはＵＥへのＳＲＳに関するパラメータの通知を、複数回送っ
てもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、ＳＲＳに関するパラメータ
通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示についても同様であ
る。
【０３７６】
　ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰへのＳＲＳ送信について、ＣＵから移動先ビーム／ＴＲ
Ｐを介して送信されるＳＲＳに関するパラメータを受信した後に、行ってもよい。このこ
とによって、ＵＥにおけるＳＲＳに関するパラメータの受信前に行う、移動先ビーム／Ｔ
ＲＰにて受信できないＳＲＳの送信を抑えることができる。
【０３７７】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからのＳＲＳ送信要求を有効としても
よい。前述における、ＣＵからのＳＲＳ送信要求を有効とする動作は、ＳＲＳ送信要求と
ＳＲＳ送信との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。このことに
より、ＣＵおよびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下りユーザデ
ータ処理を円滑に行うことができる。
【０３７８】
　あるいは、前述において、ＵＥは、ＳＲＳ送信要求を無効としてもよい。前述において
、ＣＵは、移動先ビーム／ＴＲＰを介してＳＲＳ送信要求をＵＥに再送してもよい。この
ことによって、ＣＵは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状況に適したスケジューリング
を行うことができるようになる。
【０３７９】
　ＵＥからＣＵへのＳＲＳ送信において、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＳ
ＲＳを無効としてもよい。無効とする動作は、ＵＥからＣＵへのＳＲＳ送信のあとにビー
ム／ＴＲＰが切り替わった時に行ってもよい。ＣＵはＵＥに、移動先ビーム／ＴＲＰを介
してＳＲＳ送信要求を通知してもよい。該通知は、非周期的（Aperiodic）なＳＲＳにお
いて用いてもよい。このことによって、ＣＵは、ビーム／ＴＲＰ切り替えを正しく反映し
た上り通信レートを用いて、ＵＥと通信を行うことができる。
【０３８０】
　本変形例２を用いることで、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に関して
、実施の形態３と同じ効果を得ることができる。
【０３８１】
　実施の形態３の変形例３．
　実施の形態３においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０３８２】
　前述における、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２の変形例３
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と同じとしてもよい。
【０３８３】
　本変形例３において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態３と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動先ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータ通知の方法
は、実施の形態３に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このよう
にすることで、ＵＥは通信先ビーム／ＴＲＰを切り替えた後で、前述のＲＲＣパラメータ
を円滑に取得することが可能となる。
【０３８４】
　実施の形態３と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピ
ング信号の受信を容易にすることができる。
【０３８５】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３８６】
　実施の形態３と同様、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて、移
動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。こ
のようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０３８７】
　実施の形態３と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＣＱＩ
／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。Ｕ
Ｅのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、あるいは保持する
かについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは、初
期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併
せて通知してもよい。このことにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３８８】
　ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリング
を用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行う
ことができる。
【０３８９】
　あるいは、ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナ
リングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメー
タを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメー
タ通知の信頼性が向上する。
【０３９０】
　また、切り替え通知についても、実施の形態３と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０３９１】
　ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示のシーケンスの一例として、
図１０のステップＳＴ２００３におけるＳＲに関するパラメータを、ＣＱＩ／ＣＳＩに関
するパラメータに置き換えればよい。
【０３９２】
　実施の形態３と同様、ＣＵはＵＥへのＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータの通知を、複
数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、ＣＱＩ／ＣＳＩに
関するパラメータの通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示
についても同様である。
【０３９３】
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　ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰへのＣＱＩ／ＣＳＩ送信について、ＣＵから移動先ビー
ム／ＴＲＰを介して送信されるＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータを受信した後に、行っ
てもよい。このことによって、ＵＥにおけるＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータの受信前
に行う、移動先ビーム／ＴＲＰにて受信できないＣＱＩ／ＣＳＩの送信を抑えることがで
きる。
【０３９４】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからのＣＱＩ／ＣＳＩ送信要求を有効
としてもよい。前述における、ＣＵからのＣＱＩ／ＣＳＩ送信要求を有効とする動作は、
ＣＱＩ／ＣＳＩ送信要求とＣＱＩ／ＣＳＩ送信との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生す
るときに行ってもよい。このことにより、ＣＵおよびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り
替えが発生するときの下りユーザデータ処理を円滑に行うことができる。
【０３９５】
　あるいは、前述において、ＵＥは、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信要求を無効としてもよい。前述
において、ＣＵは、移動先ビーム／ＴＲＰを介してＣＱＩ／ＣＳＩ送信要求をＵＥに再送
してもよい。このことによって、ＣＵは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状況に適した
スケジューリングを行うことができるようになる。
【０３９６】
　ＵＥからＣＵへのＣＱＩ／ＣＳＩ送信において、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて受
信したＣＱＩ／ＣＳＩを無効としてもよい。無効とする動作は、ＵＥからＣＵへのＣＱＩ
／ＣＳＩ送信の後に、ビーム／ＴＲＰが切り替わった時に行ってもよい。ＣＵはＵＥに、
移動先ビーム／ＴＲＰを介してＣＱＩ／ＣＳＩ送信要求を通知してもよい。該通知は、非
周期的（Aperiodic）なＣＱＩ／ＣＳＩにおいて用いてもよい。このことによって、ＣＵ
は、ビーム／ＴＲＰ切り替えを正しく反映した下り通信レートを用いてＵＥと通信を行う
ことができる。
【０３９７】
　本変形例３を用いることで、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知
に関して、実施の形態３と同じ効果を得ることができる。
【０３９８】
　実施の形態４．
　実施の形態２と異なり、例えば、ＣＵがＰＤＣＰを有し、ＤＵがＲＬＣ、ＭＡＣおよび
ＰＨＹを有する場合、あるいは、ＣＵがＰＤＣＰおよびＨ－ＲＬＣを有し、ＤＵがＬ－Ｒ
ＬＣ、ＭＡＣおよびＰＨＹを有する場合、セル内のビーム間移動あるいはＴＲＰ間移動に
おいてＲＲＣシグナリングを用いてＲＲＣパラメータを通知することができる。
【０３９９】
　ところが、ＮＲにおいて、ビームフォーミングを用いていることから、セル内のビーム
／ＴＲＰ間移動が頻繁に発生する。そのため、ＲＲＣシグナリングが頻繁に発生し、通信
効率が低下するといった問題が生じる。
【０４００】
　本実施の形態４では、このような問題を解決する方法を開示する。
【０４０１】
　実施の形態２と同様、ＣＵからＵＥに対し、予めセル内のビームあるいはＴＲＰ（以下
、ビーム／ＴＲＰと記載することがある）で使用するＲＲＣパラメータを通知する。ＣＵ
は該通知を、ＲＲＣシグナリングで行うとよい。ＣＵは、ビーム／ＴＲＰの切り替えにお
いて、ＵＥにビーム／切り替え指示を通知する。該切り替え指示に、移動先ビーム／ＴＲ
Ｐを表す識別子を含めるとよい。ＣＵはＵＥに、該切り替え指示を、Ｌ１／Ｌ２シグナリ
ングで通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングで通知してもよい。このようにすることに
よって、ＣＵは、ビーム／ＴＲＰの切り替えに伴うパラメータ変更を少ないシグナリング
量で実現することが可能となる。
【０４０２】
　実施の形態２と同様、該通知に含まれるＲＲＣパラメータは、ＵＥが存在するビーム／
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ＴＲＰ近傍のものであってもよい。前述の近傍のビーム／ＴＲＰは、ＵＥが存在するビー
ム／ＴＲＰに隣接するビーム／ＴＲＰを含んでもよい。また、該通知に含まれるＲＲＣパ
ラメータは、ＵＥが存在するビーム／ＴＲＰにて使用するパラメータと異なるパラメータ
のみで構成されていてもよい。このようにすることで、該通知のサイズを小さくすること
ができる。
【０４０３】
　他の方法を開示する。ビームあるいはＴＲＰ切り替えにおいて、ＣＵは移動元ビーム／
ＴＲＰを介して、ＵＥに、移動先ビーム／ＴＲＰで用いるＲＲＣパラメータを通知する。
該通知にあたり、ＣＵと移動元ビーム／ＴＲＰとの間の通知に、ＣＵ－ＤＵ間インタフェ
ースを用いてもよい。また、移動元ビーム／ＴＲＰとＵＥとの間の通知に、Ｌ１／Ｌ２シ
グナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。
【０４０４】
　前述において、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてＵＥに通知することにより、ＵＥへの
パラメータ通知を迅速に行うことができる。また、ＭＡＣシグナリングを用いることによ
り、多値変調が可能となるので、パラメータを少ないシンボル数で通知できる。また、Ｈ
ＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の信頼性が向上する。
【０４０５】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータと切り替え指示とを一緒にＵＥに通知してもよい。このこと
により、ビーム／ＴＲＰ切り替えにおけるシグナリング量を削減することができる。
【０４０６】
　あるいは、ＣＵは、ＲＲＣパラメータの通知後に、切り替え指示をＵＥに通知してもよ
い。このことにより、ＣＵは、ＲＲＣパラメータの送達確認後に、切り替え指示をＵＥに
通知することができる。このため、例えば、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの不達による
、ＵＥからのＳＲ不達および再送回数超過によるランダムアクセスの実行を回避すること
ができる。
【０４０７】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、ＲＲＣパラメータをＵＥに通知しても
よい。この場合において、ＣＵは、切り替え指示と併せて切り替えタイミングをＵＥに通
知するとよい。このことにより、ＵＥにおいて通信先のビーム／ＴＲＰを切り替える処理
に時間を要する場合についても、円滑な切り替えを可能とする。
【０４０８】
　移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、パラメータの送達確認が取れたことを示す情報を通知し
てもよい。前述の情報の通知は、パラメータの通知にＭＡＣシグナリングを用いている場
合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、切り替え指示をＵＥに通知してもよい
。このようにすることによって、パラメータの不達時の切り替え指示通知を防ぐことがで
きるため、例えば、ＵＥからのＳＲ不達および再送回数超過によるランダムアクセスの実
行を回避することができる。
【０４０９】
　ＲＲＣパラメータは、実施の形態１と同様、非特許文献１２の６．３．２節に示すもの
であってもよい。ＲＲＣパラメータは、例えば、ＳＲに関するものであってもよいし、Ａ
ｃｋ／Ｎａｃｋレペティション（repetition）に関するものであってもよいし、サウンデ
ィング参照信号（Sounding Reference Signal：ＳＲＳ）に関するものでもよいし、ＣＱ
Ｉ／ＣＳＩに関するものでもよい。
【０４１０】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。ビームスイーピングに必要なパラメータは、実施の形態１に示すものとしても
よい。該通知は、移動元ビーム／ＴＲＰを介して行ってもよい。ビームスイーピングに必
要なパラメータは、移動先ビーム／ＴＲＰにおけるパラメータとしてもよい。このように
することで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号の受信を容易
にすることができる。
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【０４１１】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰを介して、ＵＥに、ビーム／ＴＲ
Ｐの切り替え指示（以下、単に「切り替え指示」という場合がある）を通知する。切り替
え指示には、移動先ビーム／ＴＲＰを示す識別子を含めても、含めなくてもよい。また、
切り替え指示には、ビーム／ＴＲＰを切り替えるタイミングを示す情報を含めてもよい。
【０４１２】
　ＣＵからＵＥへの切り替え指示の通知には、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし
、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。前述において、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いて
ＵＥに通知することにより、ＵＥへの切り替え指示通知を迅速に行うことができる。また
、ＭＡＣシグナリングを用いることにより、多値変調が可能となるので、切り替え指示を
少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、切り替え指示
通知の信頼性が向上する。
【０４１３】
　移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、切り替え指示の送達確認が取れたことを示す情報を通知
してもよい。前述の情報の通知は、切り替え指示の通知にＭＡＣシグナリングを用いてい
る場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、ビーム／ＴＲＰを切り替えてもよ
い。このようにすることによって、切り替え指示の不達時のビーム／ＴＲＰ切り替え防ぐ
ことができるため、ＵＥのｇＮＢとのリンク喪失によるＲＬＦ発生を回避することができ
る。
【０４１４】
　前述において、ＳＲに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２にて開示した（１）～
（３）としてもよい。また、ＣＵはＵＥに対し、ＳＲに関するＲＲＣパラメータとして、
ＳＲの最大再送回数を示すパラメータを通知してもよいし、通知しなくてもよい。このこ
とによって、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
【０４１５】
　実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに対し、ＲＲＣパラメータのうち、複数のパラメータ
を同時に通知してもよい。このことによって、通知に要するシグナリングの量を削減する
ことができる。
【０４１６】
　また、実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに対し、ＲＲＣパラメータを別々に通知しても
よい。このことによって、少ない送信リソースにおいてもパラメータを通知することが可
能となる。
【０４１７】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータを移動先ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。実施の形態１と
同様、該通知には、例えば、ＣＰＲＩの制御ワードの領域を用いてもよいし、ＡＳＮ．１
のフォーマットを用いてもよいし、他のフォーマットを用いてもよい。このことによって
、実施の形態１と同様の効果に加え、例えば、ビーム／ＴＲＰへの切り替え直後において
、移動先ビーム／ＴＲＰはＵＥからの上りユーザデータの復号を迅速に行うことができる
。
【０４１８】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＲＲＣパラメータについて、移動先ビーム／ＴＲＰにお
いても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このようにすることで、パ
ラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０４１９】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に、ＴＲＰ／ビーム切
り替えによるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含めてもよい。ＵＥは、変更
前のＲＲＣパラメータを保持してもよい。このようにすることで、例えば、ＵＥは、ＴＲ
Ｐ／ビーム切り替え前のＳＲ送信において、前述のパラメータ変更による移動元ＴＲＰ／
ビームへのＳＲ不達を防ぐことができる。
【０４２０】
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　ＣＵおよびＵＥは、ビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＲＲＣパラメータの値を初期値に戻
してもよいし、保持してもよい。ＲＲＣパラメータの初期値は、規格で定めてもよいし、
ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通知してもよい。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替
え時のパラメータの値を初期値に戻すか、あるいは保持するかについて、規格で定めても
よいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは、初期値に戻すか、あるいは保持
するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知してもよい。このよ
うにすることで、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへのパラメータ通知が失敗したときにお
いても、ＵＥは変更前のＲＲＣパラメータを用いることができる。このため、例えば、移
動先ビーム／ＴＲＰにおいて移動元ビーム／ＴＲＰと同じＲＲＣパラメータを用いている
場合において、ＵＥは移動先ビーム／ＴＲＰへのＳＲ不達を防ぐことができる。
【０４２１】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへの切り替え指示のＨＡ
ＲＱ再送回数超過時に、ビーム／ＴＲＰを切り替えてもよいし、切り替えなくてもよい。
それぞれの場合について、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
【０４２２】
　図１１は、ＣＵから移動元ビーム／ＴＲＰを介してＳＲに関するパラメータを通知する
場合のビーム／ＴＲＰ切り替えを表すシーケンス図である。図１１は、ＣＵからＵＥへ、
ＳＲに関するパラメータおよび切り替え指示を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知する例
について示す。また、図１１において、ＣＵ配下の移動元ビーム／ＴＲＰをＳ－ｂｅａｍ
／ＴＲＰと表記し、ＣＵ配下の移動先ビーム／ＴＲＰをＴ－ｂｅａｍ／ＴＲＰと表記して
いる。また、図１１において、矢印の中にある黒丸は通信に用いられるビーム／ＴＲＰを
示している。図９と同一のステップには同一のステップ番号を付して、共通する説明を省
略する。
【０４２３】
　図１１のステップＳＴ３００１において、ＣＵはＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰに対し、ＵＥに
通知するＳＲパラメータを通知する。パラメータの通知には、ＣＵ－ＤＵ間インタフェー
スを用いてもよい。ステップＳＴ３００２において、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰはＵＥに、前
述のパラメータを通知する。パラメータのＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰからＵＥへの通知には、
ＭＡＣシグナリングを用いる。Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよい。ステップＳＴ３
００３において、ＵＥはＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰに、ＳＲパラメータ通知に対するＡｃｋを
通知する。Ａｃｋの通知には、上り制御信号を用いてもよい。
【０４２４】
　図１１のステップＳＴ３００４において、ＣＵはＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰに対し、ＵＥに
通知する切り替え指示を通知する。切り替え指示の通知には、ＣＵ－ＤＵ間インタフェー
スを用いてもよい。ステップＳＴ３００５において、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰはＵＥに対し
、切り替え指示を通知する。切り替え指示のＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰからＵＥへの通知には
、ＭＡＣシグナリングを用いる。Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよい。ステップＳＴ
３００６において、ＵＥは、切り替え指示に対するＡｃｋをＳ－ｂｅａｍ／ＴＲＰに通知
する。ＵＥからの受信結果がＮａｃｋであった場合、ＣＵは、Ｓ－ｂｅａｍ／ＴＲＰを介
して切り替え指示を再送してもよい。
【０４２５】
　実施の形態２と同様、ＵＥは、上り信号を移動元のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。
上り信号は、ＣＵからのパラメータの通知のＬ１／Ｌ２シグナリングに対する応答であっ
てもよい。また、ＣＵからの切り替え指示のＬ１／Ｌ２シグナリングに対する応答であっ
てもよい。上り信号として、応答用のＬ１／Ｌ２シグナリングを新たに設けてもよい。前
述の応答として、新しい上り制御情報（ＵＣＩ）を設けてもよい。このことによって、Ｃ
Ｕからのパラメータの通知あるいは切り替え指示にＬ１／Ｌ２シグナリングを用いていて
も、ＣＵはＵＥへの送達確認を行うことができる。それにより、前述のＬ１／Ｌ２シグナ
リングの信頼性を向上させることができる。
【０４２６】
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　新しいＵＣＩについては、実施の形態２と同様としてもよい。このことにより、実施の
形態２と同様の効果を得ることができる。
【０４２７】
　前述において、移動元ビーム／ＴＲＰは、ＣＵに対し、前述の応答用のＬ１／Ｌ２シグ
ナリングを受信したことを示す情報を通知してもよい。このことにより、ＵＥがパラメー
タの通知、あるいは、切り替え指示を正しく受信したことを、ＣＵが把握することができ
る。それにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことができる。
【０４２８】
　ＣＵからＵＥへの、ＭＡＣシグナリングを用いたＲＲＣパラメータ通知に関して、移動
元ビーム／ＴＲＰは、ＲＲＣパラメータ通知に対してＡｃｋを受信したことを示す情報を
、ＣＵに対して通知してもよい。ＣＵは、通知された情報を用いて、使用するビーム／Ｔ
ＲＰを切り替えてもよい。このことにより、ＵＥがＲＲＣパラメータ通知を正しく受信し
たことをＣＵが把握することができるので、ビーム／ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことが
できる。
【０４２９】
　ＣＵからＵＥへの、ＭＡＣシグナリングを用いた切り替え指示の通知に関して、移動元
ビーム／ＴＲＰは、切り替え指示の通知に対してＡｃｋを受信したことを示す情報を、Ｃ
Ｕに対して通知してもよい。ＣＵは、通知された情報を用いて、使用するビーム／ＴＲＰ
を切り替えてもよい。このことにより、ＵＥが切り替え指示を正しく受信したことをＣＵ
が把握することができるので、ビーム／ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことができる。
【０４３０】
　実施の形態２と同様、ＵＥは、上り信号を移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。
上り信号は、ＵＥにおけるビーム／ＴＲＰ切り替えの確認用の信号としてもよい。確認用
の信号を、ＳＲの周波数リソースを用いて送信してもよい。あるいは、ＳＲを、確認用の
信号として送信してもよい。このことによって、ＣＵからの切り替え指示にＬ１／Ｌ２シ
グナリングを用いていても、ＣＵはＵＥへの送達確認を行うことができる。それにより、
前述のＬ１／Ｌ２シグナリングの信頼性を向上させることができる。
【０４３１】
　前述において、ＵＥは、ＳＲを最小の周期で送信してもよい。このことにより、ＵＥが
通信先のビーム／ＴＲＰを切り替えたことの確認を低遅延で行うことができる。
【０４３２】
　前述において、ＣＵは、同じビーム／ＴＲＰの圏内に存在しているＵＥが共通して使用
するためのＳＲ用共通リソースを確保してもよい。ＵＥは、ＳＲの送信を、ＳＲ用共通リ
ソースを用いて行ってもよい。ＳＲ用共通リソースは、ＵＥ同士の競合を許容するもの（
contention-based）であってもよい。ＳＲ用共通リソースの位置は、予め規格で定めても
よいし、ＣＵが配下のＵＥに通知してもよい。この通知は、報知であってもよいし、ＵＥ
個別の通知であってもよい。前述における、ＵＥ個別の通知は、ＲＲＣ個別シグナリング
であってもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＲＲＣパラメータ受信失敗時において
も、ＣＵに対してビーム／ＴＲＰ切り替えを行ったことを通知することが可能となる。
【０４３３】
　実施の形態２と同様、ＵＥは、ＳＲ共通リソースの位置を、前述の、通信先ビーム／Ｔ
ＲＰ切り替え時におけるＳＲに関するＲＲＣパラメータの初期値としてもよい。このよう
にすることで、ＵＥは、ＲＲＣパラメータ受信失敗時においても、ＣＵに対してビーム／
ＴＲＰ切り替えを行ったことを通知することが可能となる。
【０４３４】
　前述において、ＵＥは、ＳＲＳを移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。ＳＲＳは
、非周期的（Aperiodic）なものであってもよいし、周期的（Periodic）なものであって
もよい。ＵＥは、ＳＲＳを予め定める回数分、移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい
。この送信回数は、規格で定めてもよいし、予めＣＵからＵＥに通知してもよい。この通
知はＲＲＣシグナリングを用いて行ってもよい。このことにより、ＵＥは、ＣＵに送信す
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る上りユーザデータがない場合においても、ＣＵに通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えをした
ことを通知することが可能となる。
【０４３５】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＵＥにおける通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えの有無を、
前述のＳＲを用いて判断してもよい。例えば、ＣＵは、ＵＥからＳＲ通知がない場合に、
ＵＥが通信先ビーム／ＴＲＰを切り替えていないと判断してもよい。ＣＵは、移動元ビー
ム／ＴＲＰから、パラメータおよび切り替え指示を再度通知してもよい。この再度の通知
は、前述の判断結果を用いて行ってもよい。このことによって、例えば、ＵＥがＳＲに関
するパラメータあるいは切り替え指示を受信し損ねることによって発生するＲＬＦあるい
はランダムアクセスを防ぐことができる。それにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えの時間を
短縮することができる。
【０４３６】
　実施の形態２と同様、ＣＵは、ＵＥへのパラメータの通知を、複数回行ってもよい。あ
るいは、ＣＵは、ＵＥへのパラメータの通知の送信電力を増加させてもよい。このことに
より、パラメータ通知の信頼性を向上させることができる。パラメータ通知の回数は、規
格で定めてもよいし、予めＣＵよりＵＥに通知してもよい。この通知は、ＲＲＣシグナリ
ングを用いて行ってもよい。
【０４３７】
　実施の形態２と同様、ＵＥへの切り替え指示通知についても、パラメータの通知と同様
、複数回送信してもよいし、電力を増加させてもよい。このことにより、切り替え指示通
知の信頼性を向上させることができる。
【０４３８】
　実施の形態２と同様、ＵＥは、ＣＵより受信したパラメータの通知を用いて、通信先の
ビーム切り替えを行ってもよい。ビーム切り替えは、ビームスイーピングおよびランダム
アクセスを伴ってもよい。ビーム切り替えは、パラメータのうち１つ以上の受信を用いて
行ってもよい。ビーム切り替えは、ＵＥがパラメータを１つ以上受信してから、予め定め
る時間が経過してから行ってもよい。前述の予め定める時間は、規格で定めてもよいし、
予めＣＵよりＵＥに通知してもよい。この通知は、ＲＲＣシグナリングを用いて行っても
よい。このことによって、ＣＵからＵＥへの切り替え指示をＵＥが正しく受信できない場
合においても、ＵＥは通信先のビームを切り替えることが可能となる。また、ＣＵからＵ
Ｅへの切り替え通知の再送に要する時間が不要となる。
【０４３９】
　ＵＥからのＳＲ送信について、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＳＲを無効
としてもよい。ＣＵは、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＳＲ受信と上りスケジューリンググラ
ント送信との間に発生するときに、ＳＲを無効としてもよい。前述において、ＵＥは、移
動先ビーム／ＴＲＰにＳＲを再送してもよい。このことによって、ＵＥからの再送ＳＲが
ＣＵにて不達となることを防ぐことができる。
【０４４０】
　あるいは、前述の、ＵＥからのＳＲ送信後のビーム／ＴＲＰ切り替えについて、ＣＵは
、移動元ビーム／ＴＲＰにて受信したＳＲを有効としてもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは
、ＳＲを移動先ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。この転送は、ＣＵを経由してもよい。
前述において、ＳＲの代わりに、ＳＲを受信したことを示す情報を用いてもよい。このよ
うにすることによって、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＳＲ受信と上りスケジューリンググラ
ント送信との間に発生するときにおいても、ＵＥにおける、ＳＲ送信と、上りスケジュー
リンググラント受信と、上りユーザデータ送信とを含む一連の流れを円滑に行うことがで
きる。
【０４４１】
　ＣＵからＵＥへの上りスケジューリンググラント通知について、ＣＵおよびＵＥは、移
動元ビーム／ＴＲＰから送信された上りスケジューリンググラントを無効としてもよい。
ＣＵおよびＵＥは、ビーム／ＴＲＰ切り替えが上りスケジューリンググラントと上りユー
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ザデータとの間に発生するときに、上りスケジューリンググラントを無効としてもよい。
前述において、移動先ビーム／ＴＲＰはＵＥに、上りスケジューリンググラントを再送し
てもよい。前述の上りスケジューリンググラントの再送において、移動元ビーム／ＴＲＰ
は、移動先ビーム／ＴＲＰに、ＵＥに対する上りスケジューリンググラントの再送を要求
してもよい。あるいは、ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰに対し、ＳＲ送信からやり直して
もよい。前述において、ＵＥがＳＲ送信からやり直すかどうかについて、規格で定めても
よい。あるいは、ＣＵからＵＥに通知してもよい。前述の通知は、予めＲＲＣシグナリン
グで行ってもよいし、ＭＡＣシグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで
行ってもよい。前述の通知は、ＭＡＣシグナリングあるいはＬ１／Ｌ２シグナリングで行
う例では、切り替え通知と併せて行ってもよい。このことにより、ＵＥは、上りユーザデ
ータ送信に用いる移動先ビーム／ＴＲＰの上りリソース使用状況に応じた上りスケジュー
リンググラントを受信することが可能となる。
【０４４２】
　あるいは、前述の、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへの上りスケジューリンググラント
通知後のビーム／ＴＲＰ切り替えについて、ＣＵおよびＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰか
ら送信された上りスケジューリンググラントを有効としてもよい。移動元ビーム／ＴＲＰ
は、移動先ビーム／ＴＲＰに、上りスケジューリンググラントについての情報を通知して
もよい。ＵＥは、上りスケジューリンググラントを用いて、移動先ビーム／ＴＲＰに上り
ユーザデータを送信してもよい。このことにより、ＣＵ、ＵＥ間のシグナリング量を削減
することができる。
【０４４３】
　前述における上りスケジューリンググラントを有効とするかどうかを、規格で定めても
よいし、あるいは、ＣＵからＵＥに通知してもよい。ｇＮＢからＵＥへの通知は、予めＲ
ＲＣシグナリングで行ってもよいし、ＭＡＣシグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２
シグナリングで行ってもよい。上りスケジューリンググラントを有効にする場合の例とし
て、スケジューリンググラントにて示される上りリソースを、移動先ビーム／ＴＲＰが該
ＵＥに対して使用可能である場合としてもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、移動先ビーム
／ＴＲＰに、上りスケジューリンググラントについての情報を通知してもよい。このこと
により、移動先ビーム／ＴＲＰは、上りスケジューリンググラントを有効にするか無効に
するかを判断することができるようになるので、柔軟なスケジューリングが可能となる。
【０４４４】
　前述の通知をＭＡＣシグナリングあるいはＬ１／Ｌ２シグナリングで行う例では、前述
の通知を切り替え通知と併せて行ってもよい。このことにより、ＣＵは、移動先ビーム／
ＴＲＰにおける上りリソース使用状況に応じたスケジューリングを、少ないシグナリング
で行うことが可能となる。
【０４４５】
　ＵＥからＣＵへの上りユーザデータ送信について、移動先ビーム／ＴＲＰは、移動元ビ
ーム／ＴＲＰがＵＥから受信した上りユーザデータに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを、ＵＥに
送信してもよい。前述における移動先ビーム／ＴＲＰからＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋ送信
は、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＵＥからの上りユーザデータ送信と上りユーザデータに対
するＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知との間に発生するときに行ってもよい。前述において、移動元
ビーム／ＴＲＰは、上りユーザデータに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを示す情報を、移動先ビ
ーム／ＴＲＰに通知してもよい。このことによって、上りユーザデータ送信後のビーム／
ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことができる。
【０４４６】
　また、移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから受信した上りユーザデータの復号結果に関す
る情報を、移動先ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。この情報は、例えば、上りユーザデ
ータの軟判定値であってもよい。このことによって、移動先ビーム／ＴＲＰは、上りユー
ザデータの初送受信結果と再送受信結果とを合成して復号することができる。それにより
、受信エラーとなる確率を低くすることができる。
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【０４４７】
　本実施の形態４により、ＣＵがＰＤＣＰを有し、ＤＵがＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰＨＹを
有する場合、あるいは、ＣＵがＰＤＣＰおよびＨ－ＲＬＣを有し、ＤＵがＬ－ＲＬＣ、Ｍ
ＡＣおよびＰＨＹを有する場合についても、実施の形態２と同じ効果を得ることができる
。また、前述の場合において、ビーム／ＴＲＰ間のシグナリング量を削減することができ
る。
【０４４８】
　実施の形態４において、ＣＵとＤＵが分離されている基地局装置を例として示したが、
ＣＵとＤＵが分離されていない基地局装置について適用してもよい。該基地局装置は、ビ
ーム間でＲＲＣパラメータを共有しない基地局装置であってもよい。また、該基地局装置
は、例えば、ビーム毎に異なるＨＡＲＱスケジューリングを行う基地局装置であってもよ
いし、ビーム毎に異なるＲＬＣレイヤを有する基地局装置であってもよいし、前述の両方
を組み合わせたものであってもよい。実施の形態４を該基地局装置に適用するにあたり、
ＣＵをｇＮＢに読み替えてもよい。このようにすることで、セル内のビーム間移動におい
てＲＲＣパラメータをｇＮＢから移動元ビームを介してＵＥに通知することを可能とし、
ビームによって空間分離がされているセルにおけるＵＥ収容数を増加させることができる
。また、ｇＮＢからＵＥにパラメータを迅速に通知することが可能となる。
【０４４９】
　また、実施の形態４において、移動元ビーム／ＴＲＰよりＲＲＣパラメータをＵＥに通
知する基地局装置を例として示したが、他のビーム／ＴＲＰよりＲＲＣパラメータを通知
してもよい。前述の、他のビーム／ＴＲＰは、例えば、制御情報送信用のビーム／ＴＲＰ
であってもよい。このようにすることで、例えば、ユーザデータ送受信用と制御情報送受
信用のビーム／ＴＲＰが存在する基地局装置において、ＲＲＣパラメータを少ないシグナ
リング量で通知することが可能となるため、ビーム移動におけるＲＲＣパラメータ通知を
迅速に行うことが可能となる。
【０４５０】
　実施の形態４によれば、実施の形態２と同様に、例えば、通信端末装置と、通信端末装
置と無線ビームを用いて無線通信を行う基地局装置とを含み、基地局装置によって構成さ
れるセルは、基地局装置の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、
通信端末装置が第１の無線ビームの圏内から第２の無線ビームの圏内に移動する場合、基
地局装置は、通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control）パラメータ
を、第１の無線ビーム用の第１のＲＲＣパラメータから、第２の無線ビーム用の第２のＲ
ＲＣパラメータに変更する、通信システムが提供される。なお、複数の無線ビームは、図
８に例示したように複数のＤＵ（言い換えるとＴＲＰ）によって形成されてもよいし、１
つのＤＵによって形成されてもよいし、あるいは、ＣＵとＤＵが統合された基地局装置に
よって形成されてもよい。
【０４５１】
　この構成によれば、通信端末装置に対して用いる無線ビームの変更に応じて、通信端末
装置に対して用いるＲＲＣパラメータを変更する。このため、前述のように、通信端末装
置の収容数を増加させることができる。
【０４５２】
　ここで、上記構成は、前述のように、様々に変形することが可能である。特に実施の形
態４によれば、例えば、基地局装置は、複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤ
Ｕ（Distributed Unit）と、少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）とを
含み、少なくとも１つのＤＵがＭＡＣ（Medium Access Control）機能を有しており、Ｃ
Ｕは、第２のＲＲＣパラメータを、第１の無線ビームによって、Ｌ１／Ｌ２シグナリング
またはＭＡＣシグナリングを用いて、通信端末装置に通知することと、第１の無線ビーム
から第２の無線ビームへの切り替え指示を、第１の無線ビームによって、Ｌ１／Ｌ２シグ
ナリングまたはＭＡＣシグナリングを用いて、通信端末装置に通知することと、を行う、
通信システムが提供される。前述において、ＤＵは、ＲＬＣ（Radio Link Control）機能
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を有していてもよい。また、他の例として、基地局装置は、複数の無線ビームを出力する
機能、ＭＡＣ機能を有しており、基地局装置は、第２のＲＲＣパラメータを通信端末装置
に通知することと、第１の無線ビームから第２の無線ビームへの切り替え指示を、第１の
無線ビームによって、通信端末装置に通知することと、を行う、通信システムが提供され
る。
【０４５３】
　また、以下の変形例１～４で述べるように、様々な変形が提供される。
【０４５４】
　実施の形態４の変形例１．
　実施の形態４においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０４５５】
　前述における、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータは、実施の
形態２の変形例１と同じとしてもよい。
【０４５６】
　本変形例１において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態４と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラ
メータ通知の方法は、実施の形態４に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用して
もよい。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０４５７】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。パラメータの通知方法についても、実施の形態４と同様でよい。このようにす
ることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号の受信を容易に
することができる。
【０４５８】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０４５９】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメ
ータのＵＥへの通知に、ＴＲＰ／ビーム切り替えによるパラメータ切り替えであることを
示す識別子を含めてもよい。ＵＥは、変更前のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関する
ＲＲＣパラメータを保持してもよい。このようにすることで、ＵＥは、ＴＲＰ／ビーム切
り替え前のＡｃｋ／Ｎａｃｋ送信において、パラメータ変更による移動元ＴＲＰ／ビーム
へのＡｃｋ／Ｎａｃｋ送信の信頼性低下を防ぐことができる。
【０４６０】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメ
ータについて、移動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わ
ないでもよい。このようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減する
ことができる。
【０４６１】
　実施の形態４と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保
持してもよい。ＲＲＣパラメータの初期値は、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予
めＲＲＣシグナリングで通知してもよい。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータ
の値を、初期値に戻すか、あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵか
らＵＥに予め通知してもよい。あるいは、初期値に戻すか、あるいは保持するかについて
の情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知してもよい。このことにより、実施
の形態４と同様の効果を得ることができる。
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【０４６２】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメ
ータと切り替え指示とを一緒にＵＥに通知してもよい。このことにより、ビーム／ＴＲＰ
切り替えにおけるシグナリング量を削減することができる。
【０４６３】
　あるいは、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータの通知
後に、切り替え指示をＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥにおいてビーム／Ｔ
ＲＰ切り替え後に変更前のパラメータが適用されることを回避することが可能となり、Ｕ
Ｅからの反復Ａｃｋ／Ｎａｃｋ不達をもたらすこと、および、ＵＥからの反復Ａｃｋ／Ｎ
ａｃｋ不達がＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知の信頼性を低下させることを、回避することができる
。
【０４６４】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関
するＲＲＣパラメータをＵＥに通知してもよい。この場合において、ＣＵは、切り替え指
示と併せて、切り替えタイミングをＵＥに通知するとよい。このことにより、ＵＥにおい
て通信先のビーム／ＴＲＰを切り替える処理に時間を要する場合についても、円滑な切り
替えを可能とする。
【０４６５】
　ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／
Ｌ２シグナリングを用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ
通知を迅速に行うことができる。
【０４６６】
　あるいは、ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータ
を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能とな
るので、パラメータを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われ
るので、パラメータ通知の信頼性が向上する。
【０４６７】
　実施の形態４と同様、移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、パラメータの送達確認が取れたこ
とを示す情報を通知してもよい。前述の情報の通知は、パラメータの通知にＭＡＣシグナ
リングを用いている場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、切り替え指示を
ＵＥに通知してもよい。このようにすることによって、パラメータの不達によるＵＥから
の反復Ａｃｋ／Ｎａｃｋ不達を回避し、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ送信の信頼性を高めることがで
きる。
【０４６８】
　また、切り替え通知についても、実施の形態４と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０４６９】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示の
シーケンスの一例として、図１１のステップＳＴ３００１およびＳＴ３００２におけるＳ
Ｒに関するパラメータを、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメータに置き換
えればよい。
【０４７０】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメ
ータの通知を、複数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、
パラメータの通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示につい
ても同様である。
【０４７１】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからの下りユーザデータに対するＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋの通知を、移動元ビーム／ＴＲＰに対しても移動先ビーム／ＴＲＰに対して
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も行わなくてもよい。前述のＵＥの動作は、下りユーザデータとＡｃｋ／Ｎａｃｋとの間
にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、前
述の下りユーザデータを移動先ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。移動先ビーム／ＴＲＰ
は、前述の下りユーザデータをＵＥに送信してもよい。このようにすることによって、ビ
ーム／ＴＲＰ切り替えによる下りユーザデータの欠落を防ぐことができる。
【０４７２】
　他の例として、ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからの下りユーザデー
タに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して行ってもよい。前
述のＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知は、下りユーザデータとＡｃｋ／Ｎａｃｋとの間にビーム／
ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、前述のＡｃｋ
／Ｎａｃｋ受信結果を移動元ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。このようにすることによ
って、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下りユーザデータに関するシグナリング
量を削減することができる。
【０４７３】
　前述において、移動元ビーム／ＴＲＰは、前述の下りユーザデータを移動先ビーム／Ｔ
ＲＰに転送してもよい。前述の転送は、下りユーザデータに対してＵＥからＮａｃｋの通
知を受信したときに行ってもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、転送された下りユーザデー
タを用いてＵＥに再送を行ってもよい。このようにすることによって、ビーム／ＴＲＰ切
り替えにおける下りユーザデータの再送処理を円滑に行うことができる。
【０４７４】
　移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋの判断について、自ビー
ム／ＴＲＰにおける受信結果のみを用いてもよいし、移動先ビーム／ＴＲＰにおける受信
結果と併せて用いてもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、ＵＥからのＡｃｋ／Ｎａｃｋ受信
結果を移動元ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。前述の動作は、ＵＥから移動元ビーム／
ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの間にビーム／ＴＲＰが切り替わった時に行
うとよい。移動元ビーム／ＴＲＰにおける受信結果のみを用いることによって、ＵＥから
のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの受信動作を迅速に行うことができる。移動先ビーム
／ＴＲＰにおける受信結果と併せて用いることによって、移動元ビーム／ＴＲＰにおける
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの信頼性を高めることができる。移動元ビーム／ＴＲＰ
が自ビーム／ＴＲＰにおける受信結果のみを用いるか、移動先ビーム／ＴＲＰにおける受
信結果と併せて用いるかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵにて適宜切り替えてもよ
い。ＣＵにて適宜切り替えることにより、例えば、移動元ビーム／ＴＲＰにおける伝搬状
況に応じて適切な受信動作を選択することができるため、ｇＮＢにおけるＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋレペティションの受信処理の柔軟性を高めることができる。
【０４７５】
　前述において、移動元ビーム／ＴＲＰの代わりに移動先ビーム／ＴＲＰがＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋレペティションの受信処理を行ってもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、自ビーム／Ｔ
ＲＰにおける受信結果のみを用いてもよいし、移動元ビーム／ＴＲＰにおける受信結果と
併せて用いてもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥからのＡｃｋ／Ｎａｃｋ受信結果を
移動元ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。このようにすることによって、前述と同様の効
果を得ることができる。移動先ビーム／ＴＲＰが自ビーム／ＴＲＰにおける受信結果のみ
を用いるか、移動先ビーム／ＴＲＰにおける受信結果と併せて用いるかについて、規格で
定めてもよいし、ＣＵにて適宜切り替えてもよい。
【０４７６】
　前述において、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ受信動作を移動元ビーム／ＴＲＰ、移動先ビーム／Ｔ
ＲＰのどちらが行うか、規格で定めてもよいし、予めＣＵが決定してもよい。このように
することによって、移動元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとの間におけるＡｃｋ
／Ｎａｃｋの受信結果の齟齬による誤動作を防ぐことができる。
【０４７７】
　移動先ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから移動元ビーム／ＴＲＰに送信されたＡｃｋ／Ｎａｃ
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ｋレペティションを用いた下りユーザデータのＵＥへの再送を行ってもよい。該再送は、
ＵＥから移動元ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションと、ＵＥへの下りユ
ーザデータの再送との間で、ビーム／ＴＲＰが切り替わった時に行ってもよい。移動元ビ
ーム／ＴＲＰは移動先ビーム／ＴＲＰに、再送データを転送してもよい。このことによっ
て、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下りユーザデータ再送処理を円滑に行うこ
とができる。
【０４７８】
　本変形例１を用いることで、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメー
タのＵＥへの通知に関して、実施の形態４と同じ効果を得ることができる。
【０４７９】
　実施の形態４の変形例２．
　実施の形態４においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０４８０】
　前述における、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２の変形例２と同じと
してもよい。
【０４８１】
　本変形例２において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態４と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＳＲＳに関するＲＲＣパラメータ通知の方法は、実施
の形態４に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このことにより、
実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０４８２】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。パラメータの通知方法についても、実施の形態４と同様でよい。このようにす
ることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号の受信を容易に
することができる。
【０４８３】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０４８４】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に、Ｔ
ＲＰ／ビーム切り替えによるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含めてもよい
。ＵＥは、変更前のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを保持してもよい。このようにする
ことで、ＵＥは、ＴＲＰ／ビーム切り替え前のＳＲＳ送信において、ＳＲＳ不達によって
発生するランダムアクセス動作および上り通信レート低下を防ぐことができる。
【０４８５】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて、移動先ビー
ム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このように
することで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０４８６】
　実施の形態４と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＳＲＳ
に関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。ＲＲＣパラ
メータの初期値は、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通
知してもよい。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、
あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよ
い。あるいは、初期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに
切り替え指示と併せて通知してもよい。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得
ることができる。
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【０４８７】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータと切り替え指示とを一
緒にＵＥに通知してもよい。このことにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えにおけるシグナリ
ング量を削減することができる。
【０４８８】
　あるいは、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータの通知後に、切り替え指示をＵＥ
に通知してもよい。このことにより、ＵＥにおいてビーム／ＴＲＰ切り替え後に変更前の
ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータが適用されることを回避することが可能となり、ＵＥか
らのＳＲＳ不達をもたらすこと、および、ＵＥからのＳＲＳ不達がランダムアクセス動作
を発生させ、上り通信レートを低下させることを、回避することができる。
【０４８９】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータをＵ
Ｅに通知してもよい。この場合において、ＣＵは、切り替え指示と併せて、切り替えタイ
ミングをＵＥに通知するとよい。このことにより、ＵＥにおいて通信先のビーム／ＴＲＰ
を切り替える処理に時間を要する場合についても、円滑な切り替えを可能とする。
【０４９０】
　ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いて
ＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行うことがで
きる。
【０４９１】
　あるいは、ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナリングを
用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメータを少な
いシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の
信頼性が向上する。
【０４９２】
　実施の形態４と同様、移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、パラメータの送達確認が取れたこ
とを示す情報を通知してもよい。前述の情報の通知は、パラメータの通知にＭＡＣシグナ
リングを用いている場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、切り替え指示を
ＵＥに通知してもよい。このようにすることによって、パラメータの不達によるＵＥから
のＳＲＳ不達を回避し、ランダムアクセス動作の発生および上り通信レートの低下を防ぐ
ことができる。
【０４９３】
　また、切り替え通知についても、実施の形態４と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０４９４】
　ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示のシーケンスの一例として、
図１１のステップＳＴ３００１およびＳＴ３００２におけるＳＲに関するパラメータを、
ＳＲＳに関するパラメータに置き換えればよい。
【０４９５】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＵＥへのＳＲＳに関するパラメータの通知を、複数回送っ
てもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、パラメータ通知の信頼性を
高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示についても同様である。
【０４９６】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＳＲＳ送信指示に対するＳＲＳ送信を、移
動先ビーム／ＴＲＰに対して行ってもよい。前述における、ＵＥから移動先ビーム／ＴＲ
ＰへのＳＲＳ送信は、ＳＲＳ送信指示とＳＲＳ送信との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発
生するときに行ってもよい。また、前述におけるＳＲＳ送信は、非周期的（Aperiodic）
なＳＲＳ送信について行ってもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、移動先ビーム／ＴＲＰに
、ＵＥに対してＳＲＳ送信を指示したことを通知してもよい。このことにより、ＣＵおよ
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びＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときのＳＲＳ送信処理を円滑に行う
ことができる。
【０４９７】
　前述において、ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＳＲＳ送信指示を無効とし
てもよい。このようにすることによって、移動元ビーム／ＴＲＰから移動先ビーム／ＴＲ
Ｐに対するシグナリングを削減することができる。
【０４９８】
　移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから自ビームに送信したＳＲＳを無効としてもよい。Ｓ
ＲＳを無効とする動作は、ＳＲＳ送信の後にビーム／ＴＲＰが切り替わったときに行うと
よい。このことによって、移動先ビーム／ＴＲＰは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状
況に適したスケジューリングを行うことができるようになる。
【０４９９】
　本変形例２を用いることで、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に関して
、実施の形態４と同じ効果を得ることができる。
【０５００】
　実施の形態４の変形例３．
　実施の形態４においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０５０１】
　前述における、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２の変形例３
と同じとしてもよい。
【０５０２】
　本変形例３において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態４と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータ通知の方法
は、実施の形態４に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このこと
により、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５０３】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。パラメータの通知方法についても、実施の形態４と同様でよい。このようにす
ることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号の受信を容易に
することができる。
【０５０４】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５０５】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通
知に、ＴＲＰ／ビーム切り替えによるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含め
てもよい。ＵＥは、変更前のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを保持してもよい
。このようにすることで、ＵＥは、ＴＲＰ／ビーム切り替え前のＣＱＩ／ＣＳＩ送信にお
いて、ＣＱＩ／ＣＳＩ不達によって発生する下り通信レート低下を防ぐことができる。
【０５０６】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて、移
動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。こ
のようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０５０７】
　ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲ
Ｃパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。ＲＲＣパラメータの初期
値は、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通知してもよい
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。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、あるいは保持
するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは
、初期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示
と併せて通知してもよい。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができ
る。
【０５０８】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータと切り替え指
示とを一緒にＵＥに通知してもよい。このことにより、ビーム／ＴＲＰ切り替えにおける
シグナリング量を削減することができる。
【０５０９】
　あるいは、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータの通知後に、切り替え指
示をＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥにおいてビーム／ＴＲＰ切り替え後に
変更前のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータが適用されることを回避することが可
能となり、ＵＥからのＣＱＩ／ＣＳＩ不達をもたらすこと、および、ＵＥからのＣＱＩ／
ＣＳＩ不達が下り通信レートを低下させることを、回避することができる。
【０５１０】
　あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメ
ータをＵＥに通知してもよい。この場合において、ＣＵは、切り替え指示と併せて、切り
替えタイミングをＵＥに通知するとよい。このことにより、ＵＥにおいて通信先のビーム
／ＴＲＰを切り替える処理に時間を要する場合についても、円滑な切り替えを可能とする
。
【０５１１】
　ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリング
を用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行う
ことができる。
【０５１２】
　あるいは、ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナ
リングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメー
タを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメー
タ通知の信頼性が向上する。
【０５１３】
　実施の形態４と同様、移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、パラメータの送達確認が取れたこ
とを示す情報を通知してもよい。前述の情報の通知は、パラメータの通知にＭＡＣシグナ
リングを用いている場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、切り替え指示を
ＵＥに通知してもよい。このようにすることによって、パラメータの不達によるＵＥから
のＣＱＩ／ＣＳＩ不達を回避し、下り通信レートの低下を防ぐことができる。
【０５１４】
　また、切り替え通知についても、実施の形態４と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５１５】
　ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータ通知および切り替え指示のシーケンスの一例
として、図１１のステップＳＴ３００１およびＳＴ３００２におけるＳＲに関するパラメ
ータを、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータに置き換えればよい。
【０５１６】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＵＥへのＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータの通知を、複
数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、パラメータ通知の
信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示についても同様である。
【０５１７】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示に対するＣＱＩ／
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ＣＳＩ送信を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して行ってもよい。前述における、ＵＥから移
動先ビーム／ＴＲＰへのＣＱＩ／ＣＳＩ送信は、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示とＣＱＩ／ＣＳ
Ｉ送信との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。また、前述にお
けるＣＱＩ／ＣＳＩ送信は、非周期的（Aperiodic）なＣＱＩ／ＣＳＩ送信について行っ
てもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥにＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示を行ったことを示す
情報を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して通知してもよい。このことにより、移動元ビーム
／ＴＲＰ、移動先ビーム／ＴＲＰおよびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生す
るときのＣＱＩ／ＣＳＩ送信処理を円滑に行うことができる。
【０５１８】
　移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから自ビームに送信したＣＱＩ／ＣＳＩを無効としても
よい。ＣＱＩ／ＣＳＩを無効とする動作は、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信の後にビーム／ＴＲＰが
切り替わったときに行うとよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥにＣＱＩ／ＣＳＩ送信指
示を行ったことを示す情報を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して通知してもよい。移動先ビ
ーム／ＴＲＰはＵＥに、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示を再送してもよい。ＵＥは、移動先ビー
ム／ＴＲＰに対してＣＱＩ／ＣＳＩを再送してもよい。このことによって、移動先ビーム
／ＴＲＰは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状況に適したスケジューリングを行うこと
ができるようになる。
【０５１９】
　本変形例３を用いることで、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知
に関して、実施の形態４と同じ効果を得ることができる。
【０５２０】
　実施の形態４の変形例４．
　実施の形態４においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０５２１】
　前述における、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータとして、以下の（１）～（８）を示す
。
【０５２２】
　（１）ＲＬＣ　ＰＤＵの再送要否を判断するためのタイマ。例えば、非特許文献１２に
記載のＴ－ＰｏｌｌＲｅｔｒａｎｓｍｉｔ。
【０５２３】
　（２）ＲＬＣの送信側エンティティが受信側エンティティにポーリング（Polling）を
送る間隔として用いるＲＬＣ　ＰＤＵ個数。例えば、非特許文献１２に記載のＰｏｌｌＰ
ＤＵ。
【０５２４】
　（３）ＲＬＣの送信側エンティティが受信側エンティティにポーリング（Polling）を
送る間隔として用いるＲＬＣ　ＰＤＵデータ量。例えば、非特許文献１２に記載のＰｏｌ
ｌＢｙｔｅ。
【０５２５】
　（４）ＲＬＣのＡＲＱにおける最大再送回数。例えば、非特許文献１２に記載のｍａｘ
ＲｅｔｘＴｈｒｅｓｈｏｌｄ。
【０５２６】
　（５）ＲＬＣ　ＰＤＵのリオーダリングに用いるタイマ。例えば、非特許文献１２に記
載のＴ－ｒｅｏｒｄｅｒｉｎｇ。
【０５２７】
　（６）ＲＬＣ　ステータスＰＤＵの最小送信間隔。例えば、非特許文献１２に記載のＴ
－ＳｔａｔｕｓＰｒｏｈｉｂｉｔ。
【０５２８】
　（７）ＲＬＣ　ＰＤＵのシーケンス番号のサイズ。例えば、非特許文献１２に記載のＳ
Ｎ－ＦｉｅｌｄＬｅｎｇｔｈ。
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【０５２９】
　（８）前述の（１）～（７）の組み合わせ。
【０５３０】
　前述の（１）によれば、例えば、伝搬環境が不安定なビーム／ＴＲＰにおいて、ＲＬＣ
　ＰＤＵの再送要否を判断するためのタイマの値を小さくすることによって、ＵＥとＣＵ
の間の通信における遅延を小さくすることができる。
【０５３１】
　前述の（２）によれば、例えば、伝搬環境が不安定なビーム／ＴＲＰにおいてポーリン
グ間のＲＬＣ　ＰＤＵ個数を小さくすることによって、ＵＥとＣＵの間の通信における遅
延を小さくすることができる。
【０５３２】
　前述の（３）によれば、例えば、伝搬環境が不安定なビーム／ＴＲＰにおいてポーリン
グ間のＲＬＣ　ＰＤＵサイズを小さくすることによって、ＵＥとＣＵの間の通信における
遅延を小さくすることができる。
【０５３３】
　前述の（４）によれば、例えば、伝搬環境が不安定なビーム／ＴＲＰにおいてＲＬＣＰ
ＤＵの最大再送回数を大きくすることによって、ＲＬＣ　ＰＤＵ送受信の信頼性を高める
ことができる。
【０５３４】
　前述の（５）によれば、例えば、伝搬環境が不安定なビーム／ＴＲＰにおいてリオーダ
リングに用いるタイマの値を大きくすることによって、ＲＬＣ　ＰＤＵの欠落を防ぐこと
ができる。
【０５３５】
　前述の（６）によれば、例えば、伝搬環境が不安定なビーム／ＴＲＰにおいてステータ
スＰＤＵの送信間隔を短くすることによって、低遅延、かつ、高信頼性な通信を確保する
ことができる。
【０５３６】
　前述の（７）によれば、例えば、伝搬環境が不安定なビーム／ＴＲＰにおいてシーケン
ス番号のサイズを大きくすることによって、ＲＬＣ　ＰＤＵの欠落を防ぐことができる。
【０５３７】
　本変形例１において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態４と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＲＬＣに関するＲＲＣパラメータ通知の方法は、実施
の形態４に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このことにより、
実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５３８】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。パラメータの通知方法についても、実施の形態４と同様でよい。このようにす
ることで、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５３９】
　ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、Ｌ１／Ｌ２シグ
ナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このことにより、実施
の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５４０】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に、Ｔ
ＲＰ／ビーム切り替えによるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含めてもよい
。ＵＥは、変更前のＲＬＣに関するＲＲＣパラメータを保持し、ＴＲＰ／ビーム切り替え
後に変更後のパラメータを用いてもよい。このようにすることで、ＴＲＰ／ビーム切り替
え前において、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータの変更に伴って発生するＵＥおよび移動
元ビーム／ＴＲＰのＲＬＣ再構築を防ぐことができ、それに伴う通信ロスを防ぐことがで
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きる。
【０５４１】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータについて、移動先ビー
ム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このように
することで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０５４２】
　実施の形態４と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＲＬＣ
に関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。該初期値は
、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通知してもよい。前
述において、初期値に戻すか、あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、Ｃ
ＵからＵＥに予め通知してもよいし、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知してもよ
い。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５４３】
　実施の形態４と同様、ＣＵは、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータと切り替え指示とを一
緒にＵＥに通知してもよいし、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータの通知後に、切り替え指
示をＵＥに通知してもよい。あるいは、ＣＵは、切り替え指示の通知の後に、ＲＬＣに関
するＲＲＣパラメータをＵＥに通知してもよい。この場合において、ＣＵは、切り替え指
示と併せて、切り替えタイミングをＵＥに通知するとよい。このことにより実施の形態４
と同様の効果を得ることができる。
【０５４４】
　ＣＵは、前述のＲＬＣに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いて
ＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行うことがで
きる。
【０５４５】
　あるいは、ＣＵは、前述のＲＬＣに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナリングを
用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメータを少な
いシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の
信頼性が向上する。
【０５４６】
　実施の形態４と同様、移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、パラメータの送達確認が取れたこ
とを示す情報を通知してもよい。前述の情報の通知は、パラメータの通知にＭＡＣシグナ
リングを用いている場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、切り替え指示を
ＵＥに通知してもよい。このようにすることによって、パラメータの不達によるＲＬＣの
誤動作を防ぐことができる。
【０５４７】
　また、切り替え通知についても、実施の形態４と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０５４８】
　実施の形態４と同様、ＣＵはＲＬＣに関するパラメータの通知を、複数回送ってもよい
し、送信電力を増加させてもよい。このことにより、パラメータの通知の信頼性を高める
ことができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示についても同様である。
【０５４９】
　ＣＵおよびＵＥは、切り替え指示の通知とともにユーザデータの送受信を止めてもよい
。ＣＵおよびＵＥは、ビーム／ＴＲＰ切り替え完了後にユーザデータの送受信を再開して
もよい。このようにすることによって、ＲＬＣ再構築によるデータの欠落を防ぐことがで
きる。
【０５５０】
　本変形例４を用いることで、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知を迅速に
行うことができる。また、ビーム／ＴＲＰの伝搬環境に応じて適切な値を設定可能となる
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ため、ＲＬＣレイヤにおける通信の遅延が低減し、かつ、信頼性が向上する。
【０５５１】
　実施の形態５．
　実施の形態４においては、例えば、ＣＵがＰＤＣＰを有し、ＤＵがＲＬＣ、ＭＡＣおよ
びＰＨＹを有する場合、あるいは、ＣＵがＰＤＣＰおよびＨ－ＲＬＣを有し、ＤＵがＬ－
ＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰＨＹを有する場合において、移動元ビーム／ＴＲＰからＲＲＣパ
ラメータをＵＥに通知することを示した。前述の場合について、移動先ビーム／ＴＲＰか
らＲＲＣパラメータをＵＥに通知してもよい。
【０５５２】
　移動先ビーム／ＴＲＰは、ＲＲＣパラメータをＵＥに通知する。移動元ビーム／ＴＲＰ
は、ＵＥへの切り替え指示を通知する。
【０５５３】
　移動先ビーム／ＴＲＰからＵＥへのＲＲＣパラメータの通知は、移動元ビーム／ＴＲＰ
からＵＥへの切り替え通知の後に行うとよい。このようにすることで、ＵＥは通信先ビー
ム／ＴＲＰを切り替えた後で、ＲＲＣパラメータを円滑に取得することが可能となる。
【０５５４】
　ＲＲＣパラメータは、実施の形態２と同様、非特許文献１２の６．３．２節に示すもの
であってもよい。ＲＲＣパラメータは、例えば、ＳＲに関するものであってもよいし、Ａ
ｃｋ／Ｎａｃｋレペティション（repetition）に関するものであってもよいし、サウンデ
ィング参照信号（Sounding Reference Signal：ＳＲＳ）に関するものでもよいし、ＣＱ
Ｉ／ＣＳＩに関するものでもよい。
【０５５５】
　前述における、ＳＲに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２において（１）～（３
）に示したものであってもよい。また、実施の形態２と同様、ＣＵはＵＥに対し、ＳＲに
関するＲＲＣパラメータとして、ＳＲの最大再送回数を示すパラメータを通知してもよい
し、通知しなくてもよい。このことによって、実施の形態２と同様の効果を得ることがで
きる。
【０５５６】
　ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知してもよい。ビームスイ
ーピングに必要なパラメータは、実施の形態１に示すものとしてもよい。ビームスイーピ
ングに必要なパラメータの通知は、移動元ビーム／ＴＲＰを介して行ってもよい。ビーム
スイーピングに必要なパラメータは、移動先ビーム／ＴＲＰにおけるパラメータとしても
よい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング
信号の受信を容易にすることができる。
【０５５７】
　移動先ビーム／ＴＲＰからＵＥに対するＲＲＣパラメータ通知には、実施の形態２と同
様、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。こ
のことにより、ビームスイーピングに必要なパラメータを迅速に通知することが可能とな
る。
【０５５８】
　あるいは前述において、実施の形態３と同様、ＲＲＣシグナリングを用いてもよい。こ
のことにより、ＲＲＣパラメータを予めＣＵからＵＥに通知することが可能となるため、
ビーム／ＴＲＰ切り替え時におけるＲＲＣパラメータ通知が不要となる。これによりシグ
ナリング量を少なくすることが可能となる。
【０５５９】
　移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥに対する切り替え指示の通知の方法には、実施の形態２
と同様、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい
。このことにより、ＵＥへのビーム／ＴＲＰ切り替え通知を迅速に行うことができる。ま
た、ＭＡＣシグナリングを用いることにより、前述の通知の信頼性を向上させることがで
きる。
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【０５６０】
　実施の形態５と同様、移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、切り替え指示の送達確認が取れた
ことを示す情報を通知してもよい。前述の情報の通知は、切り替え指示の通知にＭＡＣシ
グナリングを用いている場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、ビーム／Ｔ
ＲＰを切り替えてもよい。このようにすることによって、切り替え指示の不達時のビーム
／ＴＲＰ切り替えを防ぐことができるため、ＵＥのＣＵとのリンク喪失によるＲＬＦ発生
を回避することができる。
【０５６１】
　ＣＵは、ＲＲＣパラメータについて、移動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いる
パラメータの通知を行わないでもよい。このようにすることで、パラメータ通知によるシ
グナリング量を削減することができる。
【０５６２】
　前述の、ＭＡＣシグナリングを用いた切り替え指示の通知において、実施の形態２と同
様、ＣＵは、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへの切り替え指示のＨＡＲＱ再送回数超過時
に、ビーム／ＴＲＰを切り替えてもよい。ビーム／ＴＲＰの切り替えは、切り替え指示に
対するＵＥからのＡｃｋ／Ｎａｃｋが判別不能である場合に行うとよい。このことによっ
て、移動元ビーム／ＴＲＰが切り替え指示に対するＵＥからのＡｃｋ信号を受信し損ねた
場合について、ＵＥにおける通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えとともにｇＮＢにおいてもビ
ーム／ＴＲＰを切り替えることができる。それにより、ＵＥにおけるｇＮＢとのリンク喪
失を防ぐことができる。
【０５６３】
　実施の形態２と同様、ＵＥは、上り信号を移動元のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。
上り信号は、ＣＵからの切り替え指示のＬ１／Ｌ２シグナリングに対する応答であっても
よい。上り信号として、応答用のＬ１／Ｌ２シグナリングを新たに設けてもよい。前述の
応答として、新しい上り制御情報（ＵＣＩ）を設けてもよい。このことによって、実施の
形態２に記載したことと同様の効果を得ることができる。
【０５６４】
　新しいＵＣＩについては、実施の形態２と同様としてもよい。このことにより、実施の
形態２と同様の効果を得ることができる。
【０５６５】
　前述において、実施の形態４と同様、移動元ビーム／ＴＲＰは、ＣＵに対し、応答用の
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを受信したことを示す情報を通知してもよい。このことにより、
ＵＥが切り替え指示を正しく受信したことをＣＵが把握することができるので、ビーム／
ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことができる。
【０５６６】
　移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへの、ＭＡＣシグナリングを用いた切り替え指示の通知
に関して、移動元ビーム／ＴＲＰは、切り替え指示の通知に対してＡｃｋを受信したこと
を示す情報を、ＣＵに対して通知してもよい。ＣＵは、通知された情報を用いて、使用す
るビーム／ＴＲＰを切り替えてもよい。このことにより、ＵＥが切り替え指示を正しく受
信したことをＣＵが把握することができるので、ビーム／ＴＲＰ切り替えを円滑に行うこ
とができる。
【０５６７】
　実施の形態２と同様、ＵＥは、上り信号を移動先のビーム／ＴＲＰに送信してもよい。
上り信号は、ＵＥにおけるビーム／ＴＲＰ切り替えの確認用の信号としてもよい。確認用
の信号を、ＳＲの周波数リソースを用いて送信してもよい。あるいは、ＳＲを、確認用の
信号として送信してもよい。このことによって、移動先ビーム／ＴＲＰは、ＵＥの通信先
ビーム／ＴＲＰを切り替えたことを確認したうえで、ＲＲＣパラメータを通知することが
できる。それにより、ＲＲＣパラメータ通知のＵＥへの送達の信頼性が向上する。
【０５６８】
　ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰへのＳＲ送信、ＳＲ用共通リソース、および、ＳＲＳ送
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信については、実施の形態２と同じであるため、記載を省略する。
【０５６９】
　ＣＵがＵＥにおける通信先ビーム／ＴＲＰ切り替えの有無の判断することについては、
実施の形態２と同じであるため、記載を省略する。
【０５７０】
　送信元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥへの切り替え指示通知を複数回送信してもよいし、電力
を増加させてもよい。このことにより、切り替え指示通知の信頼性を向上させることがで
きる。
【０５７１】
　送信先ビーム／ＴＲＰは、ＵＥへのパラメータの通知を、複数回行ってもよいし、電力
を増加させてもよい。このことにより、前述のパラメータ通知の信頼性を向上させること
ができる。
【０５７２】
　ＵＥからのＳＲ送信について、移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから受信したＳＲを無効
としてもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＳＲ受信と上りスケ
ジューリンググラント送信との間に発生するときに、ＳＲを無効としてもよい。前述にお
いて、ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰにＳＲを再送してもよい。ＵＥからのＳＲ再送は、
移動先ビーム／ＴＲＰからＳＲに関するＲＲＣパラメータを受信した後に行うとよい。こ
のことによって、ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰに送信する再送ＳＲが、移動先ビーム／
ＴＲＰにて不達となることを、回避することができる。
【０５７３】
　あるいは、前述において、移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから受信したＳＲを有効とし
てもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ＳＲを移動先ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。こ
の転送は、ＣＵを経由してもよい。前述において、ＳＲの代わりに、ＳＲを受信したこと
を示す情報を用いてもよい。このようにすることによって、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＳ
Ｒ受信と上りスケジューリンググラント送信との間に発生するときにおいても、ＵＥにお
ける、ＳＲ送信と、上りスケジューリンググラント受信と、上りユーザデータ送信とを含
む一連の流れを円滑に行うことができる。このことにより、移動先ビーム／ＴＲＰからＳ
Ｒに関するＲＲＣパラメータが通知されるのを待たずに、上りスケジューリンググラント
を受信し、上りユーザデータ送信を行うことができる。それにより、上りユーザデータ通
信における遅延を少なくすることができる。
【０５７４】
　移動先ビーム／ＴＲＰはＵＥに、上りスケジューリンググラントとＳＲに関するＲＲＣ
パラメータとを同時に通知してもよい。このことにより、移動先ビーム／ＴＲＰからＵＥ
へのシグナリング量を少なくすることができるとともに、上りユーザデータ通信における
遅延を少なくすることができる。
【０５７５】
　ＣＵからＵＥへの上りスケジューリンググラント通知について、ＣＵおよびＵＥは、移
動元ビーム／ＴＲＰから送信された上りスケジューリンググラントを無効としてもよい。
ＣＵおよびＵＥは、ビーム／ＴＲＰ切り替えが上りスケジューリンググラントと上りユー
ザデータとの間に発生するときに、上りスケジューリンググラントを無効としてもよい。
前述において、移動先ビーム／ＴＲＰはＵＥに、上りスケジューリンググラントを再送し
てもよい。上りスケジューリンググラントの再送において、移動元ビーム／ＴＲＰは、移
動先ビーム／ＴＲＰに、ＵＥに対する上りスケジューリンググラントの再送を要求しても
よい。あるいは、ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰに対し、ＳＲ送信からやり直してもよい
。ＳＲの再送は、ＣＵからＵＥへのＲＲＣパラメータ通知を受信した後に行うとよい。こ
のことによって、ＵＥからの再送ＳＲがＣＵにて不達となることを防ぐことができる。
【０５７６】
　前述において、ＵＥがＳＲ送信からやり直すかどうかについて、規格で定めてもよいし
、あるいは、ＣＵからＵＥに通知してもよい。ｇＮＢからＵＥへの通知は、予めＲＲＣシ
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グナリングで行ってもよいし、ＭＡＣシグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２シグナ
リングで行ってもよい。前述の通知は、ＭＡＣシグナリングあるいはＬ１／Ｌ２シグナリ
ングで行う例では、切り替え通知と併せて行ってもよい。このことにより、ＵＥは、上り
ユーザデータ送信に用いる移動先ビーム／ＴＲＰの上りリソース使用状況に応じた上りス
ケジューリンググラントを受信することが可能となる。
【０５７７】
　あるいは、前述の、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥへの上りスケジューリンググラント
通知後のビーム／ＴＲＰ切り替えについて、ＣＵおよびＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰか
ら送信された上りスケジューリンググラントを有効としてもよい。ＵＥは、上りスケジュ
ーリンググラントを用いて、移動先ビーム／ＴＲＰに上りユーザデータを送信してもよい
。このことにより、ＣＵ、ＵＥ間のシグナリング量を削減することができる。
【０５７８】
　前述における上りスケジューリンググラントを有効とするかどうかを、規格で定めても
よいし、あるいは、ＣＵからＵＥに通知してもよい。ｇＮＢからＵＥへの通知は、予めＲ
ＲＣシグナリングで行ってもよいし、ＭＡＣシグナリングで行ってもよいし、Ｌ１／Ｌ２
シグナリングで行ってもよい。上りスケジューリンググラントを有効にする場合の例とし
て、スケジューリンググラントにて示される上りリソースを、移動先ビーム／ＴＲＰが該
ＵＥに対して使用可能である場合としてもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、移動先ビーム
／ＴＲＰに、上りスケジューリンググラントについての情報を通知してもよい。このこと
により、移動先ビーム／ＴＲＰは、上りスケジューリンググラントを有効にするか無効に
するかを判断することができるようになるので、柔軟なスケジューリングが可能となる。
【０５７９】
　前述の通知をＭＡＣシグナリングあるいはＬ１／Ｌ２シグナリングで行う例では、前述
の通知を切り替え通知と併せて行ってもよい。このことにより、ＣＵは、移動先ビーム／
ＴＲＰにおける上りリソース使用状況に応じたスケジューリングを、少ないシグナリング
で行うことが可能となる。
【０５８０】
　ＵＥからＣＵへの上りユーザデータ送信について、移動先ビーム／ＴＲＰは、移動元ビ
ーム／ＴＲＰがＵＥから受信した上りユーザデータに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを、ＵＥに
送信してもよい。前述における移動先ビーム／ＴＲＰからＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋ送信
は、ビーム／ＴＲＰ切り替えがＵＥからの上りユーザデータ送信と上りユーザデータに対
するＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知との間に発生するときに行ってもよい。前述において、移動元
ビーム／ＴＲＰは、上りユーザデータに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを示す情報を、移動先ビ
ーム／ＴＲＰに通知してもよい。このことによって、上りユーザデータ送信後のビーム／
ＴＲＰ切り替えを円滑に行うことができる。
【０５８１】
　また、移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから受信した上りユーザデータの復号結果に関す
る情報を、移動先ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。この情報は、例えば、上りユーザデ
ータの軟判定値であってもよい。このことによって、移動先ビーム／ＴＲＰは、上りユー
ザデータの初送受信結果と再送受信結果とを合成して復号することができる。それにより
、受信エラーとなる確率を低くすることができる。
【０５８２】
　本実施の形態５により、ＣＵがＰＤＣＰを有し、ＤＵがＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰＨＹを
有する場合、あるいは、ＣＵがＰＤＣＰおよびＨ－ＲＬＣを有し、ＤＵがＬ－ＲＬＣ、Ｍ
ＡＣおよびＰＨＹを有する場合についても、実施の形態２と同じ効果を得ることができる
。また、移動元ビーム／ＴＲＰとＵＥとの間の通信環境が急速に悪化する場合においても
、ＣＵからＵＥに対するＲＲＣパラメータ通知を行うことができる。その結果、例えば、
ＳＲの不達によるＵＥのランダムアクセス処理発生を抑えることができる。
【０５８３】
　実施の形態２と実施の形態３の組み合わせと同様、実施の形態４と本実施の形態５と組
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み合わせて用いてもよい。すなわち、ＣＵは、ＲＲＣパラメータを移動元ビーム／ＴＲＰ
と移動先ビーム／ＴＲＰとのどちらから送信するかを切り替えてもよい。このようにする
ことによって、ＣＵはＲＲＣパラメータを送信するビーム／ＴＲＰを通信環境に応じて柔
軟に変えることが可能となる。
【０５８４】
　実施の形態２と実施の形態３の組み合わせと同様、ＲＲＣパラメータを移動元ビーム／
ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとのどちらから送信するかについて、ＣＵは予めＵＥに準
静的に設定してもよいし、ＣＵから動的に設定してもよいし、規格により暗黙的に決定し
てもよい。このようにすることによって、実施の形態２と実施の形態３の組み合わせと同
様の効果を得ることができる。
【０５８５】
　実施の形態５において、ＣＵとＤＵが分離されている基地局装置を例として示したが、
ＣＵとＤＵが分離されていない基地局装置について適用してもよい。該基地局装置は、ビ
ーム間でＲＲＣパラメータを共有しない基地局装置であってもよい。また、該基地局装置
は、例えば、ビーム毎に異なるＨＡＲＱスケジューリングを行う基地局装置であってもよ
いし、ビーム毎に異なるＲＬＣレイヤを有する基地局装置であってもよいし、前述の両方
を組み合わせたものであってもよい。実施の形態５を該基地局装置に適用するにあたり、
ＣＵをｇＮＢに読み替えてもよい。このようにすることで、セル内のビーム間移動におい
てＲＲＣパラメータをｇＮＢから移動先ビームを介してＵＥに通知することを可能とし、
ビームによって空間分離がされているセルにおけるＵＥ収容数を増加させることができる
。また、ｇＮＢからＵＥにパラメータを迅速に通知することが可能となる。
【０５８６】
　実施の形態５によれば、実施の形態２と同様に、例えば、通信端末装置と、通信端末装
置と無線ビームを用いて無線通信を行う基地局装置とを含み、基地局装置によって構成さ
れるセルは、基地局装置の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、
通信端末装置が第１の無線ビームの圏内から第２の無線ビームの圏内に移動する場合、基
地局装置は、通信端末装置に対して用いるＲＲＣ（Radio Resource Control）パラメータ
を、第１の無線ビーム用の第１のＲＲＣパラメータから、第２の無線ビーム用の第２のＲ
ＲＣパラメータに変更する、通信システムが提供される。なお、複数の無線ビームは、図
８に例示したように複数のＤＵ（言い換えるとＴＲＰ）によって形成されてもよいし、１
つのＤＵによって形成されてもよいし、あるいは、ＣＵとＤＵが統合された基地局装置に
よって形成されてもよい。
【０５８７】
　この構成によれば、通信端末装置に対して用いる無線ビームの変更に応じて、通信端末
装置に対して用いるＲＲＣパラメータを変更する。このため、前述のように、通信端末装
置の収容数を増加させることができる。
【０５８８】
　ここで、上記構成は、前述のように、様々に変形することが可能である。特に実施の形
態５によれば、例えば、基地局装置は、複数の無線ビームを出力する少なくとも１つのＤ
Ｕ（Distributed Unit）と、少なくとも１つのＤＵを制御するＣＵ（Central Unit）とを
含み、少なくとも１つのＤＵがＭＡＣ（Medium Access Control）機能を有しており、基
地局装置は、第２のＲＲＣパラメータを、第２の無線ビームによって、Ｌ１／Ｌ２シグナ
リングまたはＭＡＣシグナリングを用いて、通信端末装置に通知することと、第１の無線
ビームから第２の無線ビームへの切り替え指示を、第１の無線ビームによって、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングまたはＭＡＣシグナリングを用いて、通信端末装置に通知することと、を
行う、通信システムが提供される。前述において、ＤＵは、ＲＬＣ（Radio Link Control
）機能を有していてもよい。また、他の例として、基地局装置は、複数の無線ビームを出
力する機能、ＭＡＣ機能を有しており、基地局装置は、第２のＲＲＣパラメータを、第２
の無線ビームによって、通信端末装置に通知することと、第１の無線ビームから第２の無
線ビームへの切り替え指示を、第１の無線ビームによって、通信端末装置に通知すること
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と、を行う、通信システムが提供される。
【０５８９】
　また、以下の変形例１～４で述べるように、様々な変形が提供される。
【０５９０】
　実施の形態５の変形例１．
　実施の形態５においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０５９１】
　前述における、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータは、実施の
形態２の変形例１と同じとしてもよい。
【０５９２】
　本変形例１において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態５と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動先ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラ
メータ通知の方法は、実施の形態５に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用して
もよい。このことにより、実施の形態５と同じ効果を得ることができる。
【０５９３】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。パラメータの通知方法についても、実施の形態３と同様でよい。このようにす
ることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピング信号の受信を容易に
することができる。
【０５９４】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態５と同じ効果を得ることができる。
【０５９５】
　実施の形態５と同様、ＣＵは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメ
ータについて、移動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わ
ないでもよい。このようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減する
ことができる。
【０５９６】
　実施の形態５と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保
持してもよい。ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、
あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよ
い。あるいは、初期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに
切り替え指示と併せて通知してもよい。このことにより、移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥ
へのパラメータ通知が失敗したときにおいても、ＵＥは初期値あるいは変更前のＲＲＣパ
ラメータを用いることができるため、ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋレペティションにおける信頼性を高めることができる。
【０５９７】
　ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／
Ｌ２シグナリングを用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ
通知を迅速に行うことができる。
【０５９８】
　あるいは、ＣＵは、前述のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメータ
を、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能とな
るので、パラメータを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われ
るので、パラメータ通知の信頼性が向上する。
【０５９９】
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　また、切り替え通知についても、実施の形態２と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
【０６００】
　移動元ビーム／ＴＲＰからＵＥに対する切り替え指示の通知の方法には、実施の形態５
と同様、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい
。このことにより、実施の形態５にて示したことと同様の効果を得ることができる。
【０６０１】
　実施の形態５と同様、移動元ＴＲＰは、ＣＵに対し、切り替え指示の送達確認が取れた
ことを示す情報を通知してもよい。前述の情報の通知は、切り替え指示の通知にＭＡＣシ
グナリングを用いている場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、ビーム／Ｔ
ＲＰを切り替えてもよい。このようにすることによって、切り替え指示の不達時のビーム
／ＴＲＰ切り替えを防ぐことができるため、ＵＥのｇＮＢとのリンク喪失によるＲＬＦ発
生を回避することができる。
【０６０２】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメ
ータの通知を、複数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへ
の切り替え指示についても同様である。
【０６０３】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからの下りユーザデータに対するＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋの通知を、移動元ビーム／ＴＲＰに対しても移動先ビーム／ＴＲＰに対して
も行わなくてもよい。前述のＵＥの動作は、下りユーザデータとＡｃｋ／Ｎａｃｋとの間
にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、前
述の下りユーザデータを移動先ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。移動先ビーム／ＴＲＰ
は、前述の下りユーザデータをＵＥに送信してもよい。このようにすることによって、ビ
ーム／ＴＲＰ切り替えによる下りユーザデータの欠落を防ぐことができる。
【０６０４】
　他の例として、ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＵからの下りユーザデー
タに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して行ってもよい。前
述のＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知は、下りユーザデータとＡｃｋ／Ｎａｃｋとの間にビーム／
ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、前述のＡｃｋ
／Ｎａｃｋ受信結果を移動元ビーム／ＴＲＰに通知してもよい。このようにすることによ
って、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下りユーザデータに関するシグナリング
量を削減することができる。
【０６０５】
　前述において、移動元ビーム／ＴＲＰは、前述の下りユーザデータを移動先ビーム／Ｔ
ＲＰに転送してもよい。前述の転送は、下りユーザデータに対してＵＥからＮａｃｋの通
知を受信したときに行ってもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、転送された下りユーザデー
タを用いてＵＥに再送を行ってもよい。このようにすることによって、ビーム／ＴＲＰ切
り替えにおける下りユーザデータの再送処理を円滑に行うことができる。
【０６０６】
　移動先ビーム／ＴＲＰからＵＥへの該下りユーザデータの再送は、ＣＵからＵＥへのＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメータ通知を受信した後に、行ってもよい。
このことにより、移動先ビーム／ＴＲＰは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションによって設
定される２回目以降のＡｃｋ／Ｎａｃｋを受信することが可能となるので、ＵＥから移動
先ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋ通知の信頼性を高めることができる。
【０６０７】
　ＵＥから移動先ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋの通知は、前述と同様、移動先ビ
ーム／ＴＲＰからＵＥへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するパラメータ通知を受
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信した後に、行ってもよい。このことにより、前述と同様の効果を得ることができる。
【０６０８】
　移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから受信したＡｃｋ／Ｎａｃｋの判断について、自ビー
ム／ＴＲＰにおける受信結果のみを用いてもよいし、移動先ビーム／ＴＲＰにおける受信
結果と併せて用いてもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、ＵＥからのＡｃｋ／Ｎａｃｋ受信
結果を移動元ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。前述の動作は、ＵＥから移動元ビーム／
ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの間にビーム／ＴＲＰが切り替わった時に行
うとよい。移動元ビーム／ＴＲＰにおける受信結果のみを用いることによって、ＵＥから
のＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの受信動作を迅速に行うことができる。移動先ビーム
／ＴＲＰにおける受信結果と併せて用いることによって、移動元ビーム／ＴＲＰにおける
Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションの信頼性を高めることができる。移動元ビーム／ＴＲＰ
が自ビーム／ＴＲＰにおける受信結果のみを用いるか、移動先ビーム／ＴＲＰにおける受
信結果と併せて用いるかについて、規格で定めてもよいし、ＣＵにて適宜切り替えてもよ
い。ＣＵにて適宜切り替えることにより、例えば、移動元ビーム／ＴＲＰにおける伝搬状
況に応じて適切な受信動作を選択することができるため、ｇＮＢにおけるＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋレペティションの受信処理の柔軟性を高めることができる。
【０６０９】
　前述において、移動元ビーム／ＴＲＰの代わりに移動先ビーム／ＴＲＰがＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋレペティションの受信処理を行ってもよい。移動先ビーム／ＴＲＰは、自ビーム／Ｔ
ＲＰにおける受信結果のみを用いてもよいし、移動元ビーム／ＴＲＰにおける受信結果と
併せて用いてもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥからのＡｃｋ／Ｎａｃｋ受信結果を
移動元ビーム／ＴＲＰに転送してもよい。このようにすることによって、前述と同様の効
果を得ることができる。移動先ビーム／ＴＲＰが自ビーム／ＴＲＰにおける受信結果のみ
を用いるか、移動先ビーム／ＴＲＰにおける受信結果と併せて用いるかについて、規格で
定めてもよいし、ＣＵにて適宜切り替えてもよい。
【０６１０】
　前述において、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ受信動作を移動元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／Ｔ
ＲＰとのどちらが行うか、規格で定めてもよいし、予めＣＵが決定してもよい。このよう
にすることによって、移動元ビーム／ＴＲＰと移動先ビーム／ＴＲＰとの間におけるＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋの受信結果の齟齬による誤動作を防ぐことができる。
【０６１１】
　移動先ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから移動元ビーム／ＴＲＰに送信されたＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋレペティションを用いた下りユーザデータのＵＥへの再送を行ってもよい。該再送は、
ＵＥから移動元ビーム／ＴＲＰへのＡｃｋ／Ｎａｃｋレペティションと、ＵＥへの下りユ
ーザデータの再送との間で、ビーム／ＴＲＰが切り替わった時に行ってもよい。移動元ビ
ーム／ＴＲＰは移動先ビーム／ＴＲＰに、再送データを転送してもよい。このことによっ
て、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときの下りユーザデータ再送処理を円滑に行うこ
とができる。
【０６１２】
　本変形例１を用いることで、Ａｃｋ／Ｎａｃｋレペティションに関するＲＲＣパラメー
タのＵＥへの通知に関して、実施の形態５と同じ効果を得ることができる。
【０６１３】
　実施の形態５の変形例２．
　実施の形態５においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０６１４】
　前述における、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２の変形例２と同じと
してもよい。
【０６１５】
　本変形例２において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
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知の方法および通知内容は、実施の形態５と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動先ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＳＲＳに関するＲＲＣパラメータ通知の方法は、実施
の形態５に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このことにより、
実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６１６】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピ
ング信号の受信を容易にすることができる。
【０６１７】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６１８】
　実施の形態５と同様、ＣＵは、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータについて、移動先ビー
ム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このように
することで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０６１９】
　実施の形態５と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＳＲＳ
に関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。ＵＥのビー
ム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、あるいは保持するかについ
て、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは、初期値に戻
すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知
してもよい。このことにより、実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６２０】
　ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いて
ＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行うことがで
きる。
【０６２１】
　あるいは、ＣＵは、前述のＳＲＳに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナリングを
用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメータを少な
いシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の
信頼性が向上する。
【０６２２】
　また、切り替え通知についても、実施の形態３と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６２３】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＵＥへのＳＲＳに関するパラメータの通知を、複数回送っ
てもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、ＳＲＳに関するパラメータ
通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示についても同様であ
る。
【０６２４】
　ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰへのＳＲＳ送信について、ＣＵから移動先ビーム／ＴＲ
Ｐを介して送信されるＳＲＳに関するパラメータを受信した後に、行ってもよい。このこ
とによって、ＵＥにおけるＳＲＳに関するパラメータの受信前に行う、移動先ビーム／Ｔ
ＲＰにて受信できないＳＲＳの送信を抑えることができる。
【０６２５】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＳＲＳ送信指示に対するＳＲＳ送信を、移
動先ビーム／ＴＲＰに対して行ってもよい。前述における、ＵＥから移動先ビーム／ＴＲ
ＰへのＳＲＳ送信は、ＳＲＳ送信指示とＳＲＳ送信との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発



(77) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40

50

生するときに行ってもよい。また、前述におけるＳＲＳ送信は、非周期的（Aperiodic）
なＳＲＳ送信について行ってもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、移動先ビーム／ＴＲＰに
、ＵＥに対してＳＲＳ送信を指示したことを通知してもよい。このことにより、ＣＵおよ
びＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときのＳＲＳ送信処理を円滑に行う
ことができる。
【０６２６】
　前述において、ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＳＲＳ送信指示を無効とし
てもよい。このようにすることによって、移動元ビーム／ＴＲＰから移動先ビーム／ＴＲ
Ｐに対するシグナリングを削減することができる。
【０６２７】
　移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから自ビームに送信したＳＲＳを無効としてもよい。Ｓ
ＲＳを無効とする動作は、ＳＲＳ送信の後にビーム／ＴＲＰが切り替わったときに行うと
よい。このことによって、移動先ビーム／ＴＲＰは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状
況に適したスケジューリングを行うことができるようになる。
【０６２８】
　本変形例２を用いることで、ＳＲＳに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に関して
、実施の形態５と同じ効果を得ることができる。
【０６２９】
　実施の形態５の変形例３．
　実施の形態５においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０６３０】
　前述における、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータは、実施の形態２の変形例３
と同じとしてもよい。
【０６３１】
　本変形例３において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態５と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動先ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータ通知の方法
は、実施の形態５に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このこと
により、実施の形態５と同じ効果を得ることができる。
【０６３２】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。このようにすることで、ＵＥはビーム／ＴＲＰ間移動におけるビームスイーピ
ング信号の受信を容易にすることができる。
【０６３３】
　前述において、ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、
Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このこ
とにより、実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６３４】
　実施の形態５と同様、ＣＵは、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータについて、移
動先ビーム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。こ
のようにすることで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０６３５】
　実施の形態５と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＣＱＩ
／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。Ｕ
Ｅのビーム／ＴＲＰ切り替え時のパラメータの値を、初期値に戻すか、あるいは保持する
かについて、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予め通知してもよい。あるいは、初
期値に戻すか、あるいは保持するかについての情報を、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併
せて通知してもよい。このことにより、実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６３６】
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　ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリング
を用いてＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行う
ことができる。
【０６３７】
　あるいは、ＣＵは、前述のＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナ
リングを用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメー
タを少ないシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメー
タ通知の信頼性が向上する。
【０６３８】
　また、切り替え通知についても、実施の形態３と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【０６３９】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＵＥへのＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータの通知を、複
数回送ってもよいし、送信電力を増加させてもよい。このことにより、ＣＱＩ／ＣＳＩに
関するパラメータの通知の信頼性を高めることができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示
についても同様である。
【０６４０】
　ＵＥは、移動先ビーム／ＴＲＰへのＣＱＩ／ＣＳＩ送信について、ＣＵから移動先ビー
ム／ＴＲＰを介して送信されるＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータを受信した後に、行っ
てもよい。このことによって、ＵＥにおけるＣＱＩ／ＣＳＩに関するパラメータの受信前
に行う、移動先ビーム／ＴＲＰにて受信できないＣＱＩ／ＣＳＩの送信を抑えることがで
きる。
【０６４１】
　ＵＥは、移動元ビーム／ＴＲＰから受信したＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示に対するＣＱＩ／
ＣＳＩ送信を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して行ってもよい。前述における、ＵＥから移
動先ビーム／ＴＲＰへのＣＱＩ／ＣＳＩ送信は、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示とＣＱＩ／ＣＳ
Ｉ送信との間にビーム／ＴＲＰ切り替えが発生するときに行ってもよい。また、前述にお
けるＣＱＩ／ＣＳＩ送信は、非周期的（Aperiodic）なＣＱＩ／ＣＳＩ送信について行っ
てもよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥにＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示を行ったことを示す
情報を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して通知してもよい。このことにより、移動元ビーム
／ＴＲＰ、移動先ビーム／ＴＲＰおよびＵＥにおいて、ビーム／ＴＲＰ切り替えが発生す
るときのＣＱＩ／ＣＳＩ送信処理を円滑に行うことができる。
【０６４２】
　移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥから自ビームに送信したＣＱＩ／ＣＳＩを無効としても
よい。ＣＱＩ／ＣＳＩを無効とする動作は、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信の後にビーム／ＴＲＰが
切り替わったときに行うとよい。移動元ビーム／ＴＲＰは、ＵＥにＣＱＩ／ＣＳＩ送信指
示を行ったことを示す情報を、移動先ビーム／ＴＲＰに対して通知してもよい。移動先ビ
ーム／ＴＲＰはＵＥに、ＣＱＩ／ＣＳＩ送信指示を再送してもよい。ＵＥは、移動先ビー
ム／ＴＲＰに対してＣＱＩ／ＣＳＩを再送してもよい。このことによって、移動先ビーム
／ＴＲＰは、ビーム／ＴＲＰ切り替え後の伝搬状況に適したスケジューリングを行うこと
ができるようになる。
【０６４３】
　本変形例３を用いることで、ＣＱＩ／ＣＳＩに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知
に関して、実施の形態５と同じ効果を得ることができる。
【０６４４】
　実施の形態５の変形例４．
　実施の形態５においては、ＳＲに関するＲＲＣパラメータの通知を中心に記載したが、
ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータについて適用してもよい。
【０６４５】



(79) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40

50

　前述における、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータとして、実施の形態４の変形例４に示
す（１）～（８）を用いてもよい。
【０６４６】
　本変形例４において、ＣＵが移動前ビーム／ＴＲＰを介してＵＥに通知する切り替え通
知の方法および通知内容は、実施の形態５と同じとしてもよい。また、ＣＵが移動前ビー
ム／ＴＲＰを介してＵＥに通知するＲＬＣに関するＲＲＣパラメータ通知の方法は、実施
の形態５に記載のＲＲＣパラメータ通知と同じ方法を適用してもよい。このことにより、
実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６４７】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＵＥに、ビームスイーピングに必要なパラメータを通知し
てもよい。パラメータの通知方法についても、実施の形態５と同様でよい。このようにす
ることで、実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６４８】
　ＣＵからＵＥへの、ビームスイーピングに必要なパラメータの通知は、Ｌ１／Ｌ２シグ
ナリングを用いてもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いてもよい。このことにより、実施
の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６４９】
　実施の形態５と同様、ＣＵは、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に、Ｔ
ＲＰ／ビーム切り替えによるパラメータ切り替えであることを示す識別子を含めてもよい
。ＵＥは、変更前のＲＬＣに関するＲＲＣパラメータを保持し、ＴＲＰ／ビーム切り替え
後に変更後のパラメータを用いてもよい。このようにすることで、ＴＲＰ／ビーム切り替
え前において、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータの変更に伴って発生するＵＥおよび移動
元ビーム／ＴＲＰのＲＬＣ再構築を防ぐことができ、それに伴う通信ロスを防ぐことがで
きる。
【０６５０】
　実施の形態５と同様、ＣＵは、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータについて、移動先ビー
ム／ＴＲＰにおいても同じ値を用いるパラメータの通知を行わないでもよい。このように
することで、パラメータ通知によるシグナリング量を削減することができる。
【０６５１】
　実施の形態５と同様、ＣＵおよびＵＥは、ＵＥのビーム／ＴＲＰ切り替え時に、ＲＬＣ
に関するＲＲＣパラメータの値を初期値に戻してもよいし、保持してもよい。該初期値は
、規格で定めてもよいし、ＣＵからＵＥに予めＲＲＣシグナリングで通知してもよい。前
述において、初期値に戻すか、あるいは保持するかについて、規格で定めてもよいし、Ｃ
ＵからＵＥに予め通知してもよいし、ＣＵからＵＥに切り替え指示と併せて通知してもよ
い。このことにより、実施の形態４と同様の効果を得ることができる。
【０６５２】
　ＣＵは、前述のＲＬＣに関するＲＲＣパラメータを、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを用いて
ＵＥに通知してもよい。このことにより、ＵＥへのパラメータ通知を迅速に行うことがで
きる。
【０６５３】
　あるいは、ＣＵは、前述のＲＬＣに関するＲＲＣパラメータを、ＭＡＣシグナリングを
用いて通知してもよい。このことにより、多値変調が可能となるので、パラメータを少な
いシンボル数で通知できる。また、ＨＡＲＱ再送制御が行われるので、パラメータ通知の
信頼性が向上する。
【０６５４】
　実施の形態５と同様、移動先ＴＲＰは、ＣＵに対し、パラメータの送達確認が取れたこ
とを示す情報を通知してもよい。前述の情報の通知は、パラメータの通知にＭＡＣシグナ
リングを用いている場合に行ってもよい。ＣＵは、前述の情報を用いて、切り替え指示を
ＵＥに通知してもよい。このようにすることによって、パラメータの不達によるＲＬＣの
誤動作を防ぐことができる。
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【０６５５】
　また、切り替え通知についても、実施の形態５と同様、ＣＵからＵＥに対し、Ｌ１／Ｌ
２シグナリングを用いて通知してもよいし、ＭＡＣシグナリングを用いて通知してもよい
。このことにより、実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０６５６】
　実施の形態５と同様、ＣＵはＲＬＣに関するパラメータの通知を、複数回送ってもよい
し、送信電力を増加させてもよい。このことにより、パラメータの通知の信頼性を高める
ことができる。ＣＵからＵＥへの切り替え指示についても同様である。
【０６５７】
　ＣＵおよびＵＥは、切り替え指示の通知とともにユーザデータの送受信を止めてもよい
。ＣＵおよびＵＥは、ビーム／ＴＲＰ切り替えおよびＲＬＣに関するパラメータの送受信
完了後にユーザデータの送受信を再開してもよい。このようにすることによって、ＲＬＣ
再構築によるデータの欠落を防ぐことができる。
【０６５８】
　本変形例４を用いることで、ＲＬＣに関するＲＲＣパラメータのＵＥへの通知に関して
、実施の形態５と同じ効果を得ることができる。
【０６５９】
　実施の形態６．
　通信用の無線リソースとして複数のキャリアを集めて使用するキャリアアグリゲーショ
ン（CA）と言われる技術がある。ＣＡでは、一つのＵＥに対して、一つのＰＣｅｌｌと、
一つ以上のＳＣｅｌｌとからなるサービングセルの組が構成される。このためＣＡの設定
はセル単位で行われる。ｅＮＢからＵＥへのＣＡの設定は、ＣＡを行うセル単位のパラメ
ータを通知することで行われる。
【０６６０】
　ＮＲ（New Radio）では、基地局（本明細書では、５Ｇの基地局をｇＮＢと称する）が
複数のアンテナを用いて狭範囲なビームを形成するビームフォーミングを利用して通信を
行うことが提案されている。例えば、ｇＮＢは、図４に示すアンテナ４０８を、多素子ア
ンテナによって構成する。ｇＮＢは、多素子アンテナの一部または全部の複数のアンテナ
を用いて、予め定める方向にビームを形成する。狭範囲なビーム形成を行うことによって
、電波到達範囲を広くすることが可能となる。
【０６６１】
　ＣＡを行うセルが複数のビームの運用をサポートした場合、ＣＡをセルの識別子だけで
設定しても、セルのどのビームをアグリゲーションしたらよいかが不明となってしまう。
このため、ｇＮＢはＵＥに対してＣＡを設定できず、多くの無線リソースを使用できなく
なってしまう。ＵＥに対して、高速および大容量の通信サービスを提供できなくなってし
まう。
【０６６２】
　本実施の形態６ではこのような問題を解決する方法を開示する。
【０６６３】
　ＣＡの設定をビーム単位にする。一つのビームが用いられてもよいし、複数のビームが
用いられてもよい。ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌの設定時に、どのビームを用いる
かを通知する。
【０６６４】
　図１２は、ｇＮＢにおいてビーム単位で設定するＣＡのアーキテクチャを説明する図で
ある。ｇＮＢはＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣおよびＰＨＹのプロトコルで構成されている。
ＰＨＹ機能は二つに分割されてもよい。当該二つのＰＨＹ機能を各々Ｈ－ＰＨＹとＬ－Ｐ
ＨＹと称す。
【０６６５】
　３ＧＰＰでは、ｇＮＢが二つのユニットに分離されることが提案されている（非特許文
献７参照）。当該二つのユニットを各々ＣＵ（Central Unit）とＤＵ（Distributed Unit
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）と称する。ＣＵに複数のＤＵが接続される。例えば、ＣＵはＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣ
およびＨ－ＰＨＹを有することが提案されている。ＤＵはＬ－ＰＨＹを有することが提案
されている。ＴＲＰはＤＵと同じ機能を有してもよい。Ｂｎ（ｎは自然数）はビームを構
成することを示している。ＤＵあるいはＴＲＰは一つまたは複数のビームを構成する。
【０６６６】
　ｇＮＢはＵＥに対して、一つのＰＣＣ（Primary Component Carrier）と一つまたは複
数のＳＣＣ（Secondary Component Carrier）によって、ＣＡを行う。ＰＣＣを用いたセ
ルがＰＣｅｌｌである。ＳＣＣを用いたセルがＳＣｅｌｌである。ｇＮＢはＵＥに対して
、一つのＰＣｅｌｌと一つまたは複数のＳＣｅｌｌによって、ＣＡを行う、と表現される
場合もある。各セルはＭＡＣの最下位に位置するＨＡＲＱを個別に有し、その上位でアグ
リゲーションされる。各セルはＰＨＹ以下の機能を個別に有する。
【０６６７】
　ＣＡの設定をビーム単位で行う場合、ＰＣｅｌｌ内あるいはＳＣｅｌｌ内のどのビーム
を用いてＣＡを行うかを設定する。図１２の例では、ｇＮＢは、ＰＣｅｌｌのＴＲＰ１の
ビーム１と、ＰＣｅｌｌのＴＲＰ２のビーム２と、ＳＣｅｌｌのＴＲＰ１のビーム１およ
びビーム２と、ＳＣｅｌｌのＴＲＰ２のビーム１とを用いて、ＵＥに対するＣＡを行う。
【０６６８】
　このようにＣＡの設定をビーム単位で行うことによって、ビームフォーミングがサポー
トされるセルを、ＣＡに用いるセルとすることが可能となる。このため、ＵＥに対して多
くの無線リソースが使用可能となり、高速および大容量の通信を行うことが可能となる。
【０６６９】
　ビーム単位のＣＡ設定方法について開示する。
【０６７０】
　ビーム単位のＣＡの設定においてＲＲＣシグナリングを用いる。ビームに関する情報を
設けて、ｇＮＢはＵＥに対して、ＲＲＣシグナリングで通知する。ビームに関する情報を
、ＳＣｅｌｌの設定用メッセージに含めてもよい。例えば、ＲＲＣ接続再設定メッセージ
に、ビームに関する情報を含めてもよい。ＳＣｅｌｌ追加変更用あるいはＳＣｅｌｌ解放
用のパラメータ内に、ビームに関する情報を含めてもよい。
【０６７１】
　ビームに関する情報は、ＵＥがビームを特定できる情報であればよい。例えば、ビーム
でビーム個別のＲＳが送信されるような場合、ＵＥがビーム個別のＲＳを受信することで
ビームを特定できる。このような場合、ビームに関する情報として、ビーム個別のＲＳ（
ビームＲＳ（BRS））構成がある。また、例えば、ビームに識別子がつけられており、ビ
ーム識別子とビーム個別のＲＳ構成とが関連付けられている場合、ビームに関する情報と
してビーム識別子としてもよい。また、ビーム識別子を設定するビーム数でリナンバリン
グしたビームインデックスを設けてもよい。
【０６７２】
　ｇＮＢはＵＥに対して、これらのビームに関する情報を、ＣＡに用いるＳＣｅｌｌと対
応付けて通知する。ｇＮＢはＵＥに対して、ＵＥがＳＣｅｌｌ内でモニタするビームに関
する情報を通知する。ＵＥは、該情報を受信することで、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビー
ムを認識することができる。ＲＲＣで設定したＳＣｅｌｌとビームとの対応関係は、再度
設定されるまで維持される。
【０６７３】
　ｇＮＢはＵＥに対して、ＭＡＣ制御シグナリングによって、ＳＣｅｌｌのアクティベー
ション（act）／デアクティベーション（deact）を行う。ＵＥは、ＭＡＣ制御シグナリン
グによってＳＣｅｌｌがａｃｔ／ｄｅａｃｔされた場合、ＲＲＣシグナリングで受信した
ＳＣｅｌｌに対応付けられたビームがａｃｔ／ｄｅａｃｔされたとみなす。ＵＥは、ａｃ
ｔされたＳＣｅｌｌに対応付けられたビームをモニタする。ＵＥはビームをモニタするこ
とで自ＵＥ宛の情報の有無を検出する。例えば、ＵＥはビームの物理下り制御チャネル（
PDCCH）を受信して、自ＵＥ宛のスケジューリング情報の有無を検出する。
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【０６７４】
　ＵＥは、ＲＲＣシグナリングで通知されたＳＣｅｌｌのＳＳ（Synchronization Signal
）を受信して同期を行う。この際、ＳＣｅｌｌのいずれかのビームでＳＳを受信して同期
を行う。ＵＥは、同期の後、ＲＲＣシグナリングで通知されたＳＣｅｌｌに対応付けられ
たビームのビーム識別子とＢＲＳ構成とのうちの少なくとも一方を用いて、ＳＣｅｌｌ内
でモニタするビームを検出する。ＵＥは、モニタするビームの物理下り制御チャネル（PD
CCH）を受信する。
【０６７５】
　他の方法として、ＵＥは、ＭＡＣ制御シグナリングで通知されたａｃｔされたＳＣｅｌ
ｌのＳＳ（Synchronization Signal）を受信して同期を行ってもよい。この際、該ＳＣｅ
ｌｌのいずれかのビームでＳＳを受信して同期を行う。ＵＥは、同期の後、ＲＲＣシグナ
リングで通知されたＳＣｅｌｌに対応付けられたビームのビーム識別子とＢＲＳ構成との
うちの少なくとも一方を用いて、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する。ＵＥは、
モニタするビームの物理下り制御チャネル（PDCCH）を受信する。
【０６７６】
　ｇＮＢはＵＥに対して、該ビームのＰＤＣＣＨを用いてスケジューリング情報を通知す
ることが可能となる。このようにすることで、ｇＮＢはＵＥに対して、どのビームを用い
て通信を行うかを通知することが可能となり、ＵＥは、どのビームをモニタすればよいか
、どのビームを用いて通信を行えばよいかを認識可能となる。
【０６７７】
　従来のようにＳＣｅｌｌのみの通知であったならば、ＳＣｅｌｌにアクセスした後に、
ＳＣｅｌｌ内のどのビームを使うかを設定しなければならい。このため、ＳＣｅｌｌにア
クセスする処理に加え、使用するビームを選択する処理を行わなくてはならない。したが
って、ＣＡの開始までに時間がかかってしまう。
【０６７８】
　本実施の形態６で開示したように、ＣＡを設定する際にどのビームを用いてＣＡを行う
かを特定することによって、ＣＡの開始までの時間を低減することが可能となる。早期に
ＣＡを開始できるので、より高容量の通信が可能となる。
【０６７９】
　なお、どのビームで通信を行うかをｇＮＢが認識する方法として、ＵＥが、ＣＡ設定以
前に、ＳＣｅｌｌのビーム毎のメジャメントを予め行うとよい。ＵＥは、該測定結果をｇ
ＮＢに通知するとよい。該通知は、例えば、周期的に行われてもよいし、イベントトリガ
に応じて行われてもよいし、ｇＮＢの要求に応じて行われてもよい。
【０６８０】
　図１３および図１４は、ＲＲＣシグナリングを用いたビーム単位のＣＡの設定シーケン
スの一例を示す図である。図１３と図１４とは、境界線ＢＬ５２１の位置で、つながって
いる。図１３および図１４では、ｇＮＢがＵＥに対して、ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌとを用
いてＣＡを行う場合について示している。また、ＰＣｅｌｌではビーム１とビーム２とが
構成され、ＳＣｅｌｌではビーム１とビーム２とビーム３とが構成されている場合につい
て示している。ステップＳＴ５２０１において、ＵＥはｇＮＢとＰＣｅｌｌのビーム１を
介して通信を行っている。
【０６８１】
　ステップＳＴ５２０２において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのビーム１によっ
て、ＣＡ用ＳＣｅｌｌの設定情報および該ＳＣｅｌｌに対応付けたビームに関する情報を
通知する。この通知には、ＲＲＣ個別シグナリングを用いる。従来のＬＴＥではＣＡ用Ｓ
Ｃｅｌｌの設定情報の通知にＲＲＣ個別シグナリングを用いているので、該メッセージに
ビームに関する情報を加えるのみでよい。ビーム毎の設定用の制御の複雑化を抑制するこ
とができる。
【０６８２】
　ステップＳＴ５２０２において、ＳＣｅｌｌに対応付けて通知するビームは、ＵＥと通
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信を行うビームとするとよい。ＳＣｅｌｌに対応付けて通知するビームは、ＵＥに物理下
り制御チャネルをモニタさせたいビームとするとよい。ＳＣｅｌｌに対応付けて通知する
ビームは、ＵＥにアクセスさせたいビームとするとよい。このようにすることで、ｇＮＢ
はＵＥに対して、ＳＣｅｌｌの中でどのビームで通信を行うかを、ＵＥに対して通知する
ことが可能となり、ＵＥは、ＳＣｅｌｌの中の通信を行うビームを特定することが可能と
なる。
【０６８３】
　ＳＣｅｌｌの各ビームは周期的にＳＳを送信する（ステップＳＴ５２０３～ＳＴ５２０
４を参照）。また、ＳＣｅｌｌの各ビームは周期的にＢＲＳを送信する（ステップＳＴ５
２０６～ＳＴ５２０８を参照）。ＢＲＳは予め決められたパターンの周波数と時間リソー
スとのうちの少なくとも一方によって送信されてもよい。
【０６８４】
　ステップＳＴ５２０９において、ｇＮＢは、ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通
知する。この通知にはＭＡＣ制御シグナリングを用いる。ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報はＭＡ
Ｃ　ＣＥに含めて通知する。ステップＳＴ５２１０において、ＵＥは、ａｃｔされたＳＣ
ｅｌｌのＳＳを受信して同期を行う。ステップＳＴ５２１１において、ＵＥは、ＲＲＣ個
別シグナリングで通知されたＳＣｅｌｌに対応付けられたビームのビーム識別子とＢＲＳ
構成とのうちの少なくとも一方を用いて、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する。
ステップＳＴ５２１２において、ＵＥは、モニタするビームの物理下り制御チャネル（PD
CCH）を受信する。
【０６８５】
　ステップＳＴ５２０９においてＰＣｅｌｌのビーム１によってＳＣｅｌｌのａｃｔ情報
を通知したｇＮＢは、ステップＳＴ５２１３において、ＵＥに対して、ＳＣｅｌｌのビー
ム１から下りスケジューリング情報を通知する。この通知にはＬ１／Ｌ２制御信号が用い
られる。ステップＳＴ５２１４において、ｇＮＢはＵＥに対して、該スケジューリング情
報に従って、下りデータを送信する。ＵＥは、ステップＳＴ５２１３においてＳＣｅｌｌ
のビーム１から受信したスケジューリング情報に従って、ステップＳＴ５２１４において
ＳＣｅｌｌのビーム１から下りデータを受信する。
【０６８６】
　ＳＣｅｌｌを介して上り送信を行いたいＵＥは、ステップＳＴ５２１５において、ＳＣ
ｅｌｌのビーム１でＰＲＡＣＨ送信を行いｇＮＢとの間でＲＡ処理を行う。物理下り制御
チャネル（PDCCH）の指示によるＲＡ処理を行ってもよい。ステップＳＴ５２１６におい
て、ＵＥはＳＣｅｌｌのビーム１に対して上りデータ送信を開始する。ＳＣｅｌｌを介し
て上り送信を行いたいＵＥは、ＰＲＡＣＨではなく、ＳＲを送信してもよい。上り同期が
行われている場合、ＴＡを再度取得する必要が無い場合などに有効である。ｇＮＢが既に
上りデータがＵＥに存在することを認識している場合は、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅ
ｌｌのビーム１から上りスケジューリング情報を通知する。ＵＥはｇＮＢに対して、該ス
ケジューリング情報に従って、上りデータを送信する。
【０６８７】
　ＵＥからのＰＲＡＣＨ送信を、ＵＥが通信するビームを検出した後に行ってもよい。こ
こではステップＳＴ５２１１の処理の後で検出したビームに対してＰＲＡＣＨ送信を行う
とよい。あるいは、ＵＥからのＰＲＡＣＨ送信を、ＰＤＣＣＨ受信後下りスケジューリン
グ情報受信前に行ってもよい。ここではステップＳＴ５２１２の処理の後で検出したビー
ムに対してＰＲＡＣＨ送信を行うとよい。早期に上りデータ通信を開始可能となる。
【０６８８】
　続けて、図１４を参照して、ｇＮＢがＵＥと通信を行うビームをＳＣｅｌｌ内で変更す
る場合のシーケンスについて一例を開示する。ステップＳＴ５２１７において、ｇＮＢは
ＵＥと通信を行うビームの変更を決定する。例えば、ｇＮＢのＲＲＣ機能部が決定しても
よい。ｇＮＢがＵＥと通信を行うビームをどのビームに変更するかを決定する方法として
、前述に開示した、どのビームと通信を行うかをｇＮＢが認識する方法を適用するとよい
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。ステップＳＴ５２１８において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのビーム１によっ
て、ＣＡ用ＳＣｅｌｌの設定情報および該ＳＣｅｌｌに対応付けたビームに関する情報を
通知する。ビームに関する情報は、変更後の情報とする。この通知には、ＲＲＣ個別シグ
ナリングを用いる。
【０６８９】
　ｇＮＢはＵＥに対して、ＣＡ用ＳＣｅｌｌの設定情報および変更したビームに関する情
報を、ＰＣｅｌｌのビーム１によって通知することを開示したが、ＳＣｅｌｌのビーム１
によって通知してもよい。ｇＮＢは、どちらの通信品質が良好かを判断し、通信品質の良
好なビームを用いて通知するようにしてもよい。
【０６９０】
　ＰＣｅｌｌのビームによって通知する場合、ＳＣｅｌｌのビームの通信品質の急激な劣
化の影響を受けることなく、ｇＮＢはＵＥに対してＣＡ用ＳＣｅｌｌの設定情報および変
更したビームに関する情報を通知可能となる。ＵＥは、ｇＮＢから通知されたビームに変
更することが可能となる。
【０６９１】
　例えば、ＳＣｅｌｌが高周波数で狭カバレッジで運用されている場合、ＵＥのブロッキ
ングや移動によって通信品質が急激に悪化しやすい。このような場合、ｇＮＢはＰＣｅｌ
ｌのビームを用いて通知するとよい。
【０６９２】
　ＳＣｅｌｌの各ビームは周期的にＳＳを送信する（ステップＳＴ５２１９～ＳＴ５２２
１を参照）。また、ＳＣｅｌｌの各ビームは周期的にＢＲＳを送信する（ステップＳＴ５
２２２～ＳＴ５２２４を参照）。ＢＲＳは予め決められたパターンの周波数と時間リソー
スとのうちの少なくとも一方によって送信されてもよい。
【０６９３】
　ステップＳＴ５２２５において、ｇＮＢは、ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通
知する。この通知にはＭＡＣ制御シグナリングを用いる。ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報はＭＡ
Ｃ　ＣＥに含めて通知する。ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報に変更がない場合はこ
の通知を省略してもよい。ステップＳＴ５２２６において、ＵＥは、ａｃｔされたＳＣｅ
ｌｌのＳＳを受信して同期を行う。ａｃｔされたＳＣｅｌｌに変更がない場合、および、
既に同期が行われている場合は、この処理を省略してもよい。
【０６９４】
　ステップＳＴ５２２７において、ＵＥは、ＲＲＣ個別シグナリングで通知されたＳＣｅ
ｌｌに対応付けられた変更後のビームのビーム識別子とＢＲＳ構成とのうちの少なくとも
一方を用いて、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する。ステップＳＴ５２２８にお
いて、ＵＥは、モニタするビームの物理下り制御チャネル（PDCCH）を受信する。
【０６９５】
　ステップＳＴ５２２９において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌのビーム２から下
りスケジューリング情報を通知する。この通知にはＬ１／Ｌ２制御信号が用いられる。ス
テップＳＴ５２３０において、ｇＮＢはＵＥに対して、該スケジューリング情報に従って
、下りデータを送信する。ＵＥは、ステップＳＴ５２２９においてＳＣｅｌｌのビーム２
から受信したスケジューリング情報に従って、ステップＳＴ５２３０においてＳＣｅｌｌ
のビーム２から下りデータを受信する。
【０６９６】
　ＳＣｅｌｌを介して上り送信を行いたいＵＥは、ステップＳＴ５２３１において、ＳＣ
ｅｌｌのビーム２でＰＲＡＣＨ送信を行いｇＮＢとの間でＲＡ処理を行う。ステップＳＴ
５２３２において、ＵＥはＳＣｅｌｌのビーム２に対して上りデータ送信を開始する。Ｐ
ＲＡＣＨではなく、ＳＲを送信してもよい。上り同期が行われている場合、ＴＡを再度取
得する必要が無い場合などに有効である。ｇＮＢが既に上りデータがＵＥに存在すること
を認識している場合は、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌのビーム２から上りスケジュ
ーリング情報を通知する。ＵＥはｇＮＢに対して、該スケジューリング情報に従って、上
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りデータを送信する。
【０６９７】
　このようにすることで、ＵＥと通信を行うＳＣｅｌｌのビームを、ビーム１からビーム
２に変更することが可能となる。
【０６９８】
　本実施の形態６で開示した方法とすることで、ｇＮＢとＵＥとは、ＳＣｅｌｌのビーム
を特定して通信を行うことが可能となる。ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのビームと
ＳＣｅｌｌのビームとでＣＡを設定可能となる。ｇＮＢがＵＥに対してＣＡを設定するこ
とによって、使用する無線リソースを増大できる。このため、ＵＥに対して、高速および
大容量の通信サービスを提供可能となる。
【０６９９】
　また、ＵＥは、ＳＣｅｌｌのＳＳを受信した後に、通信を行うビームを選択する処理を
実行する必要がない。ＵＥは、ｇＮＢに対して、ＳＣｅｌｌのどのビームを受信している
かを通知する必要が無い。このため、ＵＥは早期に通信するビームを特定でき、ＳＣｅｌ
ｌの追加処理および修正処理を低遅延で行うことが可能となる。
【０７００】
　実施の形態６によれば、例えば、通信端末装置と、通信端末装置と無線ビームを用いて
無線通信を行う基地局装置とを含み、基地局装置によって構成されるセルは、基地局装置
の配下にある複数の無線ビームによって、空間分離されており、基地局装置は、無線ビー
ム単位で、キャリアアグリケーションを設定する、通信システムが提供される。なお、複
数の無線ビームは、図８に例示したように複数のＤＵ（言い換えるとＴＲＰ）によって形
成されてもよいし、１つのＤＵによって形成されてもよい。
【０７０１】
　この構成によれば、無線ビーム単位でキャリアアグリケーションが設定される。このた
め、前述のように、ビームフォーミングがサポートされるセルをキャリアアグリゲーショ
ンに用いるセルとすることが可能となり、使用する無線リソースを増大することができる
。それにより、高速および大容量の通信サービスを提供可能となる。
【０７０２】
　ここで、上記構成は、前述のように、および、以下の変形例１～２で述べるように、様
々に変形することが可能である。
【０７０３】
　実施の形態６の変形例１．
　ＮＲでは広帯域な周波数リソースを確保するために、高い周波数帯域での運用が要求さ
れている。高い周波数帯域では、ｇＮＢのアンテナとＵＥとの間のブロッキングによるチ
ャネル品質の急峻な劣化が生じやすい。また、高い周波数帯域では伝搬ロスが大きくなる
ので、狭カバレッジのビームが用いられる。狭カバレッジのビームの運用では、ＵＥの移
動にともなってビームの変更が頻繁に生じることになる。
【０７０４】
　実施の形態６で開示した方法では、ＣＡ時にＵＥがモニタするビームの設定および変更
の時に、ＲＲＣシグナリングが必要となる。このため、アグリゲーションするビームの設
定および変更に時間を要することとなり、所望のビームでの通信までの遅延が大きくなる
。遅延が大きいと、ブロッキングおよびＵＥの移動によるビームの設定および変更の処理
が間に合わず、ＳＣｅｌｌでの通信を継続することができなくなる場合が生じる。
【０７０５】
　本変形例１では、このような問題を解決する方法を開示する。
【０７０６】
　ｇＮＢはＵＥに対して、ＲＲＣシグナリングによって、ＳＣｅｌｌが構成可能なビーム
を通知する。実施の形態６では、ＲＲＣシグナリングによって、ＵＥがモニタするビーム
を通知した。本変形例１では、ＳＣｅｌｌが構成可能なビームを通知する。言い換えると
、ｇＮＢはＵＥに対して、ＣＡとして設定可能なＳＣｅｌｌにおける、ＣＡとして構成可
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能なビームを通知する。この通知はＵＥ個別に行ってもよい。通知するビームに関する情
報は、実施の形態６のビームに関する情報を適用するとよい。
【０７０７】
　ｇＮＢはＵＥに対して、ＭＡＣシグナリングで、ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報
を通知する。ＲＲＣシグナリングで通知したＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知
するとよい。
【０７０８】
　このようにすることで、ＵＥは、どのＳＣｅｌｌをモニタするかを認識することが可能
となる。しかしこれだけでは、該ＳＣｅｌｌのどのビームで通信を行ったらよいかが不明
となる。
【０７０９】
　ｇＮＢはＵＥに対して、ＭＡＣシグナリングで、ＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ
／ｄｅａｃｔ情報を通知する。ＭＡＣシグナリングでａｃｔしたＳＣｅｌｌが構成するビ
ームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知するとしてもよい。ＳＣｅｌｌが構成するビームの
ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報ではなく、ａｃｔするビームの情報を通知してもよい。ビームの
情報としてビームの識別子がある。
【０７１０】
　ＣＡを行うビームを変更する場合、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ設定を変更するとよい
。ｇＮＢはＵＥに対して、変更したビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知するとよい。
ＭＡＣ制御情報として、ＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を設けて
もよい。ａｃｔするＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を設けてもよ
い。
【０７１１】
　ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報と、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報とを一つの
ＭＡＣ　ＣＥとしてもよい。情報量を削減でき、ＣＡ設定の処理を簡単化可能となる。
【０７１２】
　ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報と、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報とを異なる
ＭＡＣ　ＣＥとしてもよい。ＣＡの設定ではなく、ＳＣｅｌｌ内のビームの変更時の設定
において、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔのＭＡＣ　ＣＥだけを使用することが可能となる
。ビーム変更時の情報量を削減でき、ビーム変更処理を簡単化可能となる。
【０７１３】
　ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報をＭＡＣ　ＣＥとする場合の例を開示する。一つのセ
ルで構成可能なビーム数の最大値を決めておく。ＲＲＣシグナリングでＳＣｅｌｌが構成
するビームを通知する際のビームに関する情報に、ＳＣｅｌｌが構成するビームに対して
０から最大値までのビームインデックスを付与する。言い換えるとリナンバリングする。
ビームＩＤおよびＢＲＳに、ビームインデックスを関連付ける。例えば、一つのセルで最
大７ビーム構成可能とする。セルが構成するビームに、ビーム＃０からビーム＃６までイ
ンデックスを付与する。
【０７１４】
　図１５は、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報のＭＡＣ　ＣＥの一例を示す図である。一
つのセルに最大７つのビームまで構成可能とする場合を示している。ＭＡＣ　ＣＥは８ビ
ットから構成される。Ｒはリザーブ用のビットである。Ｂ０からＢ６はビーム毎のａｃｔ
／ｄｅａｃｔを示すビットである。例えば、１がａｃｔ、０がｄｅａｃｔとしてもよい。
Ｂ０からＢ６は、ＲＲＣシグナリングで設定されたビーム毎のビームインデックスである
。
【０７１５】
　ＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報が各々８ビットで構成される。これらの
情報がＳＣｅｌｌのインデックス順に連結される。ｄｅａｃｔされたＳＣｅｌｌのビーム
のａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報は、全ビームｄｅａｃｔとしてもよい。あるいは、ａｃｔする
ＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報のみを、連結するようにしてもよい。連結
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方法は静的に規格などで予め決めておくとよい。ｇＮＢとＵＥとの両方が該方法を認識す
ることが可能となる。
【０７１６】
　このようにビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報をＭＡＣ　ＣＥとすることで、ｇＮＢはＵ
Ｅに対して、ＭＡＣシグナリングによって、ＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ／ｄｅ
ａｃｔ情報を通知することが可能となる。
【０７１７】
　図１６および図１７は、ＭＡＣシグナリングを用いたビーム単位のＣＡの設定シーケン
スの一例を示す図である。図１６と図１７とは、境界線ＢＬ５４１の位置で、つながって
いる。図１６および図１７に示すシーケンスは、図１３および図１４に示すシーケンスと
同一のステップを含んでいるので、同一のステップについては同一のステップ番号を付し
て、共通する説明を省略する。
【０７１８】
　ステップＳＴ５４０１において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのビーム１によっ
て、ＣＡ用ＳＣｅｌｌの設定情報および該ＳＣｅｌｌに対応付けたビームに関する情報を
通知する。この通知には、ＲＲＣ個別シグナリングを用いる。ステップＳＴ５４０１にお
いて、ＳＣｅｌｌに対応付けて通知するビームは、ＣＡにおいてＵＥに対して構成可能な
ビームとするとよい。このようにすることで、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌの中で
どのビームがＣＡで構成可能かをＵＥに対して通知することが可能となる。
【０７１９】
　ステップＳＴ５４０２において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａ
ｃｔ情報を通知する。この通知にはＭＡＣ制御シグナリングを用いる。ａｃｔ／ｄｅａｃ
ｔ情報はＭＡＣ　ＣＥに含めて通知する。ステップＳＴ５４０３において、ｇＮＢはＵＥ
に対して、ａｃｔしたＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知する。この通
知にはＭＡＣ制御シグナリングを用いる。ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報はＭＡＣ　ＣＥに含め
て通知する。
【０７２０】
　ステップＳＴ５４０４において、ＵＥは、ａｃｔされたＳＣｅｌｌのＳＳを受信して同
期を行う。ステップＳＴ５４０５において、ＵＥは、各ビームのＢＲＳを受信し、ＲＲＣ
シグナリングによって通知された、ＳＣｅｌｌで構成可能なビームの情報（具体的には、
ビーム識別子とＢＲＳ構成とのうちの少なくとも一方と、ビームインデックス）、および
、ＭＡＣシグナリングによって通知された、ａｃｔするビームの情報（具体的にはビーム
インデックス）から、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する。ステップＳＴ５４０
６において、ＵＥは、モニタするビームの物理下り制御チャネル（PDCCH）を受信する。
【０７２１】
　このようにして、ｇＮＢはＵＥと、ＳＣｅｌｌのビーム１を介して通信を行うことが可
能となる。
【０７２２】
　続けて、図１７を参照して、ｇＮＢがＵＥと通信を行うビームをＳＣｅｌｌ内で変更す
る場合のシーケンスについて一例を開示する。ステップＳＴ５４０７において、ｇＮＢは
ＵＥと通信を行うビームの変更を決定する。例えば、ｇＮＢのＭＡＣ機能部が決定しても
よい。ステップＳＴ５４０８において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのビーム１に
よって、変更後のビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知する。該情報は、ＭＡＣ　ＣＥ
に含められ、ＭＡＣシグナリングによって通知される。
【０７２３】
　ｇＮＢはＵＥに対して、変更後のビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を、ＳＣｅｌｌのビ
ーム１によって通知してもよい。ｇＮＢは、どちらの通信品質が良好かを判断し、通信品
質の良好なビームを用いて通知するようにしてもよい。
【０７２４】
　ＰＣｅｌｌのビームによって通知する場合、ＳＣｅｌｌのビームの通信品質の急激な劣



(88) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40

50

化の影響を受けることなく、ｇＮＢはＵＥに対してＣＡ用ＳＣｅｌｌの設定情報および変
更したビームに関する情報を通知可能となる。ＵＥは、ｇＮＢから通知されたビームに変
更することが可能となる。
【０７２５】
　ステップＳＴ５４０９において、ＵＥは各ビームのＢＲＳを受信し、ＲＲＣシグナリン
グによって通知された、ＳＣｅｌｌで構成可能なビームの情報（具体的には、ビーム識別
子とＢＲＳ構成とのうちの少なくとも一方と、ビームインデックス）、および、ＭＡＣシ
グナリングによって通知された、変更後のａｃｔするビームの情報（具体的にはビームイ
ンデックス）から、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する。ステップＳＴ５４１０
において、ＵＥは、モニタするビームの物理下り制御チャネル（PDCCH）を受信する。
【０７２６】
　このようにすることで、ＵＥと通信を行うＳＣｅｌｌのビームを、ビーム１からビーム
２に変更することが可能となる。
【０７２７】
　本変形例１で開示した方法とすることで、ＭＡＣシグナリングによってビームのａｃｔ
／ｄｅａｃｔを実行可能となる。
【０７２８】
　このため、ＵＥがビームのメジャメントを行ってから、通信品質の良好なビームを用い
たＣＡが開始されるまでの遅延を低減できる。したがって、ブロッキングおよびＵＥの移
動による急激な通信品質の悪化により、ＳＣｅｌｌで通信が開始できないという問題の発
生を低減可能となる。
【０７２９】
　また、ＵＥがビームのメジャメントを行ってから、通信品質の良好なビームへの変更ま
での遅延を低減できる。したがって、ブロッキングおよびＵＥの移動による急激な通信品
質の悪化により、ＳＣｅｌｌで通信断の発生を低減可能となる。
【０７３０】
　このように、ビームの設定および変更に時間を要することなく、所望のビームを用いた
通信までの遅延を低減できる。したがって、ビームの設定および変更の処理時間を短縮で
き、ブロッキングおよびＵＥの移動によるＳＣｅｌｌでの通信開始不可および通信断の発
生を低減可能となる。
【０７３１】
　実施の形態６の変形例２．
　変形例１で述べた問題を解決する他の方法を開示する。
【０７３２】
　ｇＮＢはＵＥに対して、ＲＲＣシグナリングによって、ＳＣｅｌｌが構成可能なビーム
を通知する。実施の形態６では、ＲＲＣシグナリングでＵＥがモニタするビームを通知し
た。本変形例２では、ＳＣｅｌｌが構成可能なビームを通知する。言い換えると、ｇＮＢ
はＵＥに対して、ＣＡとして設定可能なＳＣｅｌｌにおける、ＣＡとして構成可能なビー
ムを通知する。この通知はＵＥ個別に行ってもよい。通知するビームに関する情報は、実
施の形態６のビームに関する情報を適用するとよい。
【０７３３】
　ｇＮＢはＵＥに対して、Ｌ１／Ｌ２制御信号で、ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報
を通知する。ＲＲＣシグナリングで通知したＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知
するとよい。ｇＮＢはＵＥに対してＬ１／Ｌ２制御信号で通知することで、ＳＣｅｌｌの
ａｃｔ／ｄｅａｃｔを低遅延で通知することが可能となる。
【０７３４】
　ｇＮＢがＵＥに対してＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知する他の方法として
、ＭＡＣシグナリングで通知する方法としてもよい。実施の形態６の変形例１で開示した
方法を適用するとよい。この場合、再送制御が行われるため低受信誤り率で通知すること
が可能となる。
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【０７３５】
　このようにすることで、ＵＥは、どのＳＣｅｌｌをモニタするかを認識することが可能
となる。しかしこれだけでは、該ＳＣｅｌｌのどのビームで通信を行ったらよいかが不明
となる。
【０７３６】
　ｇＮＢはＵＥに対して、Ｌ１／Ｌ２制御信号で、ＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ
／ｄｅａｃｔ情報を通知する。Ｌ１／Ｌ２制御信号でａｃｔしたＳＣｅｌｌが構成するビ
ームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知するとしてもよい。ＳＣｅｌｌが構成するビームの
ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報ではなく、ａｃｔするビームの情報を通知してもよい。ビームの
情報としてビームの識別子がある。
【０７３７】
　ＣＡを行うビームを変更する場合、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ設定を変更するとよい
。ｇＮＢはＵＥに対して、変更したビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知するとよい。
Ｌ１／Ｌ２制御情報として、ＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を設
けてもよい。ａｃｔするＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を設けて
もよい。
【０７３８】
　ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報とＳＣｅｌｌが構成するビームのａｃｔ／ｄｅａ
ｃｔ情報とのうちの少なくとも一方をＤＣＩとしてもよい。ｇＮＢからＵＥに対して下り
リンクで該情報を通知する。ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報と、ビームのａｃｔ／
ｄｅａｃｔ情報とを一つのＤＣＩに含めてもよい。情報量を削減でき、ＣＡ設定の処理を
簡単化可能となる。
【０７３９】
　ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報と、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報とを異なる
ＤＣＩとしてもよい。ＣＡの設定ではなく、ＳＣｅｌｌ内のビームの変更時の設定におい
て、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔのＭＡＣ　ＣＥだけを使用することが可能となる。ビー
ム変更時の情報量を削減でき、ビーム変更処理を簡単化可能となる。
【０７４０】
　これらの情報用にＤＣＩに新たなフォーマットを設けてもよい。
【０７４１】
　ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報、および、ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報とし
て、ビームインデックスを用いるとよい。実施の形態６の変形例１と同様に、ビットマッ
プとしてもよい。情報量を削減できる。
【０７４２】
　ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報の通知方法について開示する。
【０７４３】
　ｇＮＢは、ＵＥに対して、ＳＣｅｌｌのＬ１／Ｌ２制御情報で、ビームのａｃｔ／ｄｅ
ａｃｔ情報を通知する。ａｃｔするビームの情報を通知してもよい。ＵＥは、ａｃｔされ
たＳＣｅｌｌのビームを受信する。例えば、受信電力あるいは受信品質の高いビームを受
信する。ＵＥは、受信したビームのＢＲＳからビームＩＤを特定し、特定したビームＩＤ
をｇＮＢに通知する。あるいは、ＵＥは受信したビームでＰＲＡＣＨ送信を行いＲＡ処理
を起動することによって、ビームＩＤをｇＮＢに通知してもよい。ＵＥは該ビームをモニ
タする。
【０７４４】
　ＵＥからビームＩＤを受信したｇＮＢはＵＥに対して、該ビームのＬ１／Ｌ２制御信号
で、ＵＥに対してａｃｔするビームを通知する。ＵＥは、ａｃｔされたビームをモニタす
る。ＵＥは、ａｃｔされたビームの物理下り制御チャネルを受信する。一つのビームが用
いられてもよいし、複数のビームが用いられてもよい。このようにすることで、ＳＣｅｌ
ｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を、ＵＥが認識することが可能となる。
【０７４５】
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　前述の方法では、ｇＮＢがＣＡの開始を決定し、ＵＥに対してＣＡを行うＳＣｅｌｌの
ａｃｔを通知した後に、ＵＥとｇＮＢとの間でビームを特定する処理を行うことになる。
したがって、ＵＥが実際にＣＡを設定されたセルと通信を行えるようになるまで遅延が生
じてしまう。
【０７４６】
　ビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報の他の通知方法について開示する。
【０７４７】
　ｇＮＢは、ＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのＬ１／Ｌ２制御情報で、ＳＣｅｌｌのビームの
ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知する。ａｃｔするＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃ
ｔ情報を通知してもよい。ＳＣｅｌｌのａｃｔするビームの情報を通知してもよい。ＵＥ
は、ＰＣｅｌｌから通知されたＳＣｅｌｌのビームをモニタする。ＵＥは、ａｃｔされた
ビームの物理下り制御チャネルを受信する。一つのビームが用いられてもよいし、複数の
ビームが用いられてもよい。このようにすることで、ＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅ
ａｃｔ情報を、ＵＥが認識することが可能となる。
【０７４８】
　例えば、ａｃｔしているＳＣｅｌｌの情報と、該ＳＣｅｌｌ内でａｃｔするビームの情
報とを、同じＤＣＩ内に関連付けて含めるようにしてもよい。ｇＮＢがＵＥに対して、こ
れらの情報を同時に通知することによって、ＵＥは、ＳＣｅｌｌと同期を実行するのにあ
わせてＢＲＳを受信し、それにより、モニタするビームを特定して該ビームの物理下り制
御チャネルを受信することが可能となる。短時間でＵＥはＳＣｅｌｌのビームをモニタ可
能となる。
【０７４９】
　ＰＣｅｌｌの物理下り制御チャネルに対して、ＳＣｅｌｌのビームの情報を含むＤＣＩ
をマッピングしてもよい。ＰＣｅｌｌの情報が含まれるＤＣＩと、ＳＣｅｌｌの情報が含
まれるＤＣＩとを異ならせ、該ＳＣｅｌｌの情報が含まれるＤＣＩにビームの情報を含ま
せてもよい。
【０７５０】
　前述の２つのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報の通知方法を組合せてもよい。組合せた
場合の例を開示する。
【０７５１】
　ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのＬ１／Ｌ２制御情報で、ＳＣｅｌｌのａｃｔする
一つのビーム情報を通知する。ａｃｔしているＳＣｅｌｌの情報と、該ＳＣｅｌｌ内でａ
ｃｔするビームの情報とを、同じＤＣＩ内に関連付けて含めるようにしてもよい。ＵＥは
、ＰＣｅｌｌから通知されたＳＣｅｌｌの一つのビームをモニタする。ＵＥはａｃｔされ
た一つのビームの物理下り制御チャネルを受信する。
【０７５２】
　ｇＮＢはＵＥに対して、Ｓｃｅｌｌの該一つのビームのＬ１／Ｌ２制御信号で、ａｃｔ
するビームの情報を通知する。あるいは、ＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報
を通知してもよい。一つのビームが用いられてもよいし、複数のビームが用いられてもよ
い。ＵＥは、ａｃｔされたビームをモニタする。ＵＥは、ａｃｔされたビームの物理下り
制御チャネルを受信する。
【０７５３】
　この方法においては、ＵＥがＳＣｅｌｌ内のビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を受信す
るためにｇＮＢに対して上り信号を送信する必要がない。このため、ＵＥは、ＳＣｅｌｌ
内でどのビームを使用するかを、早期に特定可能となる。また、ＵＥの消費電力を低減可
能となる。
【０７５４】
　図１８～図２０は、Ｌ１／Ｌ２制御信号を用いたビーム単位のＣＡの設定シーケンスの
一例を示す図であり、前述の２つのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報の通知方法を組合せ
た場合の例である。図１８～図２０は、境界線ＢＬ５５１，Ｌ５５２の位置で、つながっ
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ている。図１８～図２０に示すシーケンスは、図１６および図１７に示すシーケンスと同
一のステップを含んでいるので、同一のステップについては同一のステップ番号を付して
、共通する説明を省略する。
【０７５５】
　ステップＳＴ５５０１において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａ
ｃｔ情報を通知する。この通知にはＬ１／Ｌ２制御信号を用いる。ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情
報はＤＣＩに含めて通知する。ステップＳＴ５５０２において、ｇＮＢはＵＥに対して、
ａｃｔしたＳＣｅｌｌの一つのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知する。この通知に
はＬ１／Ｌ２制御信号を用いる。ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報はＤＣＩに含めて通知する。
【０７５６】
　ステップＳＴ５５０３において、ＵＥは、ａｃｔされたＳＣｅｌｌのＳＳを受信して同
期を行う。ステップＳＴ５５０４において、ＵＥは各ビームのＢＲＳを受信し、ＲＲＣシ
グナリングによって通知された、ＳＣｅｌｌで構成可能なビームの情報（具体的には、ビ
ーム識別子とＢＲＳ構成とのうちの少なくとも一方と、ビームインデックス）、および、
ＰＣｅｌｌからのＬ１／Ｌ２制御信号によって通知された、ａｃｔする一つのビームの情
報（具体的にはビームインデックス）から、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する
。ステップＳＴ５５０５において、ＵＥは、モニタする一つのビームの物理下り制御チャ
ネル（PDCCH）を受信する。
【０７５７】
　このようにして、ｇＮＢはＵＥと、ＳＣｅｌｌのビーム１を介して通信を行うことが可
能となる。
【０７５８】
　図１９を参照し、ステップＳＴ５５０６において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌ
のビーム１を介してＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知する。この通知
にはＬ１／Ｌ２制御信号を用いる。ａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報はＤＣＩに含めて通知する。
【０７５９】
　ステップＳＴ５５０７において、ＵＥは各ビームのＢＲＳを受信し、ＲＲＣシグナリン
グによって通知された、ＳＣｅｌｌで構成可能なビームの情報（具体的にはビーム識別子
とＢＲＳ構成とのうちの少なくとも一方と、ビームインデックス）、および、ＳＣｅｌｌ
からのＬ１／Ｌ２制御信号によって通知された、ＳＣｅｌｌのａｃｔするビームの情報（
具体的にはビームインデックス）から、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する。ス
テップＳＴ５５０８において、ＵＥは、モニタするビームの物理下り制御チャネル（PDCC
H）を受信する。
【０７６０】
　このようにして、ｇＮＢはＵＥと、ＳＣｅｌｌのビーム２を介して通信を行うことが可
能となる。
【０７６１】
　続けて、図２０を参照して、ｇＮＢがＵＥと通信を行うビームをＳＣｅｌｌ内で変更す
る場合のシーケンスについて一例を開示する。ステップＳＴ５５０９において、ｇＮＢは
ＵＥと通信を行うビームの変更を決定する。例えば、ｇＮＢのＳＣｅｌｌのＰＨＹ機能部
が決定してもよい。ステップＳＴ５５１０において、ｇＮＢはＵＥに対して、ＳＣｅｌｌ
のビーム１によって、変更後のビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知する。該情報は、
ＤＣＩに含められ、Ｌ１／Ｌ２制御信号によって通知される。
【０７６２】
　ｇＮＢはＵＥに対して、変更後のビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を、ＰＣｅｌｌのビ
ーム１によって通知してもよい。ｇＮＢは、どちらの通信品質が良好かを判断し、通信品
質の良好なビームを用いて通知するようにしてもよい。
【０７６３】
　ＰＣｅｌｌのビームによって通知する場合、ＳＣｅｌｌのビームの通信品質の急激な劣
化の影響を受けることなく、ｇＮＢはＵＥに対して変更したビームに関する情報を通知可
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能となる。ＵＥは、ｇＮＢから通知されたビームに変更することが可能となる。
【０７６４】
　ステップＳＴ５５１１において、ＵＥは各ビームのＢＲＳを受信し、ＲＲＣシグナリン
グによって通知された、ＳＣｅｌｌで構成可能なビームの情報（具体的にはビーム識別子
とＢＲＳ構成とのうちの少なくとも一方と、ビームインデックス）、および、ＳＣｅｌｌ
からのＬ１／Ｌ２制御信号によって通知された、変更後のａｃｔするビームの情報（具体
的にはビームインデックス）から、ＳＣｅｌｌ内でモニタするビームを検出する。ステッ
プＳＴ５５１２において、ＵＥは、モニタするビームの物理下り制御チャネル（PDCCH）
を受信する。
【０７６５】
　このようにすることで、ＵＥと通信を行うＳＣｅｌｌのビームを、ビーム２からビーム
３に変更することが可能となる。
【０７６６】
　このように、ビームの情報を通知するのにＬ１／Ｌ２制御信号を用いるので、実施の形
態６およびそれの変形例１に比べてさらにダイナミックに、アグリゲーションするビーム
の設定および変更が可能となる。このため、ビームの設定および変更に要する時間をさら
に削減でき、所望のビームを用いた通信までの遅延をさらに低減できる。したがって、ビ
ームの設定および変更の処理時間をさらに短縮でき、ブロッキングおよびＵＥの移動によ
るＳＣｅｌｌでの通信開始不可および通信断の発生を低減可能となる。
【０７６７】
　前述の方法において、ＰＣｅｌｌで通知するＳＣｅｌｌのビームとしてベストなビーム
を特定して設定しなくてもよい。通信可能な通信品質を有するビームを設定すればよい。
ＳＣｅｌｌの該ビームを用いたＣＡを開始した後に、ＳＣｅｌｌで通知するビームの変更
においてベストなビームを設定すればよい。ＳＣｅｌｌと通信を開始した後のＳＣｅｌｌ
ビームのメジャメントになるのでＵＥでのメジャメント処理が簡易になり、また低消費電
力化できる。
【０７６８】
　前述の方法では、ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌのＬ１／Ｌ２制御情報で、ＳＣｅ
ｌｌのａｃｔする一つのビーム情報を通知することを開示した。ＳＣｅｌｌのａｃｔする
一つのビーム情報に限らず、複数のビーム情報であってもよい。ｇＮＢはＵＥに対して、
ＰＣｅｌｌのＬ１／Ｌ２制御情報で、ＳＣｅｌｌのａｃｔする複数のビーム情報を通知し
てもよい。
【０７６９】
　ＵＥは、ＰＣｅｌｌから通知されたＳＣｅｌｌの複数のビームをモニタする。ＵＥはａ
ｃｔされた複数のビームの物理下り制御チャネルを受信する。
【０７７０】
　ｇＮＢはＵＥに対して、Ｓｃｅｌｌの該複数のビームのうちの一つのビームのＬ１／Ｌ
２制御信号で、ａｃｔするビームの情報を通知する。あるいは、ＳＣｅｌｌのビームのａ
ｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を通知してもよい。一つのビームが用いられてもよいし、複数のビ
ームが用いられてもよい。ＵＥは、ａｃｔされた該複数のビームをモニタするため、該複
数のビームのうちの一つのビームで送信されるＬ１／Ｌ２制御信号を受信できる。
【０７７１】
　ＳＣｅｌｌのａｃｔするビームを複数のビームとすることで、いくつかのビームの通信
品質が悪化したとしても他のビームで、ａｃｔするビームの情報を通知することが可能と
なる。高信頼で安定した通信を行うことが可能となる。
【０７７２】
　実施の形態６から実施の形態６の変形例２までで開示した方法を適宜組合せてもよい。
例えば、ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌでＳＣｅｌｌのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報をＭ
ＡＣシグナリングによって通知し、ｇＮＢはＵＥに対して、ＰＣｅｌｌで、ＡｃｔしたＳ
Ｃｅｌｌのａｃｔする一つのビームに関する情報をＭＡＣシグナリングによって通知し、
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ＵＥが、ａｃｔしたＳＣｅｌｌのａｃｔする一つのビームと通信を開始し、その後に、Ｌ
１／Ｌ２制御信号を用いてＳＣｅｌｌでＳＣｅｌｌのビームのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報を
通知する。
【０７７３】
　ａｃｔするＳＣｅｌｌおよびａｃｔするビームの情報を、ＭＡＣシグナリングを用いて
通知することで、ＵＥでの受信誤り率を低減できる。このため、ＣＡの設定を確実に行う
ことが可能となるので、ｇＮＢとＵＥとの間での誤動作を低減できる。ＳＣｅｌｌのビー
ムのａｃｔ／ｄｅａｃｔ情報をＬ１／Ｌ２制御信号を用いて通知することで、ＵＥにダイ
ナミックに低遅延で通知することが可能となる。たとえ高い周波数での運用におけるブロ
ッキングによって、あるいはＵＥの移動によって、通信に適するビームが頻繁に変わるよ
うな場合であっても、ＣＡを行うビームを低遅延で設定および変更することが可能となる
。
【０７７４】
　このように、実施の形態６から実施の形態６の変形例２までで開示した方法を適宜組合
せることによって、刻々と変化する電波伝搬状況に応じて低遅延で、ＣＡを行うビームを
設定および変更することが可能となる。
【０７７５】
　実施の形態７．
　ＬＴＥにおけるデータフローは、ＣＮ（Core Network）からＲＡＮ（Radio Access Net
work）にわたってベアラベースで行われている。各ノード間でベアラが設定される（非特
許文献１参照）。ＬＴＥではＥＰＳベアラとＤＲＢ（Data Radio Bearer）とは１対１マ
ッピングであった。
【０７７６】
　しかし、５Ｇにおけるデータフローについては、ＣＮ－ＲＡＮ間ではフローベース制御
を行うこと、および、ＲＡＮではベアラベース制御を行うことが議論されている（３ＧＰ
Ｐ　Ｒ２－１６６８９２（以下「参考文献２」という）参照）。ＣＮ－ＲＡＮ間の制御が
フローベース制御となった場合、従来Ｐ－ＧＷとＵＥとの間で設定されていたＥＰＳベア
ラ、および、従来Ｓ－ＧＷとＵＥとの間で設定されていたＥ－ＲＡＢは設定されなくなる
。しかし、ＲＡＮではベアラベースの制御が維持されることになったので、データ用のＲ
ａｄｉｏ　ＢｅａｒｅｒとしてＤＲＢが設定されることになる。
【０７７７】
　５Ｇでは、サービスフローというよりもＱｏＳ（Quality of Service）フローを用いる
ことが検討されている（参考文献２参照）。３ＧＰＰでは、ＱｏＳフローのためにパケッ
ト毎にＱｏＳマーキングを用いることが、規格として決定された。ＱｏＳマーキングはス
カラ値で設定される。したがって、異なるサービス／セッションであっても同じＱｏＳを
有する場合は、同じＱｏＳフローに分類される。また、複数のＱｏＳフローを一つのＤＲ
Ｂにマッピングすることを可能にすることが検討されている。
【０７７８】
　このため、ＲＡＮのノードであるｇＮＢは、一つまたは複数の異なるＰＤＵ（Protocol
 Data Unit）セッションからのトラフィックを、一つのＤＲＢにマッピングすることにな
る。ｇＮＢは、ＰＤＵセッションからのトラフィックのＱｏＳに応じてＤＲＢを設定する
。ｇＮＢは、ＰＤＵセッションからのデータを、設定したＤＲＢにマッピングする。
【０７７９】
　ここでは、５ＧでのＣＮをＮＧ-ＣＮと称する。ＮＧ－ＣＮ傘下のｇＮＢでＤＣ（Dual 
Connectivity）が設定される場合について検討する。ＤＣはベアラ毎に設定される。ＤＣ
では３つのベアラタイプがサポートされる。ＭＣＧ（Master Cell Group）ベアラ、ＳＣ
Ｇ（Secondary Cell Group）ベアラ、スプリットベアラである（非特許文献１参照）。従
来のＬＴＥにおけるＤＣでは、ＭｅＮＢ（Master eNB）がＳｅＮＢ（Secondary eNB）の
ベアラ設定を要求する。
【０７８０】
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　しかし、従来のベアラ設定要求は、Ｅ－ＲＡＢパラメータを用いて行われていた。しか
し、５ＧにおけるＮＧ－ＣＮではＥ－ＲＡＢが無くなった。したがって、ＤＣにおけるベ
アラ設定要求にＥ－ＲＡＢパラメータを用いることはできなくなってしまう。このため、
ＤＣの設定方法（例えば、ＭｇＮＢ（Master gNB）からＳｇＮＢ（Secondary gNB）への
ベアラの設定要求方法、および、ＳｇＮＢにおけるＤＣ用ベアラの設定方法）が不明にな
るという問題が発生する。
【０７８１】
　本実施の形態７ではこのような問題を解決する方法を開示する。
【０７８２】
　ＳｇＮＢが、ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を用いて、ＤＣ用ベアラ設定を行
う。ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＮＧ－ＣＮ（ＣＰ）より通知されたＰＤＵセッション
に関する情報に含まれるＱｏＳに関する情報を用いてベアラ設定要求を行う。３ＧＰＰで
は、ＰＤＵセッション設立において、ＮＧ－ＣＮ（ＣＰ）からｇＮＢに対して、ＰＤＵセ
ッションに関する情報を通知することが検討されている。ＰＤＵセッションに関する情報
として、ＰＤＵセッションのコンテキストを通知すること、および、ＰＤＵセッションコ
ンテキストにＱｏＳに関する情報が含まれることが検討されている（非特許文献６参照）
。このようなＰＤＵセッションに関する情報に含まれるＱｏＳに関する情報を用いてもよ
い。
【０７８３】
　ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢからベアラ設定要求とともに、あるいはベアラ設定要求メッセー
ジに含められて通知されたＰＤＵセッションコンテキスト内のＱｏＳに関する情報を用い
て、ＤＣ用のＤＲＢを設定する。スプリットベアラを設定する場合、ＭｇＮＢは、ＰＤＵ
セッションコンテキスト内のＱｏＳに関する情報の値を変更し、変更後の値をＳｇＮＢに
通知してもよい。ＭｇＮＢ側のベアラとＳｇＮＢ側のベアラとでＰＤＵセッションに要求
されるＱｏＳを満たすように、ＤＣ用のＤＲＢを設定すればよい。
【０７８４】
　ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッションのセッション識別子を通知
してもよい。ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報と関連付けてＰＤＵセッション識別
子を通知するとよい。ベアラ設定要求とともに、あるいは、ベアラ設定要求メッセージに
含めて通知してもよい。
【０７８５】
　ＤＣを行うＰＤＵセッション識別子を通知することで、ＳｇＮＢは、ＮＧ－ＣＮにおけ
るどのＰＤＵセッションに対してＤＣを行うのかを認識することができる。ＳｇＮＢで、
ＤＣを行うＰＤＵセッションとＤＲＢとのマッピングを可能にする。
【０７８６】
　ＰＤＵセッションコンテキスト内のＱｏＳに関する情報の例として、３ＧＰＰでは以下
のようなパラメータが提案されている（非特許文献６参照）。これらのＱｏＳに関する情
報を用いてもよい。
【０７８７】
　（１）フロー優先度指標、
　（２）フロー優先度レベル、
　（３）パケット優先度指標、
　（４）パケット破棄優先度指標、
　（５）最大フロービットレート、
　（６）保証フロービットレート、
　（７）セッションビットレート、
　（８）ＱｏＳ指標。
【０７８８】
　ＰＤＵセッションに関する情報のＱｏＳに関する情報として、ＱＣＩを設けてもよい。
ＰＤＵセッションに関する情報のＱｏＳに関する情報として、許容遅延に関する情報を設
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けてもよい。ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＮＧ－ＣＮ（ＣＰ）より通知されたＰＤＵセ
ッションに関する情報に含まれるＱＣＩ情報や許容遅延に関する情報を用いて、ベアラ設
定要求を行ってもよい。
【０７８９】
　前述したように、ＤＲＢに複数のＰＤＵセッションが含まれる場合がある。したがって
、ＤＣを設定するＤＲＢに複数のＰＤＵセッションが含まれる場合がある。このような場
合、ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、複数のＰＤＵセッションのＰＤＵセッションコンテキ
スト内のＱｏＳに関する情報を通知するとよい。ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信した複数
のＰＤＵセッションコンテキスト内のＱｏＳに関する情報を用いて、ＤＣ用のＤＲＢを設
定する。
【０７９０】
　図２１は、本実施の形態７におけるＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定方法を説明する図である
。図２１の左側の（ａ）は、ＭｇＮＢを用いたＭＣＧベアラ設定時の状態であり、ＤＣを
設定する前の状態としてもよい。図２１の右側の（ｂ）は、ＳｇＮＢを用いたＳＣＧベア
ラ設定時の状態であり、ＤＣ（ＳＣＧベアラ）を設定した状態としてもよい。
【０７９１】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＮＧ－ＣＮのＵ－Ｐｌａｎｅのファンクションを示す。図では下りリ
ンクについて示している。状態（ａ）では、ＮＧ－ＵＰＦからＭｇＮＢに対して２つのＰ
ＤＵセッションフローが設定される場合について示している。２つのＰＤＵセッションフ
ローをＰＤＵセッション＃１とＰＤＵセッション＃２とする。ＭｇＮＢでは、２つのＰＤ
Ｕセッションに対して一つのＤＲＢ＃Ｍ１が設定され、マッピングされる。
【０７９２】
　状態（ｂ）に示すように、ＤＣ（ＳＣＧベアラ）が設定されることによって、ＭＣＧベ
アラからＳＣＧベアラにスイッチされる。ＤＣはベアラ毎に設定されるので、ＳｇＮＢに
おいてＤＲＢ＃Ｓ１が設定され、ＭｇＮＢのＤＲＢ＃Ｍ１がＳｇＮＢのＤＲＢ＃Ｓ１にス
イッチされる。このため、ＭｇＮＢのＤＲＢ＃Ｍ１にマッピングされていた全ＰＤＵセッ
ションが、ＤＲＢ＃Ｓ１にマッピングされる。
【０７９３】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＤＣ（ＳＣＧベアラ）が設定されることによって、ＤＲＢ＃Ｍ１にマ
ッピングされていた全ＰＤＵセッションを、ＭｇＮＢからＳｇＮＢにパススイッチする。
ＮＧ－ＣＮ、ｇＮＢ、ＵＥ間でＤＣを設定する。
【０７９４】
　図２２は、本実施の形態７におけるＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を説明する図で
ある。
【０７９５】
　図２２の左側の（ａ）は、ＭｇＮＢを用いたＭＣＧベアラ設定時の状態であり、ＤＣを
設定する前の状態としてもよい。状態（ａ）は図２１の状態（ａ）と同じなので説明を省
略する。図２２の右側の（ｂ）は、ＳｇＮＢを用いたスプリットベアラ設定時の状態であ
り、ＤＣ（スプリットベアラ）を設定した状態としてもよい。
【０７９６】
　状態（ｂ）に示すように、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定されることによって、ＭＣ
Ｇベアラからスプリットベアラにスイッチされる。ＤＣはベアラ毎に設定されるので、Ｍ
ｇＮＢのＤＲＢ＃Ｍ１が、ＭｇＮＢによって設定されるＤＲＢ＃Ｍ３と、ＳｇＮＢによっ
て設定されるＤＲＢ＃Ｓ５とに、スプリットされる。このため、ＭｇＮＢのＤＲＢ＃Ｍ１
にマッピングされていた全ＰＤＵセッションが、ＤＲＢ＃Ｍ３とＤＲＢ＃Ｓ５とにスプリ
ットされてマッピングされる。
【０７９７】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定された場合は、ＤＲＢ＃Ｍ１にマッ
ピングされていた全ＰＤＵセッションを、ＭｇＮＢからＳｇＮＢにパススイッチする必要
は無く、ＭｇＮＢのままでよい。このように、ＤＣ（スプリットベアラ）は、ｇＮＢ、Ｕ
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Ｅ間で設定される。
【０７９８】
　図２３および図２４は、本実施の形態７におけるＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定シーケンス
の一例を示す図である。図２３と図２４とは、境界線ＢＬ６３１の位置で、つながってい
る。ＳｇＮＢがＤＲＢマッピングを行う。２つのＰＤＵセッションが設立され、これら２
つのＰＤＵセッションが１つのＤＲＢにマッピングされる場合について示している。図２
３および図２４では、ＰＤＵセッションとしているが、ＰＤＵセッションの代わりに、Ｑ
ｏＳによって構成されたＱｏＳフローに適用してもよい。
【０７９９】
　ステップＳＴ６３０１において、ＮＧ－ＣＰＦはＭｇＮＢに対してＰＤＵセッション要
求を行う。ＮＧ－ＣＰＦは、ＮＧ－ＣＮのＣ－Ｐｌａｎｅのファンクションを示す。ＰＤ
Ｕセッション要求においてＰＤＵセッションコンテキストを通知する。ＰＤＵセッション
コンテキスト内にＱｏＳに関する情報を含む。ここでは、ＰＤＵセッション＃１とする。
【０８００】
　ステップＳＴ６３０２において、ＭｇＮＢはＰＤＵセッション＃１用のＤＲＢを設定す
る。ＱｏＳに関する情報などを考慮してＤＲＢを設定する。ステップＳＴ６３０３，ＳＴ
６３０４において、ＭｇＮＢはＵＥに対して、ＤＲＢ設定に関する情報を通知する。これ
により、ＵＥはＭｇＮＢとの間でＤＲＢを設定する。ステップＳＴ６３０６，ＳＴ６３０
５において、ＮＧ－ＵＰＦとＭｇＮＢとの間およびＭｇＮＢとＵＥとの間で、データ通信
が行われる。ＭｇＮＢはＰＤＵセッションとＤＲＢとのマッピングを行う。
【０８０１】
　ステップＳＴ６３０７において、ＮＧ－ＣＰＦはＭｇＮＢに対して、ＰＤＵセッション
＃１とは異なるＰＤＵセッション要求を行う。ここでは、ＰＤＵセッション＃２とする。
ステップＳＴ６３０８において、ＭｇＮＢはＰＤＵセッション＃２用のＤＲＢを設定する
。ＱｏＳに関する情報などを考慮してＤＲＢを設定する。ここでは、既存のＰＤＵセッシ
ョン＃１のために設定したＤＲＢにマッピングする場合について示す。ＰＤＵセッション
＃１とＰＤＵセッション＃２とが同じＤＲＢにマッピングされることになる。
【０８０２】
　既存のＤＲＢを用いることになるので、ＵＥに対して新たなＤＲＢの設定は不要となる
。ステップＳＴ６３１０，ＳＴ６３０９において、ＮＧ－ＵＰＦとＭｇＮＢとの間および
ＭｇＮＢとＵＥとの間で、データ通信が行われる。ＭｇＮＢはＰＤＵセッションとＤＲＢ
とのマッピングを行う。ＭｇＮＢはＰＤＵセッション＃１とＰＤＵセッション＃２とを同
じＤＲＢにマッピングする。
【０８０３】
　ステップＳＴ６３１１において、ＭｇＮＢはＵＥに対してＤＣ（ＳＣＧベアラ）を設定
することを決定する。ステップＳＴ６３１２において、ＭｇＮＢは、ＳｇＮＢに対して、
ＳｇＮＢ追加要求メッセージを通知する。ＳｇＮＢ追加要求メッセージにＰＤＵセッショ
ンのＱｏＳに関する情報を含める。ＭｇＮＢは、ＮＧ－ＣＰＦからＰＤＵセッション要求
時に通知されたＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を用いるとよい。ここでは、ＰＤ
Ｕセッションコンテキストに含まれるＱｏＳに関する情報とする。
【０８０４】
　ベアラ毎にＤＣを設定するために、ＳｇＮＢ追加要求メッセージに、ＤＣを行うＤＲＢ
にマッピングされる全ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を含める。ここでは、ＰＤ
Ｕセッション＃１のＱｏＳに関する情報と、ＰＤＵセッション＃２のＱｏＳに関する情報
とを含める。
【０８０５】
　また、ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＳｅＮＢ追加要求メッセージに、ＰＤＵセッショ
ン識別子を含めて通知してもよい。ＰＤＵセッション識別子と、各々のＱｏＳに関する情
報とを、関連付けて通知してもよい。このようにすることで、ＳｇＮＢはどのＰＤＵセッ
ションがどのＱｏＳであるかを認識することが可能となる。
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【０８０６】
　ステップＳＴ６３１３において、ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信したＰＤＵセッション
のＱｏＳに関する情報を考慮してＤＲＢを設定する。ここでは、ＰＤＵセッション＃１と
ＰＤＵセッション＃２との両方のＱｏＳに関する情報を考慮して、ＤＲＢを設定する。Ｓ
ｇＮＢは、ＤＲＢを設定する際に、自ノードの負荷などを考慮してもよい。ＳｇＮＢにお
いて、ＰＤＵセッション＃１とＰＤＵセッション＃２との両方のＱｏＳに見合うＤＲＢを
設定できない場合は、ＭｇＮＢに対してＳｇＮＢ追加要求に対する拒否メッセージを通知
してもよい。拒否メッセージに、拒否理由を含めるとよい。例えば、過負荷などの理由が
ある。
【０８０７】
　ステップＳＴ６３１４において、ＳｇＮＢはＭｇＮＢに対して、ＤＣを行うＤＲＢ設定
を通知する。ＤＲＢ設定は、ＳＣＧ設定のＳＣＧベアラ設定情報に含めて、通知するとよ
い。ステップＳＴ６３１５，ＳＴ６３１６において、ＭｇＮＢはＵＥに対して、ＳｇＮＢ
のＤＲＢ設定に関する情報を通知する。これによりＵＥはＳｇＮＢとの間でＤＲＢを設定
する。ＵＥとの間でＤＲＢ設定を含むＳＣＧ設定を行ったＭｇＮＢは、ステップＳＴ６３
１７において、ＳｇＮＢに対して、ＳｇＮＢ再設定が完了したことを通知する。ステップ
ＳＴ６３１８において、ＵＥはＳｇＮＢに対してＲＡ処理を行う。ＵＥは上りも含めてＳ
ｇＮＢとの通信が可能となる。
【０８０８】
　ステップＳＴ６３１９において、ＭｇＮＢはＳＮ（シーケンス番号）ステータスを転送
する。ＰＤＵセッション＃１とＰＤＵセッション＃２とのデータにあわせてＳＮを設け、
該ＳＮのステータスを転送する。他の方法として、ＰＤＵセッション毎にＳＮを設けて、
ＰＤＵセッション毎のＳＮステータスを転送してもよい。例えば、ＰＤＵセッション＃１
のデータとＰＤＵセッション＃２のデータとのそれぞれに対して個別にＳＮを設け、該二
つのＳＮのステータスを転送する。このようにすることで、ＳｇＮＢはＭｇＮＢでのデー
タ処理状態を、ＰＤＵセッション毎に認識することが可能となる。
【０８０９】
　ＮＧ－ＵＰＦからの下りデータは、まだＭｇＮＢに対して送信されている。このため、
ステップＳＴ６３２０においてＭｇＮＢは、ＮＧ－ＵＰＦからのデータをＳｇＮＢに転送
する。ＤＣを設定したＤＲＢにマッピングされる全ＰＤＵセッションのデータを転送する
。
【０８１０】
　ステップＳＴ６３２１においてＭｇＮＢは、ＮＧ－ＣＰＦに対して、ＰＤＵセッション
スイッチ指示を通知する。ＭｇＮＢはＮＧ－ＣＰＦに対して、ＰＤＵセッションをＳｇＮ
Ｂにスイッチすることを要求する。ＤＣを設定したＤＲＢにマッピングされる全ＰＤＵセ
ッション識別子、ＭｇＮＢ識別子、ＳｇＮＢ識別子、ＳｇＮＢのアドレスなどを通知する
とよい。ここでは、ＰＤＵセッション識別子として、ＰＤＵセッション＃１およびＰＤＵ
セッション＃２の識別子を通知する。
【０８１１】
　ステップＳＴ６３２２においてＮＧ－ＣＰＦは、ＮＧ－ＵＰＦに対して、ＰＤＵセッシ
ョンスイッチ指示を通知する。ＮＧ－ＣＰＦはＮＧ－ＵＰＦに対して、ＰＤＵセッション
をＳｇＮＢにスイッチすることを要求する。通知する情報は、ステップＳＴ６３２１で通
知された情報と同じとしてもよい。
【０８１２】
　ステップＳＴ６３２２においてＰＤＵセッションスイッチ指示を受信したＮＧ－ＵＰＦ
は、ステップＳＴ６３２３において、エンドマーカをつけたパケットをＭｇＮＢに対して
通知する。ＭｇＮＢは該パケットをＳｇＮＢに転送する。これにより、ＳｇＮＢはＭｇＮ
Ｂから転送されるデータが最後であることを認識する。ＰＤＵセッション毎にエンドマー
カをつけて送信してもよい。ＰＤＵセッション毎に並行してデータが送信されている場合
に有効である。
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【０８１３】
　エンドマーカをつけたパケットをＭｇＮＢに対して送信したＮＧ－ＵＰＦは、ステップ
ＳＴ６３２２において通知されたＰＤＵセッションのデータ送受信先を、ＭｇＮＢからＳ
ｇＮＢに変更する。ここでは、ＤＣを設定したＤＲＢにマッピングされる全ＰＤＵセッシ
ョンのデータ送受信先を、ＭｇＮＢからＳｇＮＢに変更する。
【０８１４】
　ステップＳＴ６３２４において、ＮＧ－ＣＰＦはＭｇＮＢに対して、ＰＤＵセッション
スイッチを行ったことを確認する通知を行う。ステップＳＴ６３２６，ＳＴ６３２５にお
いて、ＮＧ－ＵＰＦとＳｇＮＢとの間およびＳｇＮＢとＵＥとの間で、データ通信が行わ
れる。ＳｇＮＢはＰＤＵセッションとＤＲＢとのマッピングを行う。ＳｇＮＢはＰＤＵセ
ッション＃１とＰＤＵセッション＃２とを同じＤＲＢにマッピングする。ＱｏＳフローに
適用した場合、ＳｇＮＢがＱｏＳフローからＤＲＢのマッピングを行う。
【０８１５】
　スプリットベアラのＤＣを設定する場合のシーケンスは、一例として、図２３および図
２４のシーケンスの一部を変更するとよい。ステップＳＴ６３１１において、ＭｇＮＢは
ＵＥに対して、ＤＣ（スプリットベアラ）を設定することを決定する。ステップＳＴ６３
１２において、ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を
含んだＳｇＮＢ追加要求メッセージを通知する。このＰＤＵセッションのＱｏＳに関する
情報として、ＭｇＮＢは、ＮＧ－ＣＰＦからＰＤＵセッション要求時に通知されたＰＤＵ
セッションのＱｏＳに関する情報を用いてもよいことを示した。
【０８１６】
　スプリットベアラの場合、ＮＧ－ＣＰＦからＰＤＵセッション要求時に通知されたＰＤ
ＵセッションのＱｏＳに関する情報を変更してＳｇＮＢに通知してもよい。また、ステッ
プＳＴ６３１５において、ＭｇＮＢはＵＥに対して、ＳｇＮＢのＤＲＢ設定に関する情報
を通知する。ここで、ＭｇＮＢは、ＵＥとの間のベアラ設定を、ＤＣ前のＭｇＮＢとＵＥ
との間のベアラの設定から変更して、通知してもよい。ＭｇＮＢはＵＥに対して、ＭｇＮ
ＢとＵＥとの間のＤＲＢ設定と、ステップＳＴ６３１４においてＳｇＮＢから通知された
ＳｇＮＢとＵＥとの間のＤＲＢ設定とを、通知するとよい。これによりＵＥはスプリット
ベアラを設定することが可能となる。
【０８１７】
　スプリットベアラの場合、ＵＥに対するベアラが、ＭｇＮＢとＵＥとの間のベアラと、
ＳｇＮＢとＵＥとの間のベアラとに、スプリットされる。スプリットされた、ＭｇＮＢと
ＵＥとの間のベアラと、ＳｇＮＢとＵＥとの間のベアラとをあわせて、ＰＤＵセッション
のＱｏＳが満たされればよい。このため、前述のような処理とするとよい。
【０８１８】
　ＤＣを設定するＤＲＢにマッピングされる全ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を
変更してもよいし、一部のＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を変更してもよい。ま
た、ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報のうち全部の情報を変更してもよいし、一部
の情報を変更してもよい。ＭｇＮＢは自ノードの負荷などに応じて設定を柔軟に変更して
ＳｇＮＢに対してＳｇＮＢ追加要求を行うことが可能となる。
【０８１９】
　また、スプリットベアラでは、ＭＣＧベアラからＳＣＧベアラにベアラをスイッチする
ための処理（ステップＳＴ６３１９～ＳＴ６３２４参照）は不要となる。これは、スプリ
ットベアラではＭｇＮＢでベアラがスプリットされるので、ＮＧ－ＵＰＦとＭｇＮＢとの
間のＰＤＵセッションは変更不要となるからである。
【０８２０】
　スプリットベアラの設定後のデータ通信は、ステップＳＴ６３２５，ＳＴ６３２６では
なくなる。ステップＳＴ６３１０のＮＧ－ＵＰＦとＭｇＮＢとの間のデータ通信は維持さ
れ、ＭｇＮＢとＵＥとの間のデータ通信が、ＭｇＮＢとＵＥとの間のデータ通信と、Ｍｇ
ＮＢとＳｇＮＢとの間およびＳｇＮＢとＵＥとの間のデータ通信との２つにスプリットさ
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れる。
【０８２１】
　このようにすることで、ＣＮ－ＲＡＮ間の制御がフローベース制御になり、ＲＡＮの制
御がベアラベース制御になり、ＮＧ－ＣＮでＥ－ＲＡＢが無くなる一方、ｇＮＢとＵＥと
の間でＤＲＢが設定されるような場合にも、ＵＥに対してＤＣを設定可能となる。また、
ＳｇＮＢがＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報からＤＲＢを設定することによって、
ＳｇＮＢの状況を考慮したＤＲＢ設定が可能となる。ＳｇＮＢのリソース使用効率を向上
させることが可能となる。
【０８２２】
　実施の形態７によれば、例えば、通信端末装置と、通信端末装置と無線通信可能に接続
される複数の基地局装置と、通信端末装置と各基地局装置との通信を管理するコアネット
ワークとを含み、通信端末装置と接続されている第１の基地局装置が、第２の基地局装置
に対して、通信端末装置用のベアラを設定するように要求する場合、第１の基地局装置は
、コアネットワークからＰＤＵセッションについて取得したＱｏＳ（Quality of Service
）に関する情報を、第２の基地局装置に通知し、第２の基地局装置は、通知されたＱｏＳ
に関する情報に基づいて、通信端末装置用のベアラを設定する、通信システムが提供され
る。
【０８２３】
　この構成によれば、第５世代（５Ｇ）無線アクセスシステムについて、デュアルコネク
ティビティ（ＤＣ）を設定可能となる。
【０８２４】
　ここで、上記構成は、前述のように、および、以下の変形例１～２で述べるように、様
々に変形することが可能である。
【０８２５】
　本実施の形態７で示した問題を解決するために、ＳｇＮＢがＰＤＵセッションのＱｏＳ
に関する情報を用いてＤＣ用ベアラ設定を行う方法について前述した。
【０８２６】
　前述の方法では、一つのＤＲＢに複数のＰＤＵセッションが構成される場合、ＤＣはＤ
ＲＢ毎の設定であるので、一つのＤＲＢについてＤＣを行うために、ＤＲＢに含まれる全
ＰＤＵセッションの情報をＭｇＮＢとＳｇＮＢとの間で通知しなければならない。このた
め、通知しなければならない情報量が増大してしまう。
【０８２７】
　ここでは、本実施の形態７で示した問題を解決する他の方法を開示する。
【０８２８】
　ＭｇＮＢが、ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を用いて、ＤＣ用ベアラ設定を行
う。ＭｇＮＢは、ＤＣ用ベアラ設定に関する情報を用いて、ＳｇＮＢに対してＳｇＮＢ追
加要求を行う。ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから通知されたＤＣ用ベアラ設定に関する情報を用
いて、ＤＣ用のＤＲＢを設定する。スプリットベアラを設定する場合、ＭｇＮＢは、ＤＣ
用ベアラ設定に関する情報の値を変更して、ＳｇＮＢに通知してもよい。ＭｇＮＢ側のベ
アラとＳｇＮＢ側のベアラとによって、ＰＤＵセッションに要求されるＱｏＳを満たすよ
うに、ＤＣ用のＤＲＢを設定すればよい。
【０８２９】
　ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッションのセッション識別子を通知
してもよい。ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＤＣを行うＤＲＢに含まれるＰＤＵセッショ
ンの識別子を通知してもよい。ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報と関連付けてＰＤ
Ｕセッション識別子を通知するとよい。ベアラ設定要求とともに、あるいは、ベアラ設定
要求メッセージに含めて通知してもよい。
【０８３０】
　このようにすることで、ＳｇＮＢは、ＮＧ－ＣＮにおけるどのＰＤＵセッションに対し
てＤＣを行うのかを認識することができる。ＳｇＮＢで、ＰＤＵセッションとＤＣを行う
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ＤＲＢとのマッピングを可能にする。
【０８３１】
　ＤＣ用ベアラ設定に関する情報例として以下のようなパラメータがあげられる。
【０８３２】
　（１）ＲＬＣ構成、
　（２）論理チャネル識別子、
　（３）論理チャネル構成、
　（４）論理チャネルビットレート、
　（５）ＱＣＩ。
【０８３３】
　ＤＣ用ベアラ設定に関する情報として、上りリンクにおいては、ｇＮＢがＵＥに対して
通知するＤＲＢ設定情報を用いてもよい。従来のＬＴＥでｅＮＢがＵＥに対して通知する
ＤＲＢ設定情報を用いてもよい。例えば、従来のＬＴＥでは、非特許文献１２に開示され
たパラメータがある。これらのＱｏＳに関する情報を用いてもよい。
【０８３４】
　ＤＣを設定するベアラに複数のＰＤＵセッションが含まれる場合も、ＭｇＮＢはＳｇＮ
Ｂに対して、一つのＤＣ用ベアラのベアラ設定に関する情報のみを通知すればよい。Ｍｇ
ＮＢが設定した一つのＤＣ用ベアラのベアラ設定に関する情報を通知すればよい。このた
め、ＭｇＮＢからＳｇＮＢに対してＰＤＵセッション毎のＱｏＳに関する情報を通知しな
くてもよく、通知に要する情報量を削減することが可能となる。
【０８３５】
　ＳＣＧベアラを設定する場合、前述のように、ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＤＣを設
定するＤＲＢについて、ＭｇＮＢが設定したＤＲＢ設定に関する情報を通知すればよい。
スプリットベアラの場合、スプリットされた、ＭｇＮＢとＵＥとの間のベアラと、ＳｇＮ
ＢとＵＥとの間のベアラとをあわせて、ＰＤＵセッションのＱｏＳが満たされればよい。
このため、ＭｇＮＢは、ＭｇＮＢが設定したベアラ設定に関する情報を変更してＳｇＮＢ
に通知してもよい。また、ＭｇＮＢは、ＵＥとの間のベアラ設定を、ＤＣ前のＭｇＮＢと
ＵＥとの間のベアラの設定から変更して、通知してもよい。
【０８３６】
　ＤＣ用ベアラのベアラ設定に関する情報の全てを変更してもよいし、一部のみを変更し
てもよい。ＭｇＮＢは自ノードの負荷などに応じて設定を柔軟に変更してＳｇＮＢに対し
てＳｇＮＢ追加要求を行うことが可能となる。
【０８３７】
　ＭｇＮＢがＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を用いてＤＣ用ベアラ設定を行う場
合のＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定シーケンスは、一例として、図２３および図２４シーケン
スの一部を修正するとよい。
【０８３８】
　図２３のステップＳＴ６３１２において、ＭｇＮＢがＳｇＮＢに対して通知するＳｇＮ
Ｂ追加要求メッセージに、ＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報ではなく、ＭｇＮＢが
ステップＳＴ６３０８で設定したＤＲＢ設定に関する情報を含める。
【０８３９】
　また、ステップＳＴ６３１３において、ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから通知されたＤＲＢ設
定に関する情報を考慮してＤＲＢを設定する。ＳｇＮＢは、ＤＲＢを設定する際に、自ノ
ードの負荷などを考慮してもよい。ＳｇＮＢにおいて、ＭｇＮＢから通知されたＤＲＢ設
定に関する情報に見合うＤＲＢを設定できない場合は、ＭｇＮＢに対してＳｇＮＢ追加要
求に対する拒否メッセージを通知してもよい。拒否メッセージに、拒否理由を含めるとよ
い。例えば、過負荷などの理由がある。
【０８４０】
　ＤＣ（スプリットベアラ）設定シーケンスの一例として、さらに、前述のＳｇＮＢがＤ
ＲＢマッピングを行う方法で開示したＤＣ（スプリットベアラ）設定シーケンスへの変更
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を同様に行うとよい。
【０８４１】
　このようにすることで、ＣＮ－ＲＡＮ間の制御がフローベース制御になり、ＲＡＮの制
御がベアラベース制御になり、ＮＧ－ＣＮでＥ－ＲＡＢが無くなる一方、ｇＮＢとＵＥと
の間でＤＲＢが設定されるような場合にも、ＵＥに対してＤＣを設定可能となる。
【０８４２】
　また、ＭｇＮＢからＳｇＮＢに対してＰＤＵセッション毎のＱｏＳに関する情報を通知
しなくてもよく、通知に要する情報量を削減することが可能となる。また、ＭｇＮＢがＰ
ＤＵセッションのＱｏＳに関する情報からＤＲＢを設定することによって、ＭｇＮＢの状
況を考慮したＤＲＢ設定要求が可能となる。ＭｇＮＢのリソース使用効率を向上させるこ
とが可能となる。
【０８４３】
　以上に鑑みると、実施の形態７によれば、さらに次のような通信システムが提供される
。例えば、通信端末装置と、通信端末装置と無線通信可能に接続される複数の基地局装置
と、通信端末装置と各基地局装置との通信を管理するコアネットワークとを含み、通信端
末装置と接続されている第１の基地局装置が、第２の基地局装置に対して、通信端末装置
用のベアラを設定するように要求する場合、第１の基地局装置は、コアネットワークから
ＰＤＵセッションについて取得したＱｏＳ（Quality of Service）に基づいて、通信端末
装置用のベアラを設定し、設定したベアラに関する情報を第２の基地局装置に通知する、
通信システムが提供される。
【０８４４】
　この構成によれば、第５世代（５Ｇ）無線アクセスシステムについて、デュアルコネク
ティビティ（ＤＣ）を設定可能となる。
【０８４５】
　ここで、上記構成は、前述のように、および、以下の変形例１～２で述べるように、様
々に変形することが可能である。
【０８４６】
　実施の形態７の変形例１．
　従来は、セッション毎にＥ－ＲＡＢが構成され、Ｅ－ＲＡＢ毎にＤＲＢが構成された。
ＤＣはＥ－ＲＡＢ毎に設定可能であったので、一つのＵＥに対して複数のセッションが構
成された場合も、ＰＤＵセッション毎にＤＣの設定が可能であった。
【０８４７】
　しかし、複数のＰＤＵセッションに対して一つのＤＲＢを構成可能とした場合、セッシ
ョン毎にＤＣを設定することが不可能となってしまう。
【０８４８】
　セッションによっては、ＤＣにおいてどのベアラタイプを用いた方がよいかは異なる場
合がある。例えば、低遅延が要求されるセッションにはＭＣＧベアラが適す。ＳｇＮＢへ
の転送が発生しないからである。また、例えば、高容量が要求されるセッションには、Ｓ
ＣＧベアラあるいはスプリットベアラが適す場合がある。ＳｇＮＢが高周波数で広帯域な
キャリアを構成するような場合、ＳｇＮＢを用いることで高容量を得られるからである。
【０８４９】
　しかし、セッション毎のＤＣ設定が不可能となった場合、このような効果を得られなく
なってしまう問題が発生する。
【０８５０】
　本変形例１では、このような問題を解決する方法を開示する。
【０８５１】
　ＤＣをＰＤＵセッション毎に設定可能とする。ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＰＤＵセ
ッション毎にＤＣ設定を行う。ＤＣ（ＳＣＧベアラ）を設定する場合について、ＤＣ設定
方法を開示する。ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＮＧ－ＣＮ（ＣＰ）から通知された、Ｄ
Ｃを行うＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する情報を用いて、ベアラ設定要求を行う。
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この方法は実施の形態７で開示した方法を適用できる。
【０８５２】
　ＭｇＮＢは、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いた他のＰＤＵセッションのＱｏＳに関
する情報を用いて、ベアラを再設定する。ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信したＤＣを行う
ＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する情報を用いて、ベアラ設定を行う。ＭｇＮＢはＵ
Ｅに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッションに対してＳｇＮＢで設定されたベアラ設定と、
ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いた他のＰＤＵセッションに対してＭｇＮＢで再設定さ
れたベアラ設定とを通知する。
【０８５３】
　ＵＥは、通知されたベアラ設定に応じて、ＤＣを行うＰＤＵセッションに対するベアラ
設定と、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いた他のＰＤＵセッションに対するベアラ設定
とを行う。このようにＤＣを設定することで、ＰＤＵセッション毎のＤＣ設定が可能とな
る。
【０８５４】
　ＭｇＮＢが、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いたＰＤＵセッションのＱｏＳに関する
情報を用いて、ベアラを再設定することを開示したが、ベアラの再設定を行わなくてもよ
い。ＭｇＮＢは、ＤＣを行う前に、ＤＣを行うＰＤＵセッションを含めたＱｏＳを満たす
ようにベアラを設定しているので、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いたＰＤＵセッショ
ンのＱｏＳを満たすことも可能である。この場合、ＭｇＮＢからＵＥに対して、ＭｇＮＢ
で再設定されたベアラ情報を通知しなくてもよい。このようにすることで、ＭｇＮＢから
ＵＥへ通知する情報量を削減することが可能となる。
【０８５５】
　図２５は、本変形例１におけるＰＤＵセッション毎のＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定方法を
説明する図である。図２５の左側の（ａ）は、ＭｇＮＢを用いたＭＣＧベアラ設定時の状
態であり、ＤＣを設定する前の状態としてもよい。状態（ａ）は図２１の状態（ａ）と同
じなので説明を省略する。図２５の右側の（ｂ）は、ＰＤＵセッション毎にＳｇＮＢを用
いたＳＣＧベアラ設定時の状態であり、一つのＰＤＵセッションに対してＤＣ（ＳＣＧベ
アラ）を設定した状態としてもよい。
【０８５６】
　状態（ｂ）に示すように、一つのＰＤＵセッション＃２に対してＤＣ（ＳＣＧベアラ）
が設定されることによって、ＭＣＧベアラからＳＣＧベアラにスイッチされる。ＳｇＮＢ
でＤＣが設定されるＰＤＵセッション＃２のためのＤＲＢ＃Ｓ２が設定される。また、Ｍ
ｇＮＢではＤＣが設定されるＰＤＵセッション＃２を除いたＰＤＵセッション＃１のため
のＤＲＢ＃Ｍ２が再設定される。ＰＤＵセッション＃１に対してはＭＣＧベアラが再設定
されることになる。このＰＤＵセッション＃１はＳｇＮＢにスイッチされない。
【０８５７】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＰＤＵセッション＃２のＤＣ（ＳＣＧベアラ）が設定されることで、
ＤＲＢ＃Ｍ１にマッピングされていたＰＤＵセッション＃２を、ＭｇＮＢからＳｇＮＢに
パススイッチする。このようにＮＧ－ＣＮ、ｇＮＢ、ＵＥ間でＰＤＵセッション毎のＤＣ
を設定する。
【０８５８】
　図２６は、本変形例１におけるＰＤＵセッション毎のＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定方法を
説明する図である。図２６の左側の状態（ｂ）は図２５の状態（ｂ）と同じなので説明を
省略する。図２６の右側の（ｃ）は、ＰＤＵセッション毎にＳｇＮＢを用いたＳＣＧベア
ラ設定時の状態であり、二つのＰＤＵセッションに対してＤＣ（ＳＣＧベアラ）を設定し
た状態としてもよい。
【０８５９】
　状態（ｃ）に示すように、ＭｇＮＢのＰＤＵセッション＃１に対してＤＣ（ＳＣＧベア
ラ）が設定されることによって、ＭＣＧベアラからＳＣＧベアラにスイッチされる。Ｓｇ
ＮＢでは、既にＤＣが設定されているＰＤＵセッション＃２と、ＭｇＮＢからスイッチさ
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れたＰＤＵセッション＃１のためのＤＲＢ＃Ｓ１とが再設定される。ＳｇＮＢでは複数の
ＰＤＵセッションに対して一つのＤＲＢが設定される。
【０８６０】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＰＤＵセッション＃１のＤＣ（ＳＣＧベアラ）が設定されることで、
ＤＲＢ＃Ｍ２にマッピングされていたＰＤＵセッション＃１を、ＭｇＮＢからＳｇＮＢに
パススイッチする。このようにＮＧ－ＣＮ、ｇＮＢ、ＵＥ間でＰＤＵセッション毎のＤＣ
を設定する。
【０８６１】
　ＤＣ（スプリットベアラ）を設定する場合について、ＤＣ設定方法を開示する。
【０８６２】
　ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する情報
を用いて、ベアラ設定要求を行う。スプリットベアラの場合、ＵＥに対するベアラが、Ｍ
ｇＮＢとＵＥとの間のベアラと、ＳｇＮＢとＵＥとの間のベアラとに、スプリットされる
。スプリットされた、ＭｇＮＢとＵＥとの間のベアラと、ＳｇＮＢとＵＥとの間のベアラ
とをあわせて、ＰＤＵセッションのＱｏＳが満たされればよい。
【０８６３】
　このため、ＮＧ－ＣＰＦからＰＤＵセッション要求時に通知されたＰＤＵセッションの
ＱｏＳに関する情報を変更してＳｇＮＢに通知してもよい。この方法は実施の形態７で開
示した方法を適用できる。
【０８６４】
　また、ＭｇＮＢは、ＳｇＮＢとＤＣ（スプリットベアラ）を行うＰＤＵセッションのＱ
ｏＳに関する情報を考慮して、ベアラを再設定してもよい。ＭｇＮＢは、ＤＣを行うＰＤ
Ｕセッションを除いた他のＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報と、ＤＣによってＳｇ
ＮＢとベアラスプリットを行うＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報とを考慮して、ベ
アラを再設定してもよい。
【０８６５】
　ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信したＤＣを行うＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する
情報を用いて、ベアラ設定を行う。ＭｇＮＢはＵＥに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッショ
ンに対してＳｇＮＢで設定されたベアラ設定と、ＭｇＮＢで再設定したベアラ設定とを通
知する。ＵＥは、通知されたベアラ設定に応じて、ＭｇＮＢおよびＳｇＮＢに対するベア
ラ設定を行う。これにより、ＤＣを行うＰＤＵセッションに対するベアラ設定と、ＤＣを
行うＰＤＵセッションを除いた他のＰＤＵセッションに対するベアラ設定とを行うことに
なる。
【０８６６】
　ＭｇＮＢでＰＤＵセッション毎にＳＮをつけることで、ＤＣを行うＰＤＵセッションに
対してのみ、データをＭｇＮＢとＳｇＮＢとでスプリットすることが可能となる。このよ
うにＤＣを設定することで、ＰＤＵセッション毎のＤＣ設定が可能となる。
【０８６７】
　ＭｇＮＢが、ＳｇＮＢとＤＣ（スプリットベアラ）を行うＰＤＵセッションのＱｏＳに
関する情報を考慮して、ベアラを再設定してもよいことを開示したが、ベアラの再設定を
行わなくてもよい。ＭｇＮＢは、ＤＣを行う前に、ＤＣ（スプリットベアラ）を行うＰＤ
Ｕセッションを含めたＱｏＳを満たすようにベアラを設定しているので、ＤＣ（スプリッ
トベアラ）を行うＰＤＵセッションを除いたＰＤＵセッションのＱｏＳを満たすことも可
能である。この場合、ＭｇＮＢからＵＥに対して、ＭｇＮＢで再設定されたベアラ情報を
通知しなくてもよい。このようにすることで、ＭｇＮＢからＵＥへ通知する情報量を削減
することが可能となる。
【０８６８】
　図２７は、本変形例１におけるＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を説明する図である
。図２７の左側の（ａ）は、ＭｇＮＢを用いたＭＣＧベアラ設定時の状態であり、ＤＣを
設定する前の状態としてもよい。状態（ａ）は図２２の状態（ａ）と同じなので説明を省
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略する。図２７の右側の（ｂ）は、ＰＤＵセッション毎にＳｇＮＢを用いたスプリットベ
アラ設定時であり、一つのＰＤＵセッションに対してＤＣ（スプリットベアラ）を設定し
た状態としてもよい。
【０８６９】
　状態（ｂ）に示すように、一つのＰＤＵセッション＃２に対して、ＤＣ（スプリットベ
アラ）が設定されることによって、ＭＣＧベアラからスプリットベアラにスイッチされる
。ＳｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定されるＰＤＵセッション＃２のための
ＤＲＢ＃Ｓ６が設定される。また、ＭｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定され
るＰＤＵセッション＃２と、ＰＤＵセッション＃１とのためのＤＲＢ＃Ｍ４が再設定され
る。このようにすることで、ＤＲＢの視点で見ると、ＤＲＢ＃Ｍ４とＤＲＢ＃Ｓ６とによ
ってスプリットベアラが設定される。ＰＤＵセッションの視点で見ると、ＰＤＵセッショ
ン毎に、ＰＤＵセッション＃１に対してはＭＣＧベアラが再設定され、ＰＤＵセッション
＃２に対してはスプリットベアラが設定されることになる。
【０８７０】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定された場合は、ＤＲＢ＃Ｍ１にマッ
ピングされていた全ＰＤＵセッションを、ＭｇＮＢからＳｇＮＢにパススイッチする必要
は無く、ＭｇＮＢのままでよい。このように、ｇＮＢ、ＵＥ間でＰＤＵセッション毎のＤ
Ｃが設定される。
【０８７１】
　ＤＣ（スプリットベアラ）を設定する場合について、他のＤＣ設定方法を開示する。
【０８７２】
　前述のＤＣ設定方法では、スプリットベアラ設定後のＭｇＮＢで一つのベアラを設定し
た。ＤＣ（スプリットベアラ）を設定しないＰＤＵセッションと、ＤＣ（スプリットベア
ラ）を設定するＰＤＵセッションとに対して、一つのＤＲＢを設定した。
【０８７３】
　他のＤＣ設定方法として、ＤＣ（スプリットベアラ）を設定しないＰＤＵセッションと
、ＤＣ（スプリットベアラ）を設定するＰＤＵセッションとに対して、各々ベアラを設定
する。このようにすることで、ＤＣ（スプリットベアラ）を設定するＰＤＵセッションに
ついてベアラの変更を容易にすることが可能となる。例えば、ＭＣＧベアラからスプリッ
トベアラへの変更処理、および、スプリットベアラから再度ＭＣＧベアラへの変更処理が
、他のＰＤＵセッションおよびＤＣを設定しないＰＤＵセッションのためのベアラの設定
とは独立して行われることになる。
【０８７４】
　ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する情報
を用いて、ベアラ設定要求を行う。また、ＭｇＮＢにおいても、ＤＣを行うＰＤＵセッシ
ョンのみのＱｏＳに関する情報を用いて、ベアラ設定を行う。スプリットベアラの場合、
ＵＥに対するベアラが、ＭｇＮＢとＵＥとの間のベアラと、ＳｇＮＢとＵＥとの間のベア
ラとに、スプリットされる。スプリットされた、ＭｇＮＢとＵＥとの間のベアラと、Ｓｇ
ＮＢとＵＥとの間のベアラとをあわせて、ＰＤＵセッションのＱｏＳが満たされればよい
。
【０８７５】
　このため、ＮＧ－ＣＰＦからＰＤＵセッション要求時に通知されたＰＤＵセッションの
ＱｏＳに関する情報を変更してＳｇＮＢに通知してもよい。この方法は実施の形態７で開
示した方法を適用できる。
【０８７６】
　ＭｇＮＢは、ＳｇＮＢとＤＣ（スプリットベアラ）を行うＰＤＵセッションを除いた他
のＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を考慮して、ＤＣを行うＰＤＵセッションのた
めのベアラとは別に、ベアラを再設定する。複数のＰＤＵセッションに対してＤＣを行わ
ない場合および複数のＰＤＵセッションに対してＤＣを行う場合の各々について、全ＰＤ
Ｕセッションに対して一つのベアラを設定してもよいし、ＰＤＵセッション毎にベアラを
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設定してもよいし、ＰＤＵセッショングループ毎にベアラを設定してもよい。
【０８７７】
　ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信したＤＣを行うＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する
情報を用いて、ベアラ設定を行う。ＭｇＮＢはＵＥに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッショ
ンに対してＳｇＮＢで設定されたベアラ設定と、ＭｇＮＢで再設定したＤＣを行わないＰ
ＤＵセッションのためのベアラ設定と、ＤＣを行うＰＤＵセッションのベアラ設定とを通
知する。
【０８７８】
　ＵＥは、通知されたベアラ設定に応じて、ＭｇＮＢおよびＳｇＮＢに対するベアラ設定
を行う。これにより、ＤＣを行うＰＤＵセッションに対するベアラ設定と、ＤＣを行うＰ
ＤＵセッションを除いた他のＰＤＵセッションに対するベアラ設定とを行うことになる。
ＭｇＮＢでＰＤＵセッション毎にＳＮをつけることで、ＤＣを行うＰＤＵセッションに対
してのみ、データをＭｇＮＢとＳｇＮＢとでスプリットすることが可能となる。
【０８７９】
　ＭｇＮＢで、ＤＣ（スプリットベアラ）を行わないＰＤＵセッションとＤＣ（スプリッ
トベアラ）を行うＰＤＵセッションに対して各々ベアラを設定することを開示した。これ
に対し、ＤＣを行っているＰＤＵセッションに対してスプリットベアラから再度ＭＣＧベ
アラにする処理において、ＤＣ（スプリットベアラ）を行っていなかったＰＤＵセッショ
ンと、一つのベアラに設定してもよい。ＭｇＮＢにおいて、複数のＤＲＢ設定を行う必要
がなくなるため、制御を容易にすることが可能となる。
【０８８０】
　このようにＤＣを設定することで、ＰＤＵセッション毎のＤＣ設定が可能となる。
【０８８１】
　図２８は、他のＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を説明する図である。図２８の左側
の（ａ）は、ＭｇＮＢを用いたＭＣＧベアラ設定時の状態であり、ＤＣを設定する前の状
態としてもよい。状態（ａ）は図２２の状態（ａ）と同じなので説明を省略する。図２８
の右側の（ｂ）は、ＰＤＵセッション毎にＳｇＮＢを用いたスプリットベアラ設定時の状
態であり、一つのＰＤＵセッションに対してＤＣ（スプリットベアラ）を設定した状態と
してもよい。
【０８８２】
　状態（ｂ）に示すように、一つのＰＤＵセッション＃２に対して、ＤＣ（スプリットベ
アラ）が設定されることによって、ＭＣＧベアラからスプリットベアラにスイッチされる
。ＳｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定されるＰＤＵセッション＃２のための
ＤＲＢ＃Ｓ７が設定される。また、ＭｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定され
るＰＤＵセッション＃２のためのＤＲＢ＃Ｍ６と、ＤＣが設定されないＰＤＵセッション
＃１のためのＤＲＢ＃Ｍ５とが、再設定される。このようにすることで、ＤＲＢの視点で
見ると、ＤＲＢ＃Ｍ６とＤＲＢ＃Ｓ７とによってスプリットベアラが設定される。ＰＤＵ
セッションの視点で見ると、ＰＤＵセッション毎に、ＰＤＵセッション＃１に対してはＤ
ＲＢ＃Ｍ５によってＭＣＧベアラが再設定され、ＰＤＵセッション＃２に対してはＤＲＢ
＃Ｍ６とＤＲＢ＃Ｓ７とによってスプリットベアラが設定されることになる。
【０８８３】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定された場合は、ＤＲＢ＃Ｍ１にマッ
ピングされていた全ＰＤＵセッションを、ＭｇＮＢからＳｇＮＢにパススイッチする必要
は無く、ＭｇＮＢのままでよい。このように、ｇＮＢ、ＵＥ間でＰＤＵセッション毎のＤ
Ｃが設定される。
【０８８４】
　図２９は、他のＤＣ（スプリットベアラ）設定方法を説明する図である。図２９の左側
の状態（ｂ）は、図２８の状態（ｂ）と同じなので説明を省略する。図２９の右側の（ｃ
）は、ＰＤＵセッション毎にスプリットベアラを設定する状態であり、２つのＰＤＵセッ
ションに対してＤＣ（スプリットベアラ）を設定した状態としてもよい。
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【０８８５】
　状態（ｃ）に示すように、ＭｇＮＢのＰＤＵセッション＃１に対して、ＤＣ（スプリッ
トベアラ）が設定されることによって、ＭＣＧベアラからスプリットベアラにスイッチさ
れる。ＳｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定されるＰＤＵセッション＃１のた
めにＤＲＢ＃Ｓ８が設定される。ＳｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定される
ＰＤＵセッション＃１と既にＤＣ（スプリットベアラ）が設定されているＰＤＵセッショ
ン＃２とのために、一つのＤＲＢ＃Ｓ８が再設定される。ＳｇＮＢでは、複数のＰＤＵセ
ッションに対して一つのＤＲＢが設定される。ＭｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）
が設定されるＰＤＵセッション＃１のためのＤＲＢ＃Ｍ７が再設定される。
【０８８６】
　このようにすることで、ＤＲＢの視点で見ると、ＤＲＢ＃Ｍ７とＤＲＢ＃Ｓ８とでスプ
リットベアラが設定され、同様にＤＲＢ＃Ｍ６とＤＲＢ＃Ｓ８とによってスプリットベア
ラが設定される。ＰＤＵセッションの視点で見ると、ＰＤＵセッション毎に、ＰＤＵセッ
ション＃１に対してはＤＲＢ＃Ｍ７とＤＲＢ＃Ｓ８とによってスプリットベアラが再設定
され、ＰＤＵセッション＃２に対してはＤＲＢ＃Ｍ６とＤＲＢ＃Ｓ８とによってスプリッ
トベアラが設定されることになる。
【０８８７】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定された場合は、ＤＲＢ＃Ｍ５にマッ
ピングされていた全ＰＤＵセッションを、ＭｇＮＢからＳｇＮＢにパススイッチする必要
は無く、ＭｇＮＢのままでよい。このように、ｇＮＢ、ＵＥ間でＰＤＵセッション毎のＤ
Ｃが設定される。
【０８８８】
　本変形例１で開示した方法とすることで、複数のＰＤＵセッションに対して一つのＤＲ
Ｂを構成可能とした場合にも、セッション毎にＤＣを設定することが可能となる。このた
め、セッション毎に適したベアラタイプのＤＣを設定することが可能となり、セッション
毎に要求される性能を効率良く満たすことが可能となる。
【０８８９】
　ＰＤＵセッション毎にＤＣを設定する方法を開示したが、複数のＰＤＵセッションに対
してＤＣを設定してもよい。ＭｇＮＢからＳｇＮＢに対して、ＤＣを行う複数のＰＤＵセ
ッション毎のＱｏＳに関する情報を用いて、ベアラ設定要求を行うとよい。一つのベアラ
設定要求メッセージにＤＣを行う複数のＰＤＵセッション毎のＱｏＳに関する情報を含め
て通知してもよい。設定方法は本変形例で開示した方法を適宜適用するとよい。
【０８９０】
　一つまたは複数のＰＤＵセッションを一つのグループとして、ＰＤＵセッショングルー
プ毎にＤＣを設定してもよい。ＭｇＮＢからＳｇＮＢに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッシ
ョングループに含まれる一つまたは複数のＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を用い
て、ベアラ設定要求を行うとよい。一つのベアラ設定要求メッセージにＤＣを行うＰＤＵ
セッショングループのＱｏＳに関する情報を含めて通知してもよい。設定方法は本変形例
で開示した方法を適宜適用するとよい。
【０８９１】
　前述に開示した方法では、ＳｇＮＢがＰＤＵセッションのＱｏＳに関する情報を用いて
ＤＣ用ベアラ設定を行う。他の方法として、ＭｇＮＢがＰＤＵセッションのＱｏＳに関す
る情報を用いてＤＣ用ベアラ設定を行い、ＭｇＮＢはＤＣ用ベアラ設定に関する情報を用
いて、ＳｇＮＢに対してＳｇＮＢ追加要求を行うようにしてもよい。実施の形態７で開示
した方法を適宜適用するとよい。
【０８９２】
　このようにすることで、実施の形態７と同様に、通知に要する情報量を削減することが
可能となる。また、ＭｇＮＢの状況を考慮したＤＲＢ設定要求が可能となる。ＭｇＮＢの
リソース使用効率を向上させることが可能となる。
【０８９３】



(107) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40

50

　実施の形態７の変形例２．
　ＰＤＵセッション毎にＤＣを設定する場合でも、ＳｇＮＢで複数のＰＤＵセッションの
ために一つのベアラが設定されてしまう。例えば、図２６および図２９に示すような場合
である。このような場合、例えば、ＳＣＧベアラからＭＣＧベアラに戻す場合、言い換え
るとベアラタイプの変更を行う場合に、ＳｇＮＢでベアラの再設定が必要となる。このた
め、ベアラの設定処理が複雑となってしまう。高い頻度でＤＣのベアラタイプの変更が生
じる場合、ＤＣ設定処理が複雑となってしまう。
【０８９４】
　本変形例２では、このような問題を解決する方法を開示する。
【０８９５】
　ＳｇＮＢは、ＤＣを行うベアラ設定、または、ＤＣを行うＰＤＵセッションのためのベ
アラ設定を、ＰＤＵセッション毎に行う。ＰＤＵセッション識別子とＤＲＢ識別子とを１
対１対応になるよう設定してもよい。ＤＣを設定する場合について、ＤＣ設定方法を開示
する。
【０８９６】
　ＭｇＮＢはＳｇＮＢに対して、ＤＣを行うＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する情報
を用いてベアラ設定要求を行う。この方法は実施の形態７で開示した方法を適用できる。
ＭｇＮＢは、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いた他のＰＤＵセッションのＱｏＳに関す
る情報を用いて、ベアラを再設定する。
【０８９７】
　ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信したＤＣを行うＰＤＵセッションのみのＱｏＳに関する
情報を用いて、ベアラ設定を行う。ＵＥに対して既に他のＰＤＵセッションのためのベア
ラが設定されていた場合は、ＤＣを行うＰＤＵセッションのために該ベアラとは異なるベ
アラを設定する。ＭｇＮＢはＵＥに対して、ＳｇＮＢで設定されたベアラ設定と、ＭｇＮ
Ｂで再設定されたベアラ設定とを通知する。
【０８９８】
　ＵＥは、通知されたベアラ設定に応じて、ＤＣを行うＰＤＵセッションに対するベアラ
設定と、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いた他のＰＤＵセッションに対するベアラ設定
とを行う。このようにＤＣを設定することで、ＰＤＵセッション毎にベアラが設定される
ＤＣ設定が可能となる。
【０８９９】
　ＭｇＮＢが、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いたＰＤＵセッションのＱｏＳに関する
情報を用いて、ベアラを再設定することを開示したが、ベアラの再設定を行わなくてもよ
い。ＭｇＮＢは、ＤＣを行う前に、ＤＣを行うＰＤＵセッションを含めたＱｏＳを満たす
ようにベアラを設定しているので、ＤＣを行うＰＤＵセッションを除いたＰＤＵセッショ
ンのＱｏＳを満たすことも可能である。この場合、ＭｇＮＢからＵＥに対して、ＭｇＮＢ
で再設定されたベアラ情報を通知しなくてもよい。このようにすることで、ＭｇＮＢから
ＵＥへ通知する情報量を削減することが可能となる。
【０９００】
　図３０は、本変形例２におけるＰＤＵセッション毎のＤＣ（ＳＣＧベアラ）設定方法を
説明する図である。図３０の左側の状態（ｂ）は図２６の状態（ｂ）と同じなので説明を
省略する。図３０の右側の（ｃ）は、ＰＤＵセッション毎に異なるＳｇＮＢを用いたＳＣ
Ｇベアラ設定時の状態であり、２つのＰＤＵセッションに対してＤＣ（ＳＣＧベアラ）を
設定した状態としてもよい。
【０９０１】
　状態（ｃ）に示すように、ＭｇＮＢのＰＤＵセッション＃１に対して、ＤＣ（ＳＣＧベ
アラ）が設定されることによって、ＭＣＧベアラからＳＣＧベアラにスイッチされる。Ｓ
ｇＮＢでは、既にＤＣが設定されているＰＤＵセッション＃２のためのＤＲＢ＃Ｓ４とは
別に、ＭｇＮＢからスイッチされたＰＤＵセッション＃１のためのＤＲＢ＃Ｓ３が設定さ
れる。ＳｇＮＢでは複数のＰＤＵセッションに対して個別にＤＲＢが設定される。
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【０９０２】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＰＤＵセッション＃１のＤＣ（ＳＣＧベアラ）が設定されることによ
って、ＤＲＢ＃Ｍ２にマッピングされていたＰＤＵセッション＃１を、ＭｇＮＢからＳｇ
ＮＢにパススイッチする。このようにＮＧ－ＣＮ、ｇＮＢ、ＵＥ間でＰＤＵセッション毎
のＤＣを設定する。
【０９０３】
　図３１は、本変形例２におけるＰＤＵセッション毎のＤＣ（スプリットベアラ）設定方
法を説明する図である。図３１の左側の状態（ｂ）は図２９の状態（ｂ）と同じなので説
明を省略する。図３１の右側の（ｃ）は、ＰＤＵセッション毎にスプリットベアラを設定
した状態であり、２つのＰＤＵセッションに対してＤＣ（スプリットベアラ）を設定した
状態としてもよい。
【０９０４】
　状態（ｃ）に示すように、ＭｇＮＢのＰＤＵセッション＃１に対して、ＤＣ（スプリッ
トベアラ）が設定されることによって、ＭＣＧベアラからスプリットベアラにスイッチさ
れる。ＳｇＮＢでは、既にＤＣ（スプリットベアラ）が設定されているＰＤＵセッション
＃２のためのＤＲＢ＃Ｓ９とは別に、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定されるＰＤＵセッ
ション＃１のためにＤＲＢ＃Ｓ１０が設定される。ＳｇＮＢでは複数のＰＤＵセッション
に対して個別にＤＲＢが設定される。ＭｇＮＢでは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定さ
れるＰＤＵセッション＃１のためのＤＲＢ＃Ｍ７が再設定される。
【０９０５】
　このようにすることで、ＤＲＢの視点で見ると、ＤＲＢ＃Ｍ７とＤＲＢ＃Ｓ１０とによ
ってスプリットベアラが設定され、同様にＤＲＢ＃Ｍ６とＤＲＢ＃Ｓ９とによってスプリ
ットベアラが設定される。ＰＤＵセッションの視点で見ると、ＰＤＵセッション毎に、Ｐ
ＤＵセッション＃１に対してはＤＲＢ＃Ｍ７とＤＲＢ＃Ｓ１０とによってスプリットベア
ラが再設定され、ＰＤＵセッション＃２に対してはＤＲＢ＃Ｍ６とＤＲＢ＃Ｓ９とによっ
てスプリットベアラが設定されることになる。
【０９０６】
　ＮＧ－ＵＰＦは、ＤＣ（スプリットベアラ）が設定された場合は、ＤＲＢ＃Ｍ５にマッ
ピングされていた全ＰＤＵセッションを、ＭｇＮＢからＳｇＮＢにパススイッチする必要
は無く、ＭｇＮＢのままでよい。このように、ｇＮＢ、ＵＥ間でＰＤＵセッション毎のＤ
Ｃが設定される。
【０９０７】
　このようにすることで、ＰＤＵセッション毎にＤＣを設定する場合でも、ＳｇＮＢで複
数のＰＤＵセッションのために個別のベアラを設定することが可能となる。このため、例
えばベアラタイプの変更を行う場合に、ＳｇＮＢでベアラの再設定が不要となる。高い頻
度でＤＣのベアラタイプの変更が生じる場合でも、ベアラの設定処理を容易にし、ＤＣ設
定処理を容易にすることが可能となる。
【０９０８】
　ＤＣを行うベアラ設定、または、ＤＣを行うＰＤＵセッションのためのベアラ設定を、
ＰＤＵセッション毎に行う方法を開示したが、この方法は静的に規格などで予め決めてお
いてもよい。この方法を行うために、なんらシグナリングを必要とせず、ＵＥ、ＭｇＮＢ
、ＳｇＮＢ、ＮＧ－ＣＮ間で共通認識を得ることが可能となる。
【０９０９】
　あるいは、この方法を行うか否かを設定可能としてもよい。ＤＣを行うベアラ設定、ま
たは、ＤＣを行うＰＤＵセッションのためのベアラ設定を、ＰＤＵセッション毎に行うか
否かを設定可能とする。ＳｇＮＢが、ＤＣを行うベアラ設定、または、ＤＣを行うＰＤＵ
セッションのためのベアラ設定を、ＰＤＵセッション毎に行うか否かを設定してもよい。
ＳｇＮＢの負荷状況等を考慮して設定可能となる。例えば、ＳｇＮＢにおける最大設定可
能ＤＲＢ数に応じて、ＳｇＮＢでのＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッション毎に行うか否
かを、設定してもよい。ＳｇＮＢの最大設定可能ＤＲＢ数をオーバするような場合、ＰＤ
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Ｕセッション毎に行わないように設定するとよい。
【０９１０】
　また、ＳｇＮＢが、ＭｇＮＢからの要求を考慮してＰＤＵセッション毎に行うか否かを
設定してもよい。
【０９１１】
　このようにすることで、ＳｇＮＢでのＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッション毎に行う
か否かを柔軟に設定可能となる。
【０９１２】
　ＳｇＮＢが、ＭｇＮＢからの要求を考慮して設定する方法について開示する。
【０９１３】
　ＤＣ用にＳｇＮＢで設定されるベアラを、ＰＤＵセッション毎にするか否かを示す情報
（ベアラ個別設定情報と称する）を設ける。例えば、ベアラ個別設定情報用に１ビットを
割り当て、該ビットの状態が“１”の場合はＰＤＵセッション毎に設定し、該ビットの状
態が“０”の場合はＰＤＵセッション毎に設定しないとしてもよい。
【０９１４】
　ＭｇＮＢは、ＳｇＮＢに対してベアラ個別設定該情報を通知する。ベアラ個別設定該情
報は、ＭｇＮＢがＳｇＮＢに対してＤＣ設定時に通知するＳｇＮＢ追加要求メッセージに
含めて通知するとよい。ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信したベアラ個別設定情報に応じて
、ＤＣ用のベアラ設定を、ＰＤＵセッション毎に設定するか否かを判断する。ベアラ個別
設定情報がＰＤＵセッション毎に設定することを示す場合、ＳｇＮＢはＰＤＵセッション
毎にベアラを設定する。ベアラ個別設定情報がＰＤＵセッション毎に設定することを示さ
ない場合、ＳｇＮＢは複数のＰＤＵセッションのために一つのＤＲＢに設定する。
【０９１５】
　このようにすることで、ＭｇＮＢが、ＳｇＮＢでのＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッシ
ョン毎に行うか否かを設定可能とすることができる。これによれば、ＳｇＮＢでのベアラ
設定をより柔軟に行うことが可能になる。このため、サービスによるベアラタイプ変更の
頻度に適したベアラ設定が可能となる。ＤＣ設定制御を容易にし、ＳｇＮＢのリソースを
効率的に使用できる。
【０９１６】
　他の方法として、ＭｇＮＢでのベアラとＰＤＵセッションとの対応情報（ベアラ－セッ
ション対応情報）を、ＤＣを行うベアラに対して、または、ＤＣを行うＰＤＵセッション
に対して設けるとよい。ベアラ－セッション対応情報は、ＭｇＮＢがＳｇＮＢに対してＤ
Ｃ設定時に通知する、ＳｇＮＢ追加要求メッセージに含めて通知するとよい。ＳｇＮＢは
、ＭｇＮＢから受信したベアラ－セッション対応情報を考慮して、ＤＣ用のベアラ設定を
行うとよい。
【０９１７】
　このようにすることで、ＳｇＮＢが、ＳｇＮＢでのＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッシ
ョン毎に行うか否かを、ＭｇＮＢでの設定を考慮して、設定可能とすることができる。こ
れによれば、ＳｇＮＢでのベアラ設定をより柔軟に行うことが可能になる。このため、サ
ービスによるベアラタイプ変更の頻度に適したベアラ設定が可能となる。ＤＣ設定制御を
容易にし、ＳｇＮＢのリソースを効率的に使用できる。
【０９１８】
　ＭｇＮＢが、ＳｇＮＢに対してＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッション毎に行うことを
要求するか否かを判断するための指標として、例えば、ＤＣ設定、修正あるいは解除を頻
繁に行うか、などがある。ベアラの変更など、ＤＣの変更が頻繁にある場合、ＤＣを行う
ＰＤＵセッション毎にベアラを設定した方が、他のＰＤＵセッションと一緒にベアラを設
定するよりも、制御を容易にできる。ＤＣの設定や解除が頻繁に行われる場合も同様であ
る。したがって、ＤＣ設定、修正あるいは解除を頻繁に行うような場合、ＭｇＮＢは、Ｓ
ｇＮＢに対してＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッション毎に行うことを要求すると判断す
るとよい。
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【０９１９】
　ＤＣ設定、修正あるいは解除を頻繁に行うか否かを判断する指標として、以下に３つの
例を開示する。
【０９２０】
　（１）ＤＣを設定するＵＥの移動速度、
　（２）ＤＣに用いるｇＮＢやｇＮＢのセルのカバレッジ範囲の大きさ、
　（３）ＤＣに用いるｇＮＢがビーム運用か否か。
【０９２１】
　前述の（１）で、ＤＣを設定するＵＥの移動速度が速い場合、セル間やｇＮＢ間の移動
が頻繁に生じることになる。セル間やｇＮＢ間の移動により、ＤＣの設定および解除が頻
繁に行われることになる。したがって、ＤＣを設定するＵＥの移動速度が速い場合、Ｍｇ
ＮＢが、ＳｇＮＢに対してＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッション毎に行うことを要求す
るよう判断してもよい。
【０９２２】
　前述の（２）で、ＤＣに用いるｇＮＢやｇＮＢのセルのカバレッジ範囲の大きさが小さ
い場合、セル間やｇＮＢ間の移動が頻繁に生じることになる。セル間やｇＮＢ間の移動に
より、ＤＣの設定および解除が頻繁に行われることになる。したがって、ＤＣに用いるｇ
ＮＢやｇＮＢのセルのカバレッジ範囲の大きさが小さい場合、ＭｇＮＢが、ＳｇＮＢに対
してＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵセッション毎に行うことを要求するよう判断してもよい
。
【０９２３】
　前述の（３）で、ＤＣに用いるｇＮＢがビーム運用の場合、ビーム間の移動が頻繁に生
じることになる。ビーム間の移動により、ＤＣの設定修正が頻繁に行われることになる。
したがって、ＤＣに用いるｇＮＢがビーム運用の場合、ＭｇＮＢが、ＳｇＮＢに対してＤ
Ｃ用のベアラ設定をＰＤＵセッション毎に行うことを要求するよう判断してもよい。
【０９２４】
　ＳｇＮＢがＭｇＮＢからの要求を考慮して、ＳｇＮＢでのＤＣ用のベアラ設定をＰＤＵ
セッション毎に行うか否かを設定する方法を開示した。ＭｇＮＢからＤＣ用のベアラ設定
をＰＤＵセッション毎に行うことを要求された場合、ＳｇＮＢは、その要求に対してリジ
ェクトしてもよい。例えば、自ｇＮＢにおける最大設定可能ＤＲＢ数をオーバするような
場合、リジェクトするとよい。ＳｇＮＢはＭｇＮＢに対してリジェクトを通知する。リジ
ェクトメッセージに、理由情報を含めてもよい。理由情報は、最大設定可能ＤＲＢ数のオ
ーバ、などである。
【０９２５】
　リジェクトメッセージを受信したＭｇＮＢは、例えば、ベアラ個別設定情報をＰＤＵセ
ッション毎に設定することを示さないようにして、再度ＳｇＮＢに対してＤＣ用ベアラ設
定を要求してもよい。あるいは、リジェクトメッセージを通知したＳｇＮＢをＤＣに用い
るのをやめてもよい。
【０９２６】
　このようにすることで、ＳｇＮＢの負荷状況等を反映させたＤＣを設定することが可能
となる。システム全体としてスループットを向上させることが可能となる。
【０９２７】
　本変形例２で開示した方法は、ｇＮＢとの間で行う処理において適宜適用してもよい。
ＤＣ用に限定しなくてもよい。例えば、ハンドオーバ（ＨＯ）処理の際に適用するとよい
。ベアラ設定をＰＤＵセッション毎にするか否かを示す情報（ベアラ個別設定情報と称す
る）を設け、Ｓ－ｇＮＢ（ＨＯ元ｇＮＢ：Ｓｏｕｒｃｅ－ｇＮＢ）はＴ－ｇＮＢ（ＨＯ先
ｇＮＢ：Ｔａｒｇｅｔ－ｇＮＢ）に対してベアラ個別設定該情報を通知する。ベアラ個別
設定情報は、例えばＳ－ｇＮＢからＴ－ｇＮＢに通知するＨＯ要求メッセージに含めて通
知するとよい。Ｔ－ｇＮＢはＳ－ｇＮＢから受信したベアラ個別設定情報に応じて、ベア
ラ設定をＰＤＵセッション毎に設定するか否かを判断する。
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【０９２８】
　あるいは、Ｓ－ｇＮＢでのベアラとＰＤＵセッションとの対応情報（ベアラ－セッショ
ン対応情報）を、Ｓ－ｇＮＢがＴ－ｇＮＢに対して通知する、ＨＯ要求メッセージに含め
て通知するとよい。ＳｇＮＢは、ＭｇＮＢから受信したベアラ－セッション対応情報を考
慮して、ベアラ設定を行うとよい。このようにすることで、ＨＯ処理などによって、ＵＥ
が通信を行うｇＮＢが変更になる場合も、サービス毎に適したベアラ設定が可能となる。
【０９２９】
　本変形例２で開示した方法は、ＮＧ－ＣＮとｇＮＢとの間で行う処理において適宜適用
してもよい。ＤＣ用に限定しなくてもよい。例えば、セッション設立処理の際に適用する
とよい。ベアラ設定をＰＤＵセッション毎にするか否かを示す情報（ベアラ個別設定情報
と称する）を設け、ＮＧ－ＣＮはｇＮＢに対してベアラ個別設定該情報を通知する。
【０９３０】
　ベアラ個別設定情報は、例えばＮＧ－ＣＰＦからｇＮＢに通知するセッション設立応答
メッセージに含めて通知するとよい。ｇＮＢはＮＧ－ＣＮから受信したベアラ個別設定情
報に応じて、ベアラ設定をＰＤＵセッション毎に設定するか否かを判断する。このように
することで、ＮＧ－ＣＮがｇＮＢとセッションを設立するような場合にも、サービス毎に
適したベアラ設定が可能となる。
【０９３１】
　ＬＴＥと５Ｇとのインタワークが検討されている。ＬＴＥのｅＮＢと５ＧのｇＮＢとが
ＤＣによって接続されることが検討されている（３ＧＰＰ　ＲＰ－１６１２６６（以下「
参考文献３」という）参照）。ＣＮがＮＧ－ＣＮの場合に、ＮＧ－ＣＮに接続されるＬＴ
ＥのｅＮＢに、フローベースからベアラベースに変換する機能を追加するとよい。ｅＮＢ
に対して実施の形態７から実施の形態７の変形例２までで開示した方法を適用可能となる
。ＣＮがＥＰＣの場合はベアラベースとなるため適用は不要である。
【０９３２】
　実施の形態７から実施の形態７の変形例２まででは、ＳｇＮＢ追加要求メッセージにつ
いて開示したが、ＳｇＮＢ修正要求メッセージを利用してもよい。ＳｇＮＢでのＤＣ用ベ
アラ設定変更時に適用することで、同様の効果を得ることができる。
【０９３３】
　実施の形態８．
　実施の形態１では、セル内全ビームにおいて同じＲＲＣパラメータを用いることを開示
した。他の方法として、複数のＴＲＰ／ビーム内で同じＲＲＣパラメータとしてもよい。
一つまたは複数のＴＲＰで構成する一つまたは複数のビームでビームグループを構成し、
ビームグループ内の全ビームにおいて同じＲＲＣパラメータを用いるとしてもよい。同じ
ＲＲＣパラメータを設定する一つまたは複数のビームの集合を、ビームグループとしても
よい。
【０９３４】
　ビームグループの設定方法について開示する。ビームグループは静的に設定される。予
めシステムとして決めておくとよい。例えば、一つのＴＲＰが構成するビームでビームグ
ループを構成する。例えば、隣接するカバレッジを有する複数のビームでビームグループ
を構成する。カバレッジが隣接しているセル内のビーム１、ビーム２およびビーム３をビ
ームグループ１とし、同じく、カバレッジが隣接しているセル内のビーム４、ビーム５、
ビーム６およびビーム７をビームグループ２とする、等である。静的に設定したビームグ
ループ内のビーム間で同じＲＲＣパラメータを用いる。
【０９３５】
　ビームグループのＲＲＣパラメータの設定方法について開示する。
【０９３６】
　ビームグループ内のビームで同じＲＲＣパラメータが設定されることを予め規格等で決
めておくとよい。セルはＵＥに対して、通信を行うビーム（サービングビームと称する場
合がある）を介して、同じＲＲＣパラメータが設定される複数のビームのＴＲＰ／ビーム
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の識別子を通知する。ビームグループとして識別子を設定してもよく、その場合、ビーム
グループの識別子およびビームグループ内のビームの識別子を通知してもよい。
【０９３７】
　このようにすることで、ＵＥはどのビームがサービングビームと同じＲＲＣが設定され
ているかを認識することが可能となる。ビームグループ内で同じＲＲＣパラメータが設定
されるため、ビーム毎のＲＲＣパラメータ設定が不要となる。セルはＵＥに対して、同じ
ＲＲＣパラメータが設定されるビームを特定するための情報のみを通知すればよい。通知
に必要となる情報量を削減することが可能となる。
【０９３８】
　ビームグループのＲＲＣパラメータの他の設定方法を開示する。セルはＵＥに対して、
サービングビームを介して、複数のビームのＴＲＰ／ビームの識別子とビーム毎に設定す
るＲＲＣパラメータを通知する。同じＲＲＣパラメータを設定する場合は同じＲＲＣパラ
メータを通知する。このようにすることで、ＵＥはどのビームが同じＲＲＣが設定されて
いるかを認識することが可能となる。通知に必要な情報量は多くなるが、ビーム毎にＲＲ
Ｃパラメータの設定が可能となるため、ビーム毎のＲＲＣパラメータの変更を容易にする
ことができる。
【０９３９】
　ビームグループのＲＲＣパラメータの他の設定方法を開示する。セルはＵＥに対して、
サービングビームを介して、複数のビームのＴＲＰ／ビームの識別子とビーム毎に設定す
るＲＲＣパラメータがサービングビームと同じか否かを通知する。同じＲＲＣパラメータ
を設定する場合は同じことを示す情報を通知する。このようにすることで、ＵＥはどのビ
ームがサービングビームと同じＲＲＣが設定されているかを認識することが可能となる。
このようにすることで、ビーム毎にＲＲＣパラメータを通知する必要が無いため、通知に
必要な情報量を削減することが可能となる。
【０９４０】
　ＲＲＣパラメータの全部を同じとしてもよいし一部を同じとしてもよい。同じにするＲ
ＲＣパラメータは実施の形態１で開示したＲＲＣパラメータとするとよい。
【０９４１】
　ＵＥに対して、同じＲＲＣパラメータが設定されているビームグループ内でビーム間モ
ビリティが発生した場合、ターゲットＲＲＣパラメータの設定は不要となる。ビーム間移
動にともなうＲＲＣパラメータの設定を不要とする。このようにすることで、ＲＲＣシグ
ナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９４２】
　ＵＥに対して、同じＲＲＣパラメータが設定されているビームグループ外へのビーム間
モビリティが発生した場合、ターゲットＲＲＣパラメータの設定が必要となる。この場合
、実施の形態２から実施の形態５の変形例３で開示した方法を適宜適用するとよい。この
ようにすることで、ＲＲＣシグナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９４３】
　同じＲＲＣパラメータを設定するビームグループの他の設定方法について開示する。ビ
ームグループは準静的あるいは動的に設定される。ビームグループをＵＥ毎に準静的ある
いは動的に設定可能とする。セルはＵＥに対してＵＥ毎にビームグループを設定する。セ
ルはＵＥに対して設定したビームグループを、サービングビームを介して通知する。
【０９４４】
　ビームグループの通知方法として、ＲＲＣシグナリングを用いてもよい。あるいは、Ｍ
ＡＣシグナリングを用いてもよい。あるいは、Ｌ１／Ｌ２制御シグナリングを用いてもよ
い。あるいは、これらを組合せてもよい。ビームグループのＲＲＣパラメータの設定方法
は前述の方法を適用するとよい。
【０９４５】
　セルはＵＥに対して設定するビームグループを変更してもよい。電波伝搬状況に応じて
ビームグループを変更するとよい。
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【０９４６】
　ＵＥ毎に設定するビームグループの例を示す。同じＲＲＣパラメータを設定するビーム
グループとして、サービングビームとＵＥがモニタするビームを設定しても良い。あるい
は、予め、サービングビームとＵＥがモニタするビームとで同じＲＲＣパラメータを設定
するビームグループを構成することを規格等で決めておいてもよい。
【０９４７】
　セルはＵＥに対して、ＵＥのサービングビームとＵＥがモニタするビームとで同じＲＲ
Ｃパラメータを設定する。セルはＵＥに対してＵＥがモニタするビームを通知する。これ
により、ＵＥは、同じＲＲＣパラメータを設定するビームを認識することができる。
【０９４８】
　ＵＥとサービングビームとの間の通信品質が急激に悪化した場合、セルはＵＥを、ＵＥ
がモニタしているビームへ移動させてもよい。ＵＥに対して、同じＲＲＣパラメータが設
定されているビームグループ内でのビーム間モビリティとなるため、ターゲットＲＲＣパ
ラメータの設定は不要となる。ビーム間移動にともなうＲＲＣパラメータの設定を不要と
する。ＲＲＣシグナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９４９】
　ＵＥに対して、同じＲＲＣパラメータが設定されているビームグループ外へのビーム間
モビリティが発生した場合、ターゲットＲＲＣパラメータの設定が必要となる。この場合
、実施の形態２から実施の形態５の変形例３で開示した方法を適宜適用するとよい。この
ようにすることで、ＲＲＣシグナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９５０】
　ＵＥ毎に設定するビームグループの他の例を示す。ＵＥは複数のビームと通信を行って
もよい。このような場合、同じＲＲＣパラメータを設定するビームグループとして、ＵＥ
が通信を行う複数のビーム（複数のサービングビーム）を設定しても良い。あるいは、予
め、複数のサービングビームで同じＲＲＣパラメータを設定するビームグループを構成す
ることを規格等で決めておいてもよい。
【０９５１】
　ＵＥはセルと一つのサービングビームで通信を行う。セルはＵＥに対して、該サービン
グビームを介して、通信を行う一つまたは複数の他のビームを通知する。これにより、Ｕ
Ｅは、同じＲＲＣパラメータを設定するビームを認識することができる。
【０９５２】
　ＵＥと一つのサービングビームとの間の通信品質が急激に悪化した場合、セルは他のサ
ービングビームを用いてＵＥと通信を行う。セルはＵＥを他のサービングビームへ移動さ
せてもよい。ＵＥに対して、同じＲＲＣパラメータが設定されているビームグループ内で
のビーム間モビリティとなるため、ターゲットＲＲＣパラメータの設定は不要となる。ビ
ーム間移動にともなうＲＲＣパラメータの設定を不要とする。ＲＲＣシグナリングを伴わ
ないビーム間移動を可能とする。
【０９５３】
　すでにＵＥは他のビームで通信を行っている状態であるため、セルはＵＥに対して移動
指示を通知しなくてもよい。セルはＵＥに対して、通信品質が急激に悪化したビームを用
いた通信を行わず、他のビームで通信を行うようにすればよい。ＵＥは、通信品質が急激
に悪化したビームではなく、他の通信を行っているビームで通信を行うことができる。
【０９５４】
　このような場合、ビーム間移動と称さない場合もある。しかし、このような場合、ＵＥ
に対して、同じＲＲＣパラメータが設定されているビームグループ内で通信するビームの
変更となるため、ターゲットＲＲＣパラメータの設定は不要となる。通信するビームの変
更にともなうＲＲＣパラメータの設定を不要とする。ＲＲＣシグナリングを伴わない通信
するビームの変更を可能とする。
【０９５５】
　ＵＥに対して、同じＲＲＣパラメータが設定されているビームグループ外へのビーム間
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モビリティが発生した場合、ターゲットＲＲＣパラメータの設定が必要となる。この場合
、実施の形態２から実施の形態５の変形例３で開示した方法を適宜適用するとよい。この
ようにすることで、ＲＲＣシグナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９５６】
　実施の形態８の変形例１．
　ビームグループが設定されるような場合に、同じＲＲＣパラメータを設定せずに、ビー
ム毎に異なるＲＲＣパラメータを設定してもよい。異なるＲＲＣパラメータを設定する場
合は、ビーム間移動時のビーム毎のＲＲＣパラメータ設定方法は、実施の形態２から実施
の形態５の変形例３で開示した方法を適宜適用するとよい。このようにすることで、ＲＲ
Ｃシグナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９５７】
　例えば、ビームグループとして、サービングビームとＵＥがモニタするビームを設定し
た場合、ビームグループ内でのビーム間移動とビームグループ外へのビーム間移動とがあ
るが、いずれもサービングビームの移動になる。この場合、移動元ビームから移動先ビー
ムへのモビリティとなる。したがって、実施の形態２から実施の形態５の変形例３で開示
した方法を適用することで、ＲＲＣシグナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９５８】
　例えば、ビームグループとして、ＵＥが通信を行う複数のビーム（複数のサービングビ
ーム）を設定した場合、セルはＵＥに対して、予めビーム毎のＲＲＣパラメータを設定す
る。ＵＥはセルと一つのサービングビームで通信を行う。セルはＵＥに対して、該サービ
ングビームを介して、通信を行う一つまたは複数の他のビームを通知する。他のビームの
通知とともに、各ビームのＲＲＣパラメータを通知するとよい。他のビームのＴＲＰ／ビ
ームの識別子とビーム毎に設定するＲＲＣパラメータを通知する。
【０９５９】
　このようにすることで、ＵＥは、通信を行う複数のビームのＲＲＣパラメータを設定す
ることが可能となる。ビームグループ内でのビーム間移動あるいはビームグループ内での
通信するビームの変更の場合でも、ＵＥは、予め通知されたビーム毎のＲＲＣパラメータ
を設定して通信を行えばよい。
【０９６０】
　ビームグループ外へのビーム間移動の場合、サービングビームの移動になる。この場合
、移動元ビームから移動先ビームへのモビリティとなる。したがって、実施の形態２から
実施の形態５の変形例３で開示した方法を適用することで、ＲＲＣシグナリングを伴わな
いビーム間移動を可能とする。
【０９６１】
　ビームグループとして、ＵＥが通信を行う複数のビーム（複数のサービングビーム）が
設定される場合、ビームグループ内でプライマリビームおよびセカンダリビームを設けて
もよい。プライマリビームはＵＣＩ（Uplink Control Information）の送信に用いるビー
ムとするとよい。あるいは、プライマリビームは制御情報の通信に用いるビームとしても
よい。あるいは、プライマリビームはＮＡＳの通信に用いるビームとしてもよい。
【０９６２】
　このような場合、プライマリビームの変更が発生する場合がある。元セカンダリビーム
をプライマリビームに変更する。このような場合、移動元ビームにプライマリビームを対
応させ、移動先ビームに、プライマリビームに変更するセカンダリビームを対応させ、実
施の形態２から実施の形態５の変形例３を適用するとよい。このようにすることで、ＲＲ
Ｃシグナリングを伴わないビーム間移動を可能とする。
【０９６３】
　ビームグループとして、ＵＥが通信を行う複数のビーム（複数のサービングビーム）を
設定した場合、移動元ビームで設定されたビームグループから移動先ビームで設定される
ビームグループへのビームグループ間の移動が行われてもよい。あるいは、ビームグルー
プの変更が行われてもよい。セルはＵＥに対して、ビームグループ間の移動あるいはビー
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ムグループの変更を行う。
【０９６４】
　ビームグループ間の移動あるいはビームグループの変更が行われる場合、予め、移動先
のビームグループ内のビームのＲＲＣパラメータ、あるいは、変更後のビームグループ内
のビームのＲＲＣパラメータを通知しておいてもよい。これらの通知は、ＵＥのビームグ
ループの移動あるいは変更の際、あるいは、ＵＥのビームグループの移動あるいは変更に
先立って行われるとよい。
【０９６５】
　例えば、ビームグループ内の所定の数のサービングビームの通信品質が所定の閾値を下
回った場合としてもよい。サービングビームの通信品質として、下り通信の受信電力ある
いは受信品質でもよい。ＵＥが測定するとよい。あるいは、上り通信の受信電力あるいは
受信品質でもよい。セルが測定するとよい。
【０９６６】
　このようにすることで、セルはＵＥに対して、ビームグループ内ビームのＲＲＣパラメ
ータの通知を行うことができる。ＵＥは、受信したＲＲＣパラメータを用いて、通知され
たビームグループ内のビームと通信を開始することが可能となる。複数のサービングビー
ムの通信品質が急激に悪化したとしても、ビームグループの移動あるいは変更が可能とな
り、早期に通信が可能となる。
【０９６７】
　例えば、ビームグループとして、サービングビームとＵＥがモニタするビームを設定し
た場合、予めビームグループ内複数（全てであってもよい）ビームのＲＲＣパラメータを
通知しておいてもよい。実施の形態２で開示した、ＲＲＣシグナリングによる近傍のビー
ムのＲＲＣパラメータを通知する方法を適宜適用するとよい。実施の形態２を適用する場
合、近傍のビームのＲＲＣパラメータを通知する代わりに、ビームグループ内複数のビー
ムのＲＲＣパラメータを通知する、とするとよい。
【０９６８】
　ビームグループ内複数ビームのＲＲＣパラメータの通知は、ＵＥのビーム間移動に先立
って行われるとよい。例えば、サービングビームの通信品質が所定の閾値を下回った場合
としてもよい。あるいは、ビームグループ内のＲＲＣパラメータが変更となった場合とし
てもよい。サービングビームの通信品質として、下り通信の受信電力あるいは受信品質で
もよい。ＵＥが測定するとよい。あるいは、上り通信の受信電力あるいは受信品質でもよ
い。セルが測定するとよい。
【０９６９】
　このようにすることで、サービングビームの通信品質の急激な悪化により、ビーム間移
動指示がＵＥに対して通知されないような場合に有効となる。あるいは、ビーム間移動指
示において、移動先ビームの通知をしなくて済む。移動先ビームを一つに決定する必要が
なくなる。
【０９７０】
　ＵＥは、通信品質の急激な悪化あるいはビーム間移動指示により、予めＲＲＣパラメー
タを通知されたビームのうちのどのビームをモニタしてもよい。セルは予めＲＲＣパラメ
ータを通知したビームのうちのどのビームを用いて通信をはじめてもよい。ＵＥは予めＲ
ＲＣパラメータが通知されているため、早期に通信が可能となる。
【０９７１】
　３ＧＰＰにおいて、グループベースドのビームマネージメントが議論されている。物理
レイヤでのメジャメントによりビームグループが構成されることが提案されている。この
ビームグループに対して、実施の形態８から実施の形態８の変形例１で開示したＲＲＣパ
ラメータの設定方法を適宜適用してもよい。同様の効果を得ることができる。
【０９７２】
　物理レイヤでのメジャメントによりビームグループが構成されるため、無線リソースも
物理レイヤで取り扱うとよい。例えば、実施の形態１で開示したＲＲＣパラメータで設定
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する無線リソースがある。このような場合、ＲＲＣレイヤと物理レイヤとの間でビームグ
ループの情報の通知が行われてもよい。あるいは、ＲＲＣレイヤと物理レイヤとの間でＲ
ＲＣパラメータの通知が行われてもよい。
【０９７３】
　また、ＭＡＣレイヤはスケジューリング機能を有する。したがって、ＭＡＣレイヤとＲ
ＲＣレイヤとの間、あるいはＭＡＣレイヤとＰＨＹレイヤとの間で、ビームグループの情
報の通知、あるいは、ＲＲＣパラメータの通知が行われてもよい。これらの通知方法は、
実施の形態２から実施の形態５で開示した、ＣＵとＤＵとの間での通信方法を適宜適用す
るとよい。このようにすることで、レイヤ間で必要となる情報の通知を行うことができる
。
【０９７４】
　前述の各実施の形態およびその変形例は、本発明の例示に過ぎず、本発明の範囲内にお
いて、各実施の形態およびその変形例を自由に組合せることができる。また各実施の形態
およびその変形例の任意の構成要素を適宜変更または省略することができる。
【０９７５】
　例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレームは、第５世代基
地局通信システムにおける通信の時間単位の一例である。スケジューリング単位であって
もよい。前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレーム単位として記載し
ている処理を、ＴＴＩ単位、スロット単位、サブスロット単位、ミニスロット単位として
行ってもよい。
【０９７６】
　本発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって
、本発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、本発明の
範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【０９７７】
　２００　通信システム、２０２　通信端末装置、２０３，８００　基地局装置、８０２
　ＤＵ（Distributed Unit）、８０３　ＣＵ（Central Unit）、８０４～８１０　ビーム
（無線ビーム）、８１１　セル。
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】



(125) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40

【国際調査報告】



(126) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(127) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(128) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(129) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(130) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(131) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(132) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(133) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(134) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

20

30

40



(135) JP WO2018/124259 A1 2018.7.5

10

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

